
宮
崎
道
三
郎
博
士
講
述
『
比
較
法
制
史
』
緒
言
及
び
第
一
部　

羅
馬
法
制
史
（
吉
原
）

三
〇
三

解
題

1
．
本
稿
は
、
本
学
の
前
身
、
日
本
法
律
学
校
の
創
立
者
総
代
で

あ
っ
た
宮
崎
道
三
郎
博
士

（
1
）

の
講
述
『
比
較
法
制
史
』
上
下

（
日
本
大
学
図
書
館
所
蔵

（
2
）

）
の
う
ち
、
上
巻
を
構
成
す
る
緒
言

及
び
第
一
部　

羅
馬
法
制
史
を
翻
刻
し
た
も
の
で
あ
る
。

2
．
宮
崎
博
士
は
、「
日
本
法
制
史
研
究
の
最
初
の
専
門
家
で
あ

る
と
同
時
に
、
西
洋
に
於
け
る
近
代
的
法
制
史
研
究
法
を
輸
入

し
て
、
之
を
日
本
法
制
史
研
究
に
適
用
、
実
践
し
た
点
に
於
て

も
最
初
の
人
で
あ
る

（
3
）

」
と
評
さ
れ
る
が
、
明
治
二
〇
年
代
か
ら

帝
国
大
学
法
科
大
学
に
お
い
て
日
本
法
制
史
を
講
ず
る
と
と
も

に
、
羅
馬
法
及
び
比
較
法
制
史
と
い
う
か
た
ち
で
西
洋
法
制
に

関
す
る
講
義
も
同
時
に
行
っ
て
い
た
時
期
が
あ
っ
た

（
4
）

。
本
講
述

『
比
較
法
制
史
』
は
そ
の
当
時
の
学
生
に
よ
る
筆
記
記
録
で
あ

り
、
草
創
期
の
ロ
ー
マ
法
講
義
の
実
相
を
示
し
て
く
れ
る
貴
重

な
資
料
で
あ
る
。
上
巻
の
羅
馬
法
制
史
と
下
巻
の
独
乙
法
制
史

の
二
分
冊
か
ら
な
っ
て
い
る

（
5
）

。

3
．
本
講
述
『
比
較
法
制
史
』
に
は
講
義
が
行
わ
れ
た
年
代
を
特

宮
崎
道
三
郎
博
士
講
述
『
比
較
法
制
史
』
緒
言
及
び

第
一
部　

羅
馬
法
制
史

吉　

原　

達　

也　
　

編

資　

料

（
一
一
四
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

三
〇
四

を
参
照
さ
れ
た
い
。

5
．
本
講
述
『
比
較
法
制
史
』
を
翻
刻
す
る
に
当
た
り
、
次
の
よ

う
な
方
針
を
採
っ
た
。

・
旧
字
体
は
新
字
体
に
改
め
、
片
仮
名
遣
い
を
平
仮
名
遣
い
に
し

た
ほ
か
、
読
み
や
す
さ
を
考
慮
し
て
濁
点
、
句
読
点
を
補
っ
た
。

送
り
仮
名
は
一
部
を
の
ぞ
い
て
、
原
則
と
し
て
原
文
の
ま
ま
と

し
た
。「
及
」「
及
び
」
な
ど
。
合
略
仮
名
は
片
仮
名
で
表
記
し

た
。
編
者
の
補
っ
た
部
分
は
﹇　

﹈
で
く
く
っ
て
、
本
文
と
区

別
し
た
。

・
本
文
は
、
英
語
、
ド
イ
ツ
語
、
ラ
テ
ン
語
が
混
在
し
て
お
り
、

綴
り
の
誤
り
を
訂
正
し
た
ほ
か
は
、
そ
の
ま
ま
の
形
で
残
す
こ

と
と
し
た
。「
羅
馬
」「
ロ
ー
マ
」「R

om
e

」
な
ど
。
た
だ
し
、

ラ
テ
ン
語
に
つ
い
て
は
、
固
有
名
詞
以
外
は
、
原
則
と
し
て
各

単
語
を
小
文
字
表
記
と
し
て
全
体
を
統
一
し
た
。
例
え
ば
、

Justinian, com
itia curiata

な
ど
。

・
原
典
と
の
対
応
を
容
易
に
す
る
た
め
、
丁
数
を
﹇
一
丁
表
﹈

﹇
一
丁
裏
﹈
の
よ
う
に
、
各
丁
の
冒
頭
部
分
に
挿
入
し
て
記
述

し
た
。

（
1
） 
宮
崎
道
三
郎
博
士
の
事
績
に
つ
い
て
は
、
中
田
薫
「
宮
崎
道

定
で
き
る
手
が
か
り
が
含
ま
れ
て
い
な
い

（
6
）

。
宮
崎
博
士
の
比
較

法
制
史
講
義
録
は
、
日
本
大
学
所
蔵
本
以
外
に
も
現
在
い
く
つ

か
残
さ
れ
て
い
る

（
7
）

。
本
翻
刻
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
の
う
ち
、
摂

南
大
学
所
蔵
本
を
随
時
参
照
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
同
本
は
表

紙
に
「
乃
卅
四
年
九
月
至
卅
五
年
五
月
」
と
手
書
さ
れ
て
お
り
、

明
治
三
四
年
乃
至
三
五
年
の
年
度
の
筆
記
録
で
あ
る
こ
と
が
知

ら
れ
る

（
8
）

。
明
治
三
五
（
一
九
〇
二
）
年
三
月
法
制
史
比
較
法
制

史
講
座
が
、
法
制
史
講
座
と
比
較
法
制
史
講
座
と
し
て
そ
れ
ぞ

れ
独
立
す
る
こ
と
と
な
り
、
宮
崎
博
士
は
法
制
史
講
座
の
担
任

と
な
っ
た

（
9
）

。
摂
南
大
学
所
蔵
本
は
、
宮
崎
博
士
が
担
当
し
て
き

た
比
較
法
制
史
講
義
の
最
終
年
の
講
義
録
に
あ
た
り
、
本
講
述

は
、
宮
崎
博
士
が
法
制
史
比
較
法
制
史
講
座
担
任
と
な
っ
た
明

治
二
七
年
九
月
以
後
明
治
三
四
年
以
前
の
い
ず
れ
か
の
年
次
講

義
を
も
と
に
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

4
．
明
治
初
年
か
ら
二
〇
年
代
に
か
け
て
の
ロ
ー
マ
法
講
義
の
変

遷
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
穂
積
陳
重
の
ロ
ー
マ
法
講
義
に
つ
い

て
」
日
本
法
学
八
四
巻
一
号
（
二
〇
一
八
年
）
一
頁
以
下
、
宮

崎
博
士
が
ロ
ー
マ
法
講
義
を
担
っ
た
経
緯
、
本
講
述
の
も
つ
意

味
に
つ
い
て
、「
宮
崎
道
三
郎
博
士
の
講
述
『
比
較
法
制
史
』

に
つ
い
て
」
同
八
四
巻
三
号
（
二
〇
一
八
年
）
四
二
三
頁
以
下

（
一
一
四
二
）



宮
崎
道
三
郎
博
士
講
述
『
比
較
法
制
史
』
緒
言
及
び
第
一
部　

羅
馬
法
制
史
（
吉
原
）

三
〇
五

同
様
の
題
名
が
記
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
紙
が
剥
が
さ
れ
て
い
て

確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
内
容
は
「
独
乙
法
制
史
」
で
あ

る
。

（
3
） 

石
井
良
助
・
前
掲
「
日
本
法
制
史
研
究
の
発
達
」
二
八
〇
頁
。

（
4
） 

岩
野
英
夫
「
わ
が
国
に
お
け
る
法
史
学
の
歩
み
（
一
八
七
三

│
一
九
四
五
）：
法
制
史
関
連
科
目
担
任
者
の
変
遷
」『
同
志
社
法

学
』
第
三
九
巻
一
・
二
号
（
一
九
八
七
年
）
二
二
五
│
三
一
二
頁
。

矢
田
一
男
「
明
治
時
代
の
ロ
ー
マ
法
教
育
（
一
）（
二
・
完
）」『
法

学
新
報
』
第
四
四
巻
三
、
四
号
（
一
九
三
四
年
）。『
東
京
帝
国
大

学
五
十
年
史　

上
冊
』
一
九
三
二
年
。『
東
京
大
学
百
年
史
・
部
局

史
一
』
一
九
八
六
年
、
六
八
頁
。
宮
崎
博
士
が
ロ
ー
マ
法
の
講
義

を
担
当
し
た
経
緯
を
略
記
し
て
お
く
と
、
ド
イ
ツ
留
学
か
ら
帰
国

し
た
翌
年
一
八
八
九
（
明
治
二
二
）
年
に
は
「
法
制
沿
革
及
び
羅

馬
法
」
を
担
当
し
た
が
、
こ
の
年
は
穂
積
博
士
及
び
外
国
人
教
師

ヴ
ァ
イ
ペ
ル
ト
（H

einrich W
eipert, 1856-1905

）
に
よ
る

「
羅
馬
法
」
が
講
じ
ら
れ
て
い
た
最
後
の
年
に
あ
た
る
。
一
八
九
〇

（
明
治
二
三
）
年
も
「
法
制
沿
革
及
び
羅
馬
法
」
を
担
当
す
る
が
、

穂
積
博
士
は
講
義
を
担
当
せ
ず
、
ヴ
ァ
イ
ペ
ル
ト
も
職
を
解
か
れ

た
こ
と
か
ら
、
こ
の
年
か
ら
宮
崎
博
士
に
よ
る
羅
馬
法
講
義
の
み

が
行
わ
れ
た
。
一
八
九
一
（
明
治
二
四
）
年
、
一
八
九
二
（
明
治

二
五
）
年
は
「
法
制
沿
革
、
羅
馬
法
並
び
に
独
乙
法
律
史
」
の
講

義
を
担
当
、
一
八
九
三
（
明
治
二
六
）
年
の
講
座
制
へ
の
移
行
に

伴
い
、
九
月
九
日
付
で
、
羅
馬
法
講
座
担
任
、
法
制
史
比
較
法
制

史
講
座
兼
担
と
な
り
、
翌
一
八
九
四
（
明
治
二
七
）
年
九
月
に
戸

三
郎
先
生
小
傳
」
中
田
薫
編
『
宮
崎
先
生
法
制
史
論
集
』
岩
波
書

店
、
昭
和
四
（
一
九
二
九
）
年
所
収
。
石
井
良
肋
「
日
本
法
制
史

研
究
の
発
達
」『
東
京
帝
国
大
学
学
術
大
観　

法
学
部　

経
済
学
部
』

一
九
四
二
年
、
二
七
七
│
二
九
三
頁
、
と
く
に
二
八
〇
│
二
八
二

頁
。「
日
本
法
制
史
学
八
十
八
年
│
東
京
大
学
に
お
け
る
│
」『
国

家
学
会
雑
誌
』
第
八
一
巻
第
一
・
二
号
（
一
九
六
八
年
）、
一
〇
九

│
一
三
七
頁
所
収
、
宮
崎
博
士
に
つ
い
て
は
と
く
に
、
一
一
一
│

一
一
四
頁
を
参
照
。
同
『
大
化
改
新
と
鎌
倉
幕
府
の
成
立
』
創
文

社
・
一
九
七
二
年
、
三
二
七
│
三
五
九
頁
に
収
録
、
と
く
に

三
三
〇
│
三
三
三
頁
を
参
照
。
宮
崎
博
士
の
ド
イ
ツ
留
学
時
代
の

事
績
に
つ
い
て
は
、
柏
村
哲
博
「
設
立
者
総
代
宮
崎
道
三
郎
の
生

涯
」『
日
本
大
学
史
紀
要
』
創
刊
号
二
（
一
九
九
五
年
）、
一
│

一
八
頁
、
と
く
に
四
│
九
頁
。
宮
崎
誠
・
柏
村
哲
博
「
宮
崎
道
三

郎
の
ド
イ
ツ
留
学
に
つ
い
て
」『
日
本
大
学
史
紀
要
』
第
五
号

（
一
九
九
八
年
）、
一
五
一
│
一
七
二
頁
、
宮
崎
誠
『
宮
崎
道
三
郎

の
ド
イ
ツ
留
学
に
つ
い
て
（
補
遺
）』『
日
本
大
学
史
紀
要
』
第
六

号
（
一
九
九
九
年
）、
一
三
一
│
一
四
六
頁
。
こ
の
う
ち
、「
補
遺
」

は
、
現
地
調
査
に
基
づ
く
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
、
ゲ
ッ
チ
ン
ゲ
ン
大
学

に
お
け
る
宮
崎
博
士
の
学
籍
簿
や
住
所
記
録
な
ど
の
貴
重
な
報
告

記
録
と
な
っ
て
い
る
。

（
2
） 

同
書
は
、
和
紙
に
謄
写
刷
さ
れ
た
二
分
冊
か
ら
な
る
和
綴
本

の
体
裁
で
あ
り
、
第
一
分
冊
表
紙
に
墨
で
「
比
較
法
制
史　

宮
崎

博
士　

上
」
と
記
さ
れ
た
紙
が
貼
付
さ
れ
て
お
り
、
内
容
は
「
羅

馬
法
制
史
」
で
あ
る
。
第
二
分
冊
も
同
じ
和
綴
本
の
体
裁
で
あ
り
、

（
一
一
四
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

三
〇
六

者
不
明
の
ま
ま
で
東
京
大
学
総
合
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
、
筆
者
は
二
〇
〇
七
年
六
月
十
一
日
に
発
見
し
、
係
員
に
そ

の
旨
を
伝
え
た
。」

（
8
） 

摂
南
大
学
所
蔵
本
は
、
筆
記
者
は
不
明
で
あ
る
が
、
イ
ン
ク

に
よ
る
筆
記
ノ
ー
ト
を
製
本
し
た
も
の
で
あ
り
、
冒
頭
に
「
教
授

法
学
博
士　

宮
崎
道
三
郎
口
授　

比
較
法
制
史　

完　

於
東
京
法

科
大
学　

乃
卅
四
年
九
月
至
卅
五
年
五
月
」
と
手
書
さ
れ
て
お
り
、

明
治
三
四
年
乃
至
三
五
年
の
年
度
の
筆
記
録
で
あ
る
こ
と
が
知
ら

れ
る
。

（
9
） 

岩
野
・
前
掲
二
四
三
頁
注
六
三
、『
東
京
帝
国
大
学
五
十
年

史
』
下
冊
、
一
九
三
二
（
昭
和
七
）
年
、
一
九
五
│
一
九
六
頁
。

『
東
京
大
学
百
年
史　

部
局
史
一
』
一
〇
四
頁
以
下
。

水
寛
人
博
士
教
授
任
用
・
羅
馬
法
講
座
担
任
に
伴
い
、
九
月
八
日

付
で
法
制
史
比
較
法
制
史
講
座
担
任
と
な
っ
て
い
る
。

（
5
） 
宮
崎
博
士
『
比
較
法
制
史
』
下
、
第
二
部　

独
乙
法
制
史
は

以
下
の
よ
う
な
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
目
次
三
丁
、
本
文
八
四
丁
、

緒
言
／
第
一
条　

独
乙
法
制
史
の
来
歴　

第
二
条　

参
考
書
／
本

論
／
第
一
章　

G
erm

anische Z
eit

の
法
制
沿
革
／
第
二
章　

F
ränkische Z

eit
／
第
三
章　

中
古
紀
／
第
四
章　

近
世
。

（
6
） 

長
尾
龍
一
「
宮
崎
道
三
郎
の
法
史
学
」『
日
本
大
学
史
紀
要
』

第
十
号
（
二
〇
〇
七
年
一
〇
月
）、
一
〜
三
一
頁
、『
法
学
に
遊
ぶ　

新
版
』
慈
学
社
、
二
〇
〇
九
年　

附
録
一　

二
五
五
頁
以
下
所
収
。

長
尾
教
授
に
よ
る
と
、
筆
記
者
の
字
の
癖
か
ら
、
早
稲
田
大
学
図

書
館
所
蔵
講
義
録
『
日
本
法
制
史
』（
明
治
三
四
年
）
と
同
一
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
一
九
〇
一
（
明
治
三
四
）
年
以
前
の
講
義
を
記
録

し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
て
お
ら
れ
る
。「
宮
崎
自
身
の
執
筆
に
し
て

は
間
違
い
が
多
過
ぎ
、
聴
講
生
の
ノ
ー
ト
に
し
て
は
出
来
が
良
過

ぎ
る
の
で
、
恐
ら
く
あ
る
程
度
宮
崎
の
指
導
を
受
け
て
学
生
が
作

成
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。」
二
六
六
頁
を
参
照
。

（
7
） 

宮
崎
博
士
の
比
較
法
制
史
講
義
録
と
し
て
は
、
摂
南
大
学
所

蔵
本
（
図
書
館
本
館　

完29111224

）、
東
京
大
学
所
蔵
本
（
総
合

図
書
館　

上
│
下L

11:330005601737

）、
九
州
大
学
所
蔵
本
（
附

属
図
書
館
法　

K
j 30/M

/2015132001055386

）
な
ど
が
知
ら
れ

る
。
こ
の
う
ち
東
京
大
学
総
合
図
書
館
所
蔵
本
は
、
日
本
大
学
所

蔵
本
と
同
一
の
謄
写
印
刷
本
と
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、

長
尾
・
前
掲
書
二
八
四
頁
注
四
七
を
参
照
。「
同
講
義
録
が
、
講
義

（
一
一
四
四
）



宮
崎
道
三
郎
博
士
講
述
『
比
較
法
制
史
』
緒
言
及
び
第
一
部　

羅
馬
法
制
史
（
吉
原
）

三
〇
七

第
三
節　

内
部
の
軋
轢
及
其
影
響
 …
…
…
…
…
…
…
…
…
三
三
四

第
一
款　

clientes

及plebeji

（plebs, plebii

） 
…
…
三
三
四

第
二
款　

羅
馬
の
諸
王
の
改
革
則
ち
羅
馬
王
はplebeji

に

﹇
付
て
﹈
改
革
す
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
三
六

第
二
章　

共
和
政
時
代
に
於
け
る
法
制
の
沿
革
 …
…
…
…
…
三
三
九

第
一
節　

Italy

諸
国
征
服
前
の
有
様
 …
…
…
…
…
…
…
…
三
三
九

第
一
款　

12 tables

﹇
十
二
銅
律
﹈
制
定
前
の
概
況
 …
三
三
九

第
二
款　

12 tables

﹇
十
二
銅
律
﹈ …
…
…
…
…
…
…
…
三
四
一

第
三
款　

十
二
銅
律
后
に
於
け
る
法
制
の
沿
革
 …
…
…
三
四
七

第
二
節　

Italy

半
島
を
征
服
し
た
る
后P

unic

戦
争
前
の
有
様

 …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
四
八

第
一
款　

Italy

諸
国
征
服
の
概
略
 …
…
…﹇
二
丁
表
﹈…
三
四
八

第
二
款　

m
unicipia, praefecturae, civitates federatae, 

coloniae

 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
四
九

第
三
款　

recuperatio, legis actio per condictionem

 …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
五
〇

第
四
款　

私
法
の
有
様
 …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
五
四

第
三
節　

P
unic W

ars

后
の
有
様
 …
…
…
…
…
…
…
…
…
三
六
三

第
一
款　

P
unic W

ars

 …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
六
三

第
二
款　

praetor peregrinus

 …
…
…
…
…
…
…
…
…
三
六
三

第
三
款　

jus gentium

 …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
六
四

第
四
款　

訴
訟
法
上
の
改
良
 …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
六
六

第
五
款　

jus praetorium
 

（praetor

の
法
律
） …
…
…
三
六
八

第
六
款　

法
律
学
の
沿
革
 …
…
…
…
…
…﹇
二
丁
裏
﹈…
三
七
一

比
較
法
制
史　

宮
崎
博
士　

上

比
較
法
制
史
目
次 

﹇
一
丁
表
﹈

緒
言
 …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
〇
八

第
一
章　

比
較
法
制
史
の
範
囲
 …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
〇
八

第
二
章　

法
制
史
編
纂
の
来
歴
 …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
一
二

第
三
章　

法
制
史
編
纂
の
方
法
 …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
一
四

第
一
部　

羅
馬
法
制
史
 …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
一
七

第
一
章　

羅
馬
法
制
史
に
対
す
る
緒
言
 …
…
…
…
…
…
…
…
三
一
七

第
一
条　

羅
馬
法
制
史
編
纂
の
沿
革
 …
…
…
…
…
…
…
…
三
一
七

第
二
条　

羅
馬
法
律
の
参
考
書
 …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
二
二

本
論
 …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
二
二

第
一
章　

王
政
時
代
の
法
制
の
有
様
 …
…
…
…
…
…
…
…
…
三
二
二

第
一
節　

羅
馬
の
建
国
 …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
二
二

第
二
節　

羅
馬
国
初
に
於
け
る
法
制
の
概
略
 …
…
…
…
…
三
二
六

第
一
款　

jus et fas 

（lex 
人

hum
ana et lex 

神

divina
） …
三
二
六

第
二
款　

公
法
（
刑
法
と
訴
訟
法
を
除
く
）…
…
…
…
…
三
二
七

第
一
項　

tribus, curia, gens

 …
…
…﹇
一
丁
裏
﹈…
三
二
七

第
二
項　

rex

 …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
二
八

第
三
項　

senatores

 …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
二
九

第
四
項　

com
itia curiata

 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
二
九

第
三
款　

私
法
（private law

 or jus privatum

） 
…
三
三
〇

第
四
款　

刑
法
 …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
三
三

第
五
款　

訴
訟
法
 …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
三
四

（
一
一
四
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

三
〇
八

比
較
法
制
史
﹇
一
丁
表
﹈

　

緒
言

第
一
章　

比
較
法
制
史
の
範
囲

比
較
法
制
史
の
名
称
た
る
其
意
味
甚
だ
広
か
れ
ド
モ
時
間
に
制

限
あ
る
コ
ト
な
れ
ば
其
範
囲
を
定
め
以
て
講
述
せ
ざ
る
可
か
ら
ず
。

先
づ
其
意
味
を
広
く
解
釈
せ
ば
世
界
中
の
法
制
を
比
較
す
る
に
あ

り
、
此
事
た
る
甚
だ
困
難
な
る
コ
ト
な
り
。
然
れ
ド
モ
或
る
大
家

中
各
国
の
法
律
の
沿
革
を
研
究
し
且
つ
著
述
せ
ん
と
企
画
せ
し
も

の
少
し
と
せ
ず
。
例
へ
ばW

arnkoenig

﹇, L
éopold A

uguste, 
1794‒1866

﹈
氏
の
如
き
は
法
学
通
論
中
に
各
国
の
法
律
沿
革
を

簡
単
に
論
述
せ
り
。
此
他
此
類
の
学
者
頗
る
多
し
。
今
日
に
あ
り

て
は
諸
国
の
交
通
頻
繁
と
な
り
互
に
密
着
し
諸
国
の
法
律
を
比
較

す
る
こ
と
余
程
容
易
な
る
に
至
れ
り
と
雖
ド
モ
風
俗
思
想
等
の
異

な
る
為
め
矢
張
各
国
の
法
律
を
相
比
較
す
る
の
困
難
を
免
れ
ぬ
。

元
来
比
較
法
制
史
は
近
来
に
至
り
甚
だ
盛
大
に
赴
き
英
仏
独
学

者
中
に
は
各
国
の
法
律
を
比
較
し
て
法
律
は
世
の
中
に
如
何
な
る

方
法
を
以
て
進
歩
せ
し
か
を
研
究
す
る
も
の
あ
り
。
此
研
究
た
る

全
く
法
律
学
に
属
す
る
﹇
一
丁
裏
﹈
処
な
り
。
而
し
て
今
述
べ
し

如
く
比
較
法
制
史
は
新
起
学
問
な
る
を
以
て
未
だ
完
全
な
ら
ず
し

第
七
款　

地
方
制
度
 …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
七
三

第
一
項　

Italy

国
内
の
地
方
制
度
 …
…
…
…
…
…
…
三
七
三

第
二
項　

Italy

国
外
の
地
方
制
度
 …
…
…
…
…
…
…
三
七
四

第
三
章　

帝
政
時
代
の
法
制
の
沿
革
 …
…
…
…
…
…
…
…
…
三
七
五

第
一
節　

帝
政
開
始
の
略
史
 …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
七
五

第
二
節　

O
ctavian

時
代
に
於
け
る
制
度
の
改
良
 …
…
…
三
七
七

第
三
節　

O
ctavian

帝
の
政
治
機
関
 …
…
…
…
…
…
…
…
三
七
八

第
一
項　

在
来
の
政
治
機
関
 …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
七
八

第
二
項　

P
rinceps

の
役
員
 …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
七
八

第
四
節　

senatus consulta
 …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
七
九

第
五
節　

constitutiones principum

 
…
…
…
…
…
…
…
三
七
九

第
六
節　

H
adrian

帝
前
に
於
け
る
法
律
学
の
有
様
 
…
…
三
八
〇

第
七
節　

edicta praetorium

 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
八
二

第
八
節　

H
adrian

帝
后
の
法
律
学
の
有
様
 
…
…
…
…
…
三
八
二

第
九
節　

D
iocletian &

 C
onstantine

時
代
に
於
け
る
羅
馬
国

政
の
変
遷
 …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
八
四

第
十
節　

D
iocletian &

 C
onstantine

后
に
於
け
る
羅
馬
の
法

律
学
の
有
様
 …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
八
五

第
十
一
節　

Justinian

帝
前
に
於
け
る
法
令
の
集
録
書

　

 …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…﹇
三
丁
表
﹈…
三
八
五

第
十
二
節　

Justinian

法
典
編
纂
 …
…
…
…
…
…
…
…
…
三
八
六

第
二
部　

独
乙
法
制
史
（
下
巻
）

﹇
略
﹈

比
較
法
制
史
目
次
終

（
一
一
四
六
）



宮
崎
道
三
郎
博
士
講
述
『
比
較
法
制
史
』
緒
言
及
び
第
一
部　

羅
馬
法
制
史
（
吉
原
）

三
〇
九

比
較
法
制
史
中
陳
述
す
る
は
主
と
し
て
欧
洲
の
法
律
な
り
。
然

れ
ド
モ
其
範
囲
広
漠
に
し
て
僅
少
の
時
間
内
に
は
到
底
完
結
す
る

能
は
ず
。
故
に
今
述
ぶ
る
処
は
西
洋
に
於
け
る
法
律
の
位
置
に
て

歴
史
上
大
影
響
を
及
ぼ
せ
し
欧
洲
諸
国
の
沿
因
に
付
て
陳
述
す
る

な
り
。
而
し
て
西
洋
諸
国
と
雖
ド
モ
国
数
多
く
従
て
範
囲
広
し
。

故
に
其
内
法
制
上
大
影
響
を
及
せ
し
羅
馬
及
び
日
耳
曼
の
法
制
に

就
て
陳
述
す
べ
し
。

抑
も
羅
馬
の
法
律
は
欧
洲
諸
国
に
大
影
響
を
及
せ
し
コ
ト
は
言

を
俟
た
ず
し
て
今
日
も
尚
欧
洲
各
国
に
影
響
を
及
せ
り
。
就
中
日

本
と
の
親
密
な
る
諸
国
及
び
日
本
に
於
て
は
羅
馬
法
の
影
響
を
受

く
る
コ
ト
甚
し
英
の
如
き
は
少
し
く
差
異
あ
り
て
或
学
者
は
羅
馬

法
の
影
響
を
受
く
る
コ
ト
大
な
り
と
云
ひ
或
は
僅
少
な
り
と
論
ず
。

然
れ
ど
も
英
国
は
古
代
よ
り
羅
馬
法
を
講
究
せ
し
コ
ト
明
な
り
。

勿
論
其
度
合
に
至
り
て
は
仏
独
と
比
す
可
き
に
あ
ら
ず
。
併
し
近

世
に
至
り
て
は
英
吉
利
法
を
学
理
的
に
論
ず
る
諸
学
者
其
分
類
上

羅
馬
法
の
影
響
を
受
く
る
コ
ト
大
に
し
て
今
日
は
英
国
中
に
も
羅

馬
法
を
研
究
す
る
も
の
も
甚
だ
多
し
。
日
本
に
あ
り
て
は
近
来
欧

洲
法
制
に
基
き
法
律
を
制
定
す
。
そ
の
欧
洲
諸
国
は
羅
馬
法
の
影

響
を
受
く
る
や
大
な
り
と
す
。
従
て
間
接
に
羅
馬
法
日
本
に
影
響

す
る
処
あ
る
可
し
。

て
諸
学
者
の
論
著
を
見
れ
ば
前
後
撞
着
す
る
処
頗
る
多
し
。
先
づ

夫
等
の
比
較
法
制
史
を
研
究
す
る
に
当
り
尤
も
困
難
を
感
ず
る
は

学
語
に
あ
り
。
勿
論
国
異
な
る
に
従
ひ
語
を
異
に
し
て
悉
く
各
国

の
語
に
通
ず
る
能
は
ず
。
故
に
之
れ
大
に
苦

く
る
し

む
処
な
り
。
因
て

種
々
の
大
家
の
著
書
に
従
ひ
一
般
に
思
想
を
観
察
す
る
に
止
る
。

今
日
に
て
は
広
く
各
国
の
法
律
を
研
究
し
其
の
基
礎
に
依
り
其
法

律
を
比
較
す
る
も
の
あ
り
。
則
ち
﹇
ポ
ス
ト
﹈P

ost

﹇, A
lbert 

H
erm

ann, 1839-1895

﹈
氏
の
如
き
に
し
て
氏
は
独
乙
の
比
較
法

制
史
の
原
祖
と
も
称
せ
ら
る
ヽ
人
に
し
て
遠
く
亜
弗
利
加
の
法
律

迄
て
調
査
せ
し
コ
ト
あ
り
。
又
コ
ー
レ
ル
﹇K

ohler, Josef, 
1849-1919

﹈
氏
の
如
き
苦
心
し
研
究
せ
り
。
氏
に
至
り
て
は

別
々
調
べ
た
る
の
傾
あ
り
。
故
に
比
較
法
制
史
の
意
味
を
広
く
言

へ
は
古
代
に
於
け
る
印
度
、
希
臘
、
羅
馬
等
の
法
律
沿
革
を
論
じ

一
方
に
は
支
那
日
本
等
に
至
る
迄
の
法
制
史
を
比
し
得
可
き
も
到

底
確
固
た
る
結
果
を
得
る
能
は
ず
。
今
や
日
本
の
法
制
史
を
陳
べ

ん
と
せ
ば
、
自
然
支
那
の
法
制
を
陳
ぶ
る
に
至
る
。
元
来
日
本
は

至
大
の
勢
に
し
て
進
歩
せ
し
も
久
し
く
支
那
の
法
制
を
採
用
せ
し

を
以
て
日
本
の
法
制
を
陳
べ
ん
と
せ
ば
支
那
の
法
制
を
陳
ぶ
る
に

至
る
。
因
て
支
那
の
﹇
二
丁
表
﹈
法
律
を
述
べ
ば
又
以
て
日
本
の

法
制
の
一
般
を
覗
ふ
に
足
れ
り
。

（
一
一
四
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

三
一
〇

ず
。
故
に
一
方
に
羅
馬
法
の
一
部
分
の
完
全
せ
る
を
嘆
美
し
、
一

方
に
は
羅
馬
法
に
如
此
法
律
の
完
全
な
る
を
慶
び
全
く
之
を
神
酔

し
研
究
す
る
に
汲
々
た
り
。
当
時
代
よ
り
以
后
羅
馬
法
は
一
部
に

止
ら
ず
欧
洲
諸
国
に
伝
播
し
羅
馬
法
の
行
は
る
ヽ
処
は
欧
洲
諸
国

を
蹂
躙
す
る
に
至
れ
り
。
故
に
羅
馬
法
の
流
行
と
共
に
欧
洲
の
法

律
は
羅
馬
法
に
化
せ
ら
れ
漸
次
調
和
せ
り
。
斯
く
し
て
欧
洲
は
羅

馬
法
の
影
響
を
受
け
諸
国
の
法
律
調
和
す
る
に
至
る
の
傾
向
あ
り
。

近
き
例
は
日
本
と
欧
洲
と
は
風
俗
異
な
り
、
従
て
法
律
異
な
り
た

れ
ド
モ
今
日
独
仏
の
羅
馬
法
に
基
く
も
の
日
本
に
輸
入
す
る
に
従

ひ
、
間
接
に
日
本
も
羅
馬
法
と
調
和
し
漸
々
差
違
を
滅
す
。

日
耳
曼
法
に
於
て
は
古
代
人
種
は
全
体
と
し
て
一
国
家
を
有
せ

し
に
あ
ら
ず
。
多
く
の
小
団
体
あ
り
て
各
独
立
せ
り
。
因
て
自
然

日
耳
曼
中
に
は
其
人
種
地
方
と
異
な
る
に
従
ひ
法
律
を
異
に
す
。

故
に
羅
馬
法
は
漸
々
欧
洲
と
調
和
す
る
も
日
耳
曼
法
は
之
と
反
対

せ
り
。
此
に
注
意
す
可
き
は
今
日
普
通
に
日
耳
曼
を
独
乙
と
云
へ

ド
モ
此
処
に
て
は
全
く
異
に
し
て
独
乙
は
日
耳
曼
の
一
部
と
知
る

可
し
。
尚
ほ
日
耳
曼
法
制
の
欧
洲
諸
国
の
法
制
に
遠
因
す
る
を
詳

記
せ
ばB

runner

﹇, H
einrich, 1840-1915

﹈
氏
のD

eutsche 
R
echtsgeschichte

の
一
巻
一
章
を
見
ば
、
日
耳
曼
法
の
欧
洲
に

影
響
す
る
コ
ト
明
白
な
り
。
則
ち
独
乙
法
制
史
と
日
耳
曼
法
制
史

日
耳
曼
法
制
も
亦
欧
洲
諸
国
に
大
影
響
を
及
せ
り
。
比
事
た
る

西
洋
諸
国
の
大
家
も
自
白
す
る
処
に
し
てW

alter

﹇, F
erdinand, 

1794-1879
﹈
氏
の
著
書D

eutsche R
echtsgeschichte

の
一
巻

一
章
に
述
べ
り
。

比
較
法
制
史
を
述
ぶ
る
に
は
二
種
あ
り
。
則
ち
羅
馬
及
び
日
耳

曼
法
な
り
。
而
し
て
羅
馬
法
の
伝
播
す
る
や
其
の
体
裁
既
に
具
り

記
録
亦
全
き
を
以
て
羅
馬
法
は
能
く
相
調
和
す
る
に
至
れ
り
。
之

に
反
し
て
日
耳
曼
法
は
幾
多
の
流
派
に
分
れ
新
鮮
の
発
達
を
以
て

無
数
の
体
裁
と
組
織
を
生
じ
、
人
を
し
て
そ
の
帰
す
る
処
を
知
る

能
は
ざ
ら
し
む
と
。
之
を
熟
考
す
れ
ば
羅
馬
及
び
日
耳
曼
法
の
当

世
に
及
せ
し
影
響
を
知
る
。
羅
馬
法
はJustinian

帝
の
時
有
名

な
る
法
典
生
ず
。
そ
の
法
典
は
四
分
せ
ら
る
。
其
一
部
中

D
igesta

の
如
き
はJustinian

帝
よ
り
先
に
生
じ
羅
馬
に
於
て

有
名
な
る
諸
学
者
の
論
説
を
総
括
せ
り
。
此
時
代
に
於
て
は
詳
き

処
も
あ
り
。
実
に
此
法
典
に
は
羅
馬
法
伝
は
れ
り
。
加
之
羅
馬
法

は
時
代
も
古
き
を
以
て
法
典
に
掲
ぐ
る
も
の
に
し
て
当
世
に
適
せ

ざ
る
も
の
あ
る
可
し
。
然
れ
ド
モ
羅
馬
人
種
は
法
律
に
長
じ
、
中

に
は
当
世
の
模
範
と
な
る
可
き
も
の
も
多
し
。
而
し
て
十
二
乃
至

十
三
世
紀
頃
よ
り
欧
洲
に
於
て
再
び
羅
馬
法
を
研
究
す
る
も
の
多

く
出
で
た
り
。
当
時
は
欧
洲
に
於
て
法
典
及
び
法
理
学
は
完
全
せ

（
一
一
四
八
）



宮
崎
道
三
郎
博
士
講
述
『
比
較
法
制
史
』
緒
言
及
び
第
一
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羅
馬
法
制
史
（
吉
原
）

三
一
一

明
白
な
り
。
尚B

runner

氏
は
女
子
法
に
付
て
何
故
此
等
の
女

子
法
を
有
す
る
か
を
説
明
せ
り
。
則
ち
古
代A

nglo-S
axon

人

種
あ
り
てB

ritannia

を
征
服
す
。
時
に
此
人
種
は
其
固
有
法
を

当
地
に
輸
入
し
之
を
し
て
発
達
せ
し
む
。
然
る
にW

est F
rench

に
属
す
るN

orm
andy

人
種
は
英
国
を
征
服
す
る
に
当
て

fränkisches R
echt

を
英
国
に
輸
入
せ
り
。
故
に
英
法
の
古
き

原
因
は
大
部fränkisch-norm

anisches R
echt

な
り
。
而
し
て

其
一
部
分
はanglosächsisches R

echt

に
化
せ
し
な
り
。
因
て

独
法
と
英
法
と
は
親
子
の
関
係
あ
り
。
又langobardische

﹇r

﹈

人
種
はItaly

に
移
住
し
独
乙
法
制
史
の
範
囲
外
に
脱
出
せ
し
コ

ト
あ
り
。
然
れ
ド
モ
其
後
再
びfränkisches R

eich

に
服
従
す

る
﹇
四
丁
裏
﹈
に
及
び
てlangobardisch

﹇er

﹈
人
種
も
同
国
に

遺
続
す
る
他
人
種
と
共
に
其
法
制
の
沿
革
を
同
ふ
す
る
コ
ト
と
な

れ
り
。
然
る
に

fränkisches R
echt

は
瓦
解
し
て
独
り

langobardisches R
echt

は
羅
馬
法
と
相
接
し
て
別
に
特
種
の
発

達
を
な
せ
り
。
加
之w

estfränkisches R
echt

も
亦
独
立
し
て

fränkisches R
echt

と
な
れ
り
。
而
て
独
乙
法
制
の
本
流
よ
り
支

分
す
る
に
至
る
。
之
よ
り
最
後
にniederländisch

﹇es R
echt

﹈

も
独
乙
一
地
方
の
法
律
た
る
位
置
を
離
れ
終
に
姉
妹
法
た
る
の
位

置
を
占
め
之
と
遠
か
り
た
る
に
至
り
た
る
と
云
へ
り
。B

runner

と
は
異
な
れ
り
。
如
何
と
な
れ
ば
独
乙
法
制
史
と
日
耳
曼
人
種
全

体
の
法
制
史
を
論
ぜ
ざ
れ
ば
な
り
。
尤
も
一
時
は
独
乙
人
種
の
法

制
と
他
の
日
耳
曼
人
種
と
の
法
制
と
其
趣
向
を
同
ふ
せ
し
コ
ト
あ

り
し
と
雖
ド
モ
日
耳
曼
人
種
中
初
め
て
独
立
に
法
令
を
録
載
す
る

の
比こ

ろ

に
及
び
て
日
耳
曼
人
種
の
法
制
は
其
独
立
法
制
と
密
着
の
関

係
を
有
す
る
に
も
係
ら
ず
、
已
に
特
種
の
発
達
を
な
し
遂
に
独
立

の
法
制
と
並
び
論
ず
可
か
ら
ざ
る
に
至
る
。
而
し
て
他
の
日
耳
曼

人
種
の
法
制
詳
く
言
へ
ば
、

D
as islandische R

echt
D
as norvegische R

echt 
S
chw

esterrecht
D
as schw

edische R
echt

D
as gothische-vandalische R

echt

等
は
皆
独
乙
法
と
其
初
め
同
様
に
日
耳
曼
法
に
基
き
成
立
し
た
る

が
故
に
之
を
独
乙
﹇
四
丁
表
﹈
法
の
姉
妹
法
と
云
ふ
。
此
他
独
乙

法
の
女
子
法
な
る
も
の
あ
り
、
則
ち

D
as anglosächsische Recht

D
as englische Recht 

T
ochterrecht

D
as französische Recht

D
as langobardische-italienische Recht

之
を
以
て
日
耳
曼
法
の
沿
革
を
調
ぶ
る
は
其
範
囲
実
に
広
き
コ
ト

（
一
一
四
九
）
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三
一
二

る
処
あ
り
。
殊
に
羅
馬
法
制
史
を
述
べ
続
て
独
乙
法
制
を
講
ず
る

に
至
り
て
は
大
に
発
明
す
る
処
あ
る
可
し
。
則
ち
其
間
の
関
係
を

諒
知
す
る
易
し
。
以
来
羅
馬
法
の
盛
な
り
し
に
従
ひ
独
乙
法
も
蹂

躙
せ
ら
れ
た
り
。
故
に
羅
馬
法
の
独
乙
法
に
及
ぼ
せ
し
影
響
も
明

白
た
り
。
従
て
羅
馬
法
の
欧
洲
に
及
せ
し
影
響
を
知
る
に
足
る
可

し
。第

二
章　

法
制
史
編
纂
の
来
歴

欧
洲
に
於
て
法
制
史
の
生
ぜ
し
沿
革
を
述
べ
ん
。
今
日
も
欧
洲

に
て
は
法
制
史
に
力
を
﹇
五
丁
裏
﹈
尽
し
之
に
関
す
る
書
あ
る
も

欧
洲
に
於
て
此
編
纂
の
生
ぜ
し
コ
ト
は
十
六
世
紀
頃
後
な
り
。
而

し
て
如
何
に
し
て
其
頃
よ
り
法
制
史
起
り
し
か
ば
十
三
世
紀
頃
よ

りR
om

an law

は
欧
洲
に
再
起
し
其
影
響
と
し
て
欧
洲
に
法
制

史
を
編
纂
す
る
に
至
れ
り
と
す
云
ふ
べ
き
な
り
。
抑
も

Justinian

帝
の
法
典
を
作
る
や
其
中
にP

andectae

（oder 
D
igesta

）
な
る
部
あ
り
て
今
日
独
乙
に
もD

igesta

に
力
を
尽

せ
り
。
十
二
世
紀
よ
り
欧
洲
人
のR

om
an law

を
学
ぶ
に
尤
も

大
切
な
も
の
と
せ
り
。
之
等
に
よ
る
もR

om
an law

を
学
ぶ
に

P
andectae

を
必
要
と
す
。

而
し
てP

andectae

はJustinian

帝
の
法
典
中
の
大
切
な
る

氏
の
言
ふ
処
は
又
以
て
欧
洲
法
律
の
原
因
を
見
る
に
足
れ
り
。

以
上
の
如
き
関
係
に
て
羅
馬
法
の
欧
洲
に
及
せ
し
影
響
大
な
る

も
独
乙
法
の
欧
洲
に
関
係
す
る
処
亦
至
大
な
り
。
故
に
比
較
法
制

史
に
は
羅
馬
法
と
日
耳
曼
法
と
の
二
種
の
法
律
の
沿
革
を
述
べ
ば

欧
洲
法
律
の
沿
革
を
述
べ
し
と
云
ふ
も
過
言
に
あ
ら
ず
。
併
し
羅

馬
に
於
て
羅
馬
法
は
非
常
な
る
沿
革
を
有
し
之
を
詳
述
す
る
コ
ト

到
底
望
む
可
か
ら
ざ
る
コ
ト
な
り
と
す
。
故
に
之
を
陳
述
せ
ん
よ

り
却
て
簡
単
に
言
ひ
得
る
方
法
あ
り
。
又
日
耳
曼
全
体
の
法
律
に

付
て
は
地
方
人
種
等
の
事
を
陳
ぶ
る
に
実
に
錯
雑
を
免
れ
ず
。
故

に
法
制
史
中
に
て
日
耳
曼
及
びR

om
an law

の
沿
革
を
述
ぶ
る

コ
ト
能
は
ざ
﹇
五
丁
表
﹈
れ
ば
日
耳
曼
中
一
の
制
限
を
加
ん
と
す
。

然
ら
ば
日
耳
曼
人
種
中
何
れ
の
法
を
述
べ
し
か
則
ち
仏
法
若
く
は

独
法
述
ぶ
る
も
同
じ
く
日
耳
曼
法
制
を
陳
述
す
る
コ
ト
な
り
。
故

に
今
や
独
乙
法
制
の
沿
革
を
陳
述
せ
ん
。

独
乙
法
制
は
日
耳
曼
法
制
と
異
な
り
と
雖
ド
モ
独
乙
法
制
は
日

耳
曼
法
制
の
一
部
な
れ
ば
独
乙
法
制
を
陳
述
せ
ば
日
耳
曼
法
制
の

一
般
を
覗
ふ
に
足
れ
り
。
況
や
独
乙
法
制
の
古
き
を
講
ぜ
ば
只
に

独
乙
人
種
の
み
な
ら
ず
日
耳
曼
人
種
一
般
に
通
す
可
し
。
又
独
乙

と
仏
国
と
分
裂
せ
ざ
る
前
に
於
け
る
仏
国
法
制
を
講
ず
る
に
等
し
。

又
英
国
法
制
と
差
異
す
る
処
あ
る
も
古
き
に
至
れ
ば
大
に
関
係
す

（
一
一
五
〇
）



宮
崎
道
三
郎
博
士
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較
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史
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緒
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第
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羅
馬
法
制
史
（
吉
原
）

三
一
三

書
を
云
ふ
な
り
。
然
る
にInstitutiones

を
見
れ
ば
種
々

R
om

an law

の
規
定
あ
り
。
其
特
種
の
規
定
を
論
ず
る
と
同
時
に

之
に
関
す
る
規
定
を
論
じ
加
へ
り
。
故
に
欧
洲
にR

om
an law

を
研
究
す
る
に
当
り
箇
々
の
規
定
を
見
る
に
はInstituiones

を

見
る
に
若し

く
な
し
。
之
よ
りInstitutiones

を
手
本
と
し
法
制
の

内
史
を
編
纂
す
る
コ
ト
起
れ
り
。
然
ら
ば
此
の
法
制
の
内
史
外
史

と
は
何
を
論
ず
る
か
。
固
よ
り
人
に
よ
り
外
史
内
史
の
範
囲
異
な

れ
り
。
併
﹇
五
丁
裏
﹈
し
先
づ
法
制
の
外
史
に
は
法
律
の
成
立
す

る
体
裁
及
び
名
称
等
の
沿
革
を
論
ず
る
な
り
。
凡
て
法
律
は
時
代

に
よ
り
現
は
る
ヽ
形
異
な
れ
り
。
例
﹇
へ
﹈
ば
或
時
代
に
は
法
制

は
不
文
法
と
な
り
或
時
は
成
文
法
と
な
る
。
加
之
成
文
法
中
に
て

も
時
代
に
よ
り
種
々
法
典
生
ず
。
此
く
名
称
等
を
論
ず
る
な
り
。

此
く
法
制
の
外
史
に
て
は
細
論
に
入
ら
ず
、
内
史
に
て
は
法
令
等

の
内
容
を
論
ず
る
な
り
。
時
代
々
々
に
付
て
論
ず
。
内
外
史
の
法

制
史
は
重お

も

にR
om

an law

の
影
響
を
受
け
起
る
。
故
に
其
起

お
こ
り

古

か
ら
ず
。
尤
も
法
制
内
外
史
に
付
て
は
諸
説
あ
り
。
就
中
外
史
に

付
て
議
論
あ
り
。
或
は
外
史
中
に
法
令
制
定
の
機
関
の
コ
ト
及
び

法
学
者
の
沿
革
を
論
ず
る
あ
り
。
此
の
外
史
と
内
史
と
の
区
別
は

久
し
く
欧
洲
に
行
は
る
。
併
し
独
乙
に
於
てP

uchta

氏
は
歴
史

法
学
派
中
屈
指
の
人
に
し
て
法
学
通
論
を
著
し
其
中
に
外
内

も
の
に
し
てJustinian

の
法
典
は
勿
論
□
□
□
□
と
な
す
故
に

P
andectae

は
当
時
の
現
行
法
の
み
な
ら
ず
法
律
の
沿
革
を
書
せ

る
も
の
に
し
てP

andectae

中
にD

e origine juris et om
nium

 
m
agistratuum

 et successione prudentium

﹇
法
並
び
に
総
て

の
政
務
官
職
の
起
源
及
び
法
学
者
の
継
承
に
つ
い
て
﹈
な
る
題
目

を
掲
げ
特
に
一
章
を
設
く
。de origine juris

と
は
法
律
の

origin

な
り
。
英
のsource of law

な
り
。
此
章
に
法
令
官
吏

及
び
法
学
者
の
歴
史
を
述
べ
し
な
り
。
第
十
六
世
紀
後
之
を
基
と

し
て
法
令
の
外
史
を
生
ず
る
に
至
る
。
元
よ
り
十
六
世
紀
前
﹇
六

丁
表
﹈
に
ロ
ー
マ
の
法
制
を
研
究
す
る
に
はD

e origine

章
を

読
め
り
。
此
后
は
他
章
を
作
り
又
新
に
附
加
へ
等
し
て
之
を
学
べ

り
。P

andectae

を
基
と
し
て
作
り
た
る
法
制
史
多
し
。
又

Justinian code

中
に
はInstitutiones

あ
り
。
之
は
尤
も
簡
単

な
る
も
の
な
り
。
今
日Justinian

帝
の
法
典
を
総
括
し
て

C
orpus Juris C

ivilis

と
云
ふ
。
此
初
め
に
記
せ
し
は
彼
の

Institutiones

な
り
。
之
は
法
典
の
功
力
を
有
せ
し
む
る
も
其
主

た
る
処
は
教
課
書
と
し
て
用
ふ
る
に
あ
り
。
故
に
初
心
者
に
解
し

易
く
す
る
為
め
簡
単
に
書
け
り
（
英
等
に
もInstitution of 

R
om

an law

な
る
も
の
あ
り
。
独
乙
に
もInstitutionen

﹇
あ
り
﹈、

Justinian

帝
の
法
典
に
基
く
な
り
）。
結
局
法
律
階
梯
を
教
ゆ
る

（
一
一
五
一
）
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三
一
四

法
は
理
屈
に
従
ふ
コ
ト
能
は
ず
。
併
し
今
日
法
制
の
編
纂
に
付
て

述
ぶ
れ
ば
編
纂
に
二
方
法
あ
り
。

1　

S
ynchronistische M

ethode

な
り

2　

C
hronologische M

ethode

此
等
の
編
纂
の
著
述
に
付
て
はD

anz

﹇, H
einrich A

em
ilius 

A
ugust, 1806-1881

﹈
の
著
書
あ
り
。
氏
は
此
の
二
方
法
に
付
て

論
ぜ
り
（D

anz

の
著
書
はR

öm
ische R

echtsgeschichte

）。

以
上
二
方
法
の
区
別
はS

ynchronistische M
ethode

に
て

は
時
代
分
け
を
な
﹇
七
丁
裏
﹈
し
其
時
代
々
々
中
に
法
制
の
沿
革

を
述
ぶ
。C

hronologische M
ethode

は
事
柄
を
分
ち
其
分
類

中
に
法
制
の
沿
革
を
説
く
方
法
な
り
。
従
来
あ
る
法
制
史
を
見
る

に
人
に
よ
り
種
々
異
な
り
。S

ynchronistische M

﹇ethode

﹈

を
用
ふ
る
あ
り
。
或
人
はC

hronologische M
ethode

を
用
ふ

る
あ
り
。
然
る
に
学
者
中
に
二
方
法
の
利
害
に
付
て
論
ず
る
処
各

異
な
り
。
今
日
に
て
は
何
れ
が
善
き
か
を
判
し
兼
ぬ
。
併
し
二
方

法
共
に
長
処
あ
る
代
り
に
短
処
あ
り
。
吾
輩
之
等
に
付
て
考
ふ
る

に
此
両
方
法
共
短
処
な
き
も
の
に
非
ら
ざ
る
感
あ
り
。
故
に

W
alter

氏
も
法
通
﹇
＝
法
学
通
論
﹈
に
於
て
二
方
法
の
利
害
を

論
ず
。
其
の
説
に
付
て
は
大
に
思
ひ
当
る
コ
ト
あ
り
。
其
説
は
第

一
法
制
の
変
動
は
至
大
な
る
も
其
部
分
に
よ
り
て
は
決
し
て
皆
同

﹇
史
﹈
な
る
名
称
適
せ
ず
と
講
ず
。
以
后
人
々
は
其
名
称
の
付
て

疑
を
抱
く
に
至
れ
り
。
然
る
に
近
来B

runner

は
独
乙
の
法
制

を
著
し
外
内
史
に
付
て
論
ず
。
其
接
に
は
共
に
法
律
を
論
ず
る
な

れ
ば
内
外
の
別
な
し
。
故
に
其
名
称
当
ら
す
。
夫
よ
り
も

A
llgem

eine R
echtsgeschichte &

 B
esondere R

echtsgeshichte

な
る
名
称
を
用
ふ
る
可
な
り
と
。

A
llgem

eine R
echtsgeschichte

に
論
ず
る
処
は
殆
ん
ど
外
史

と
同
一
に
し
て
法
律
の
全
体
を
論
ず
る
な
り
。
則
ち
通
論
に
し
て
、

B
esondere R

echtsgeshichte
は
各
論
に
し
て
民
法
刑
法
等
を

論
ず
る
な
り
。
故
に
内
外
と
云
ふ
よ
り
能
く
当
れ
り
。
今
日
法
制

史
起
り
し
は
此
の
如
し
。

今
日
独
乙
の
如
き
は
法
制
の
歴
史
に
注
目
す
る
コ
ト
と
な
り
、

法
制
史
学
に
有
名
な
る
人
多
き
に
至
れ
り
。

第
三
章　

法
制
史
編
纂
の
方
法

一
般
の
歴
史
に
て
も
法
制
史
の
歴
史
に
て
も
規
則
の
み
に
よ
る

可
か
ら
ず
。
而
し
て
法
制
史
に
の
み
に
限
ら
ず
。
一
般
の
歴
史
編

纂
に
付
て
論
ぜ
し
も
の
あ
り
。
例
﹇
へ
﹈
ば
、D

roysen

﹇, 
Johann G

ustav B
ernhard, 1808-1884

﹈
氏
等
の
如
し
。
別
に

新
説
に
な
ら
ざ
る
な
り
。
法
制
史
に
て
も
同
じ
く
歴
史
編
纂
の
方

（
一
一
五
二
）



宮
崎
道
三
郎
博
士
講
述
『
比
較
法
制
史
』
緒
言
及
び
第
一
部　

羅
馬
法
制
史
（
吉
原
）

三
一
五

ず
。第

四
に
は
時
代
を
分
け
て
法
制
史
の
沿
革
を
論
ぜ
ん
に
は
歴
史

上
の
事
実
に
て
一
定
のm

odel

に
入
る
。
故
に
議
論
が
開﹇
明
﹈

な
ら
ず
と
云
ふ
。
故
にW

alter

はS
ynchronistische M

ethode

を
排
し
、C

hronologische M
ethode

を
歴
史
編
纂
の
体
裁
勝
る

と
云
ふ
。
其
他
に
体
裁
に
付
て
種
々
説
を
立
つ
。
例
はK

arlow
a

﹇, O
tto, 1836-1904

﹈
氏
はR

öm
ische R

echtsgeschichte

﹇
八

丁
裏
﹈
第
一
巻
の
緒
言
に
云
ふ
処
あ
り
（
尚K

arlow
a

氏
は

R
om

an L
aw

に
明
に
し
て
現
存
せ
り
。
近
頃
ロ
ー
マ
史
を
著

あ
ら
は

し

一
巻
と
二
巻
の
一
部
成
る
。
此
書
成
は
大
部
と
な
ら
ん
と
。
併
し

氏
の
ロ
ー
マ
史
は
全
体
に
渡
り
て
書
す
。
故
に
公
法
私
法
の
一
般

を
知
る
に
足
る
。
且
つ
氏
は
着
実
に
し
て
研
究
曲
解
の
コ
ト
少
し
。

之
れ
は
甚
だ
解
し
易
し
。
或
事
に
付
て
ロ
ー
マ
史
を
知
ら
ん
に
は

之
を
見
る
便
な
ら
ん
。）。
則
ち
二
規
定
間
に
は
急
に
甲
乙
を
付
す

能
ず
。
蓋
しS

ynchronistische M
ethode

は
法
律
全
体
の
沿

革
則
ち
或
時
代
に
於
て
の
百
般
の
法
律
中
に
存
在
す
る
大
勢
を
画え

が

く
に
は
便
な
れ
。
氏
一
部
の
法
律
が
沿
革
し
来
た
れ
る
様
を
画
く

に
便
な
ら
ず
。
若
しC

horonologische M
ethode

に
拘
泥
す
れ

ば
法
律
全
体
の
沿
革
を
写
す
コ
ト
能
は
ざ
る
可
し
（
時
代
の
沿
革

関
係
を
見
る
に
不
便
）
とK

arlow
a

氏
に
は
体
裁
に
拘
泥
せ
ず
。

時
代
に
起
る
も
の
に
あ
ら
ざ
れ
ば
之
を
一
時
代
中
に
収
め
て
論
ず

る
難
し
。
其
の
部
分
に
よ
り
て
は
変
動
の
影
響
を
受
け
て
変
更
す

る
に
は
自
ら
遅
速
あ
り
。
故
に
時
代
を
明
に
定
め
之
を
明
に
論
ず

る
難
し
。
第
二
国
法
及
び
之
と
関
係
あ
る
公
権
の
歴
史
に
付
て
は

或
は
時
代
を
分
ち
て
其
変
動
を
来
す
コ
ト
出
来
る
も
他
の
法
制
の

部
に
至
り
て
は
其
変
動
は
緩
慢
に
し
て
且
つ
表
面
に
表
は
れ
ざ
る

コ
ト
な
れ
ば
時
代
を
分
ち
変
動
を
説
く
難
し
。
例
の
行
政
法
憲
法

に
関
す
る
規
定
廃
置
の
事
柄
は
明
に
知
り
易
き
も
民
法
等
の
も
の

に
至
り
て
は
変
遷
は
知
﹇
八
丁
表
﹈
り
難
し
（
日
本
に
於
て
異
な

る
）。
之
れ
不
文
法
等
の
如
き
も
の
あ
れ
ば
何
時
廃
せ
ん
も
何
時

置
か
れ
し
か
を
知
る
難
し
。
故
に
時
代
に
よ
り
変
遷
を
知
ら
ん
と

す
る
難
き
所
以
な
り
。
第
三
に
は
時
代
を
分
ち
法
制
の
沿
革
を
論

ぜ
ん
に
は
時
代
の
代
る
毎
に
前
時
代
に
連
絡
し
て
論
述
す
。
故
に

議
論
の
重
複
す
る
コ
ト
あ
り
。
筆
取
り
て
実
際
書
を
見
れ
ば
解
し

易
し
。
例
﹇
へ
﹈
ば
、

故
に
、S

ynchronistische M
ethode

に
付
て
は
不
都
合
を
感

（
一
一
五
三
）
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三
一
六

最
初
に
分
つ
も
其
標
準
は
法
制
上
の
大
変
動
を
標
準
と
し
其
時
代

﹇
区
﹈
分
を
多
く
す
る
は
可
な
ら
ん
。
余
り
時
代
を
細
く
す
れ
ば

時
代
代
る
毎
に
反
復
す
る
弊
あ
れ
ば
な
り
。
而
し
て
時
代
々
々
に

法
律
の
種
差
を
分
つ
に
は
同
じ
様
に
法
律
の
分
類
を
立
て
ぬ
様
に

す
。法

制
の
分
科
す
る
に
続
々
法
律
の
分
科
の
盛
な
る
に
従
ひ
法
律

の
分
類
を
細
に
分
つ
コ
ト
と
す
。
之
を
実
際
書
す
れ
ば
解
し
易
し
。

未
開
時
代
に
は
宗
教
法
律
等
に
混
れ
て
﹇
九
丁
表
﹈
分
れ
ず
。
故

に
法
律
の
歴
史
を
書
く
に
も
終
に
至
る
程
分
類
は
密
と
な
る
。
し

か
し
之
れ
免
る
能
は
ざ
る
処
な
り
。
兎
に
角S

ynchronistische 
M

ethode

に
拘
泥
す
る
コ
ト
不
可
な
り
。
其
他
の
歴
史
の
書
方
に

付
て
は
法
律
家Jhering

﹇, R
udorf von, 1818-1892

﹈
氏
の

G
eist des röm

ischen R
echts

中
のH

istorische M
ethode

中

に
は
有
益
な
る
議
論
あ
り
。
氏
は
近
来
の
独
乙
に
は
有
名
な
る
人

な
り
。
法
律
家
と
し
て
は
大
に
才
あ
り
。
此
中G

eist des 
röm

ischen R
echts

は
尤
も
有
名
な
る
も
の
な
り
。
之
れ
は
完
結

せ
ず
。
或
人
は
氏
の
著
書
が
何
物
に
て
も
完
結
せ
ず
と
。
之
れ
著

書
中
に
面
白
き
思
想
を
発
揮
す
。
又
一
書
出
せ
ば
四
方
よ
り
攻
撃

す
る
も
の
多
く
湧
き
出
づ
。
故
にJhering

も
之
に
対
し
て
反
動

甚
し
。
之
等
に
付
て
面
白
き
思
想
出
づ
。
故
に
他
書
を
書
き
初
む
。

之
を
折
中
し
て
用
へ
り
。W

alter

氏
も

C
hronologische 

M
ethode

の
み
を
用
ひ
ず
。
例
へ
ば
氏
の
著
書R

öm
ische 

R
echtsgeschichte

に
は
一
部
にS

ychronistische M
ethode

を
用
ひ
、
一
部
に
はC

hronologische M
ethode

を
用
ふ
。
例

﹇
へ
﹈
ば
公
法
に
関
す
る
部
に
は
主
と
し
てS

ynchronistische 
M

ethode

を
用
ひ
私
法
に
関
す
る
部
に
はC

hronologische 
M

ethode

を
用
ふ
。
此
﹇
九
丁
裏
﹈
コ
ト
は
独
り
氏
の
み
な
ら
ず
。

他
の
学
者
も
同
様
の
方
法
を
用
ふ
る
少
し
と
せ
ず
。
或
学
者
も
此

方
法
を
善
と
主
張
す
。
之
れ
可
な
ら
ん
。
其
他
人
に
よ
り
て
は
著

述
│

講
義
の
方
法
と
を
異
に
す
る
あ
り
。
則
ちS

chröder

﹇, 
R
ichard, 1838-1917

﹈
氏
のD

eutsche R
echtsgeschichte

の

如
し
。

右
の
如
き
有
様
に
て
何
れ
が
善
な
る
か
を
喧
し
く
論
ぜ
り
。
併

し
今
日
何
れ
か
善
な
る
か
を
云
ふ
能
は
ず
。
今
やW

alter
氏
の

説
を
述
べ
ん
を
以
て

C
hronologische M

ethode
は

S
ynchronistische M

ethode

に

勝

る

か

如

き

も
、

S
ynchronistische M

ethode

を
少
し
く
訂
正
し
て
用
へ
る
は

C
hronologische M

ethode

に
勝
ら
ん
か
と
思
は
る
。
彼
の

R
egelsberger

﹇, F
erdinand, 1831-1911

﹈
氏
は
斯
く
云
へ
り
。

S
ynchronistische M

ethode

に
よ
る
よ
り
も
、
第
一
に
時
代
を

（
一
一
五
四
）



宮
崎
道
三
郎
博
士
講
述
『
比
較
法
制
史
』
緒
言
及
び
第
一
部　

羅
馬
法
制
史
（
吉
原
）

三
一
七

り
。
抑
も
ロ
ー
マ
法
学
の
欧
洲
に
最
高
と
な
り
し
は
第
十
二
世
紀

に
し
て
ロ
ー
マ
法
学
の
中
心
はItaly

のB
ologna

な
り
。
而
し

て
其
処
に
ロ
ー
マ
法
学
の
盛
な
り
し
所
以
に
付
て
種
々
の
議
論
あ

り
。
兎
に
角
当
時B

ologna

の
法
学
者
と
し
てIrnerius 
M

artins

氏
等
あ
り
。
氏
等
は
盛
に
ロ
ー
マ
法
律
を
研
究
し
欧
洲

に
一
大
影
響
を
及
しB

ologna

に
遊
学
す
る
も
の
多
く
出
づ
。
此

頃
にItaly

の
法
学
者
をglossators

と
云
ふ
。
併
し
続
て
十
三

世
紀
の
半
頃
よ
り
稍
やItaly

の
学
風
一
変
し
此
にpost-

glossators

﹇
十
丁
裏
﹈
を
生
ず
る
に
至
れ
り
。
此
の
註
釈
派
も

欧
洲
に
至
大
の
影
響
を
及
す
。
之
等
の
影
響
と
シ
テ
益
ロ
ー
マ
法

学
欧
洲
に
広
り
国
に
よ
り
多
少
の
差
異
あ
る
も
ロ
ー
マ
法
は
其

国
々
の
法
律
を
圧
倒
す
る
の
有
様
と
な
り
し
。
然
る
に
当
時
の
註

釈
派
と
後
の
註
釈
派
と
を
問
は
す
其
の
学
風
の
傾
く
処
は
註
釈
に

あ
り
て
此
二
派
は
少
く
差
異
あ
り
。
前
註
釈
は
ロ
ー
マ
法
律
の
実

地
の
用
に
注
目
せ
ず
後
者
は
注
目
す
る
の
差
異
あ
る
の
み
。

併
し
二
派
は
大
同
小
異
に
し
て
何
れ
も
歴
史
の
注
目
に
乏
し
。

之
れ
等
は
何
れ
もJustinian

法
典
に
神
酔
し
其
法
典
は
ロ
ー
マ

の
み
な
ら
ず
之
れ
は
法
律
の
眞
理
に
適
せ
り
と
せ
り
。
其
他
の
法

律
に
至
り
て
は
却
て
度
外
視
し
てJustinian

法
典
は
幾
多
の
変

遷
を
な
せ
し
か
を
研
究
せ
ず
。
而
し
て
前
派
よ
り
後
の
註
釈
派
は

故
に
完
結
せ
ざ
る
コ
ト
往
々
あ
る
な
り
。G

eist des röm
ischen 

R
echts

は
世
人
を
益
す
る
大
に
し
て
ロ
ー
マ
法
制
の
研
究
す
る

に
は
必
ず
見
ざ
る
可
か
ら
ず
。
又
一
般
の
歴
史
を
編
纂
す
る
方
法

を
論
ぜ
し
も
の
あ
り
。
則
ちB

ernheim

﹇, E
rnst, 1850-1942

﹈

氏
のL

ehrbuch der historisiche M
ethode

な
り
。
此
の
中

に
従
来
同
題
目
に
関
す
る
事
件
及
び
難
し
。
雑
誌
等
の
こ
と
を
集

め
り
。
又
支
那
書
な
れ
ド
モ
西
洋
書
に
比
す
可
も
の
あ
り
。
則
ち

唐
劉
知
幾
﹇661-721

﹈
氏
の
史
通
な
り
。
之
は
支
那
中
の
歴
史

及
び
法
律
編
纂
の
方
法
に
付
て
論
ぜ
り
。
之
は
甚
だ
勝
る
処
あ
り
。

此
の
著
は
評
釈
を
下
せ
し
も
の
あ
り
て
史
通
々
釈
と
云
ふ
。
又
最

新
注
釈
に
て
は
史
通
削
繁
あ
り
。

比
較
法
制
史　
第
一
部　
羅
馬
法
制
史
﹇
十
丁
表
﹈

第
一
章　

羅
馬
法
制
史
に
対
す
る
緒
言

第
一
条　

羅
馬
法
制
史
編
纂
の
沿
革

欧
洲
に
於
て
法
制
史
と
称
す
べ
き
歴
史
の
生
ぜ
し
は
羅
馬
法
の

影
響
な
り
。
併
し
法
制
史
は
ロ
ー
マ
法
学
と
同
時
に
起
り
し
に
あ

ら
ず
し
て
人
々
稍
く
ロ
ー
マ
法
制
ニ
付
て
其
沿
革
は
如
何
と
の
疑

を
起
し
之
に
付
てrefl ection

を
な
す
に
至
り
て
な
り
し
も
の
な

（
一
一
五
五
）



日
本
法
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八
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四
巻
第
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号
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〇
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九
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月
）

三
一
八

け
り
。
併
し
学
問
の
進
歩
は
漸
を
以
て
進
む
も
の
な
り
。
故
に
此

の
如
き
著
書
あ
る
に
も
拘
ら
ず
不
完
全
な
る
処
多
し
。
氏
の
著
書

はP
andecten

のde origine juris

の
章
を
本
と
し
其
の
順
序

に
従
ひ
ロ
ー
マ
法
制
史
を
作
る
も
の
な
り
。
抑
も
ロ
ー
マ
法
制
史

はD
igest

の
影
響
を
受
け
起
こ
り
し
コ
ト
明
な
り
。
又
同
時
代

に
独
に

V
. F

orsten

（†
1530

）
氏
は

de historia juris 
C
ivilis R

om
ani L

ibri III

を
著
せ
り
。
此
書
は
一
五
六
五

﹇
年
﹈
に
至
り
世
に
公
に
せ
ら
れ
た
り
。
之
等
は
抑
も
ロ
ー
マ
法

制
史
の
端
緒
に
し
て
就
中F

orsten, R
ivallius

は
尤
も
著
名
な

る
も
の
な
り
。
而
し
てS

tintzing

﹇, R
oderich von, 1825-

1883

﹈﹇
十
一
丁
裏
﹈
氏
の

G
eschichte der deutschen 

R
echtsw

issenschaft

あ
り
。
此
中
に
参
考
た
る
可
き
コ
ト
多
し
。

此
書
は
半
ば
成
功
し
て
氏
は
死
せ
り
。
故
に
氏
の
著
は
第
一
第
二

巻
の
み
な
り
。
之
は
甚
だ
名
高
く
し
てB

ekker

氏
は
非
常
に
此

書
を
賞
讃
せ
り
。
之
を
見
れ
ば
独
法
の
沿
革
并
に
他
国
法
の
沿
革

を
も
并
び
論
ぜ
り
。
殊
に
ロ
ー
マ
法
の
欧
洲
に
影
響
を
及
ぼ
せ
し

コ
ト
を
書
せ
り
。

右
の
如
くF

orstin, R
ivallius

﹇
の
﹈
著
書
は
法
制
史
の
外

史
に
属
す
る
も
の
な
り
。
然
る
に
十
六
世
紀
よ
り
下
り
十
六
世
紀

以
降
に
は
ロ
ー
マ
法
制
史
も
編
纂
せ
ら
れ
ぬ
。
内
史
も
論
ず
る
も

実
地
の
用
に
注
目
す
る
の
外
観
あ
り
し
も
歴
史
的
注
目
に
至
り
て

は
当
た
れ
り
。
前
派
は
主
と
し
て
ロ
ー
マ
法
の
根
本
に
よ
り
研
究

す
。
後
派
は
前
派
に
於
け
る
註
釈
を
改
正
せ
し
を
以
て
前
派
の
註

釈
を
本
と
し
之
を
研
究
す
。
故
に
後
派
に
至
り
て
は
ロ
ー
マ
法
原

文
を
見
ず
。
甚
き
は
註
釈
の
註
釈
を
書
す
る
に
至
る
。
故
に
歴
史

的
研
究
は
衰
え
し
と
見
て
可
な
り
。
法
律
は
時
代
に
よ
り
種
類
に

よ
り
其
発
達
を
異
に
す
。
古
今
不
変
な
る
も
の
な
し
。
東
西
一
な

る
も
の
な
し
。
故
に
ロ
ー
マ
法
律
を
研
究
す
れ
ば
意
外
に
結
果
の

不
可
な
る
も
の
あ
り
。
故
に
時
を
経
る
に
従
ひ
人
は
漸
々
疑
ひ
を

﹇
十
一
丁
表
﹈
起
し
ロ
ー
マ
法
律
の
沿
革
に
注
目
す
る
に
至
る
。

加
之
十
六
世
紀
頃
は
法
律
以
外
に
古
代
の
事
物
を
研
究
す
る
に
至

る
。
同
時
にlaw

yer

は
古
代
の
言
語
学
に
通
す
る
に
至
り
法
律

も
歴
史
的
観
察
を
生
ず
る
に
至
る
。
因
て
此
頃
よ
り
ロ
ー
マ
史
を

編
纂
す
る
に
至
れ
り
。
中
著
り
し
き
は
仏
国
のA

.R
ivallius

（†
1536

後
）
氏
な
り
。
氏
は

C
ivilis juris historiae libri 

quinque

を
著
し
一
五
一
五
﹇
年
﹈
頃
に
世
に
公
に
せ
り
。
氏
は

非
常
に
法
理
の
歴
史
に
熱
中
し12 tables

﹇
十
二
銅
律
﹈
の
残
り

し
分
を
集
め
法
律
の
旧
面
目
を
復
せ
ん
と
し
且
つ
之
に
註
釈
を
加

へ
り
。
夫
れ
今
日
も
尚
ほ12 tables

﹇
十
二
銅
律
﹈
の
原
文
の
旧

面
目
を
覗
は
ん
と
せ
り
。
右
の
如
く
当
時
代
に
法
制
史
の
端
緒
開

（
一
一
五
六
）



宮
崎
道
三
郎
博
士
講
述
『
比
較
法
制
史
』
緒
言
及
び
第
一
部　

羅
馬
法
制
史
（
吉
原
）

三
一
九

の
如
くH
eineccius

は
内
史
はJustinian

法
典
の
影
響
を
受
け

し
コ
ト
明
な
り
。
而
し
て
之
を
見
れ
ば
学
問
の
進
歩
の
方
法
も
明

白
な
り
。

十
八
世
紀
に
於
て
内
外
二
史
を
合
載
せ
し
も
の
あ
り
。
尤
も
古

く
編
纂
せ
し
は

Italy

﹇
の
﹈G

ravina

（†
1718

）
氏
の

O
rignum

 juris civilis libri tres

﹇
市
民
法
起
源
論
三
巻
﹈
な

り
。
今
日
に
て
は
此
等
よ
り
漸
々
影
響
を
受
け
し
も
の
な
れ
ば
内

外
二
史
を
合
載
す
る
の
有
様
と
な
れ
り
。
元
よ
り
古
代
の
法
制
を

研
究
し
又
著
書
を
な
す
に
付
て
法
律
の
静
止
の
有
様
を
写
す
コ
ト

稍
易
き
も
古
よ
り
後
に
変
遷
し
活
動
す
る
有
様
は
写
し
難
し
。
之

等
に
付
き
法
律
の
学
者
は
注
目
し
﹇
主
﹈
と
し
て
活
動
の
有
様
を

写
し
法
制
史
を
著
す
に
﹇
一
二
丁
裏
﹈
至
り
し
はG

. H
ugo

﹇1764-
1844

﹈
氏
な
り
。
氏
はL

ehrbuch der R
echtsgeschichte bis 

auf unsere Z
eiten

（
後
の
題
号L

ehrbuch der G
eschichte 

des röm
ischen R

echts bis auf Justinian

）
を
一
七
九
〇

﹇
年
﹈
に

B
erlin

﹇
に
て
﹈
出
版
す
。（
記
憶
す
可
き
は

H
istorical school

の
一
期
限
を
開
け
る
人
な
り
）。

H
ugo

は
一
七
六
四
﹇
年
﹈
に
生
れ
一
七
八
三
﹇
年
﹈
頃
よ
り

独
国
のG

öttingen

大
学
の
教
授
と
な
り
し
。
此
大
学
は
当
時
は

法
律
学
の
盛
な
る
処
な
り
し
。H

ugo

氏
は
此
に
教
授
と
な
り
し

の
あ
り
。
又
内
外
史
を
并
せ
論
ず
る
も
の
出
て
た
り
。
而
し
て

ロ
ー
マ
の
法
制
内
史
に
就
て
の
著
書
はH

eineccius

﹇, Johann 
G
ottlieb, 1681-

﹈（†
1741

）
氏
の
も
の
あ
り
。
氏
は
ロ
ー
マ

法
律
者
中
に
て
著
名
な
る
も
の
に
シ
テ
其
著
書
中
今
日
存
す
る
も

の
多
し
。K

arlow
a

氏
も
云
へ
り
。H

eineccius

は
法
律
上
一
基

軸
を
な
せ
り
。
勿
論
之
に
付
て
研
究
せ
し
も
の
な
き
に
あ
ら
ず
。

併
し
一
部
に
付
て
論
ず
。H

eineccius

氏
は
法
制
の
内
史
を
研
究

す
る
為
め
に
ロ
ー
マ
地
方
の
有
様
を
論
ず
る
も
の
の
目
的
に
著
せ

し
な
り
。
此
順
序
は
主
と
し
てJustinian

の
法
典
に
依
る
。
固

よ
りP

andecte

よ
り
材
料
を
得
る
も
之
等
の
材
料
はJustinian

法
典
に
加
へ
し
に
止
る
。
固
よ
りH

eineccius
﹇
一
二
丁
表
﹈
の

著
書
は
世
人
の
愛
す
る
処
と
な
り
。
其
歴
史
編
纂
に
付
て
は
大
陸

に
影
響
を
及
す
大
な
り
。
併
し
其
著
書
は
ロ
ー
マ
の
古
代
の
法
制

に
付
て
論
ぜ
し
も
の
に
て
法
律
の
活
動
す
る
有
様
に
至
り
て
は
深

か
ら
ず
。
故
に
氏
の
著
書
は
尚R

echtsalterthüm
er

の
臭
気
を

含
め
り
と
（K

arlow
a

説
）。R

echtsalterthüm
er

は
独
乙
に

R
echtsgeschichte

と
区
別
す
。
則
ちR

echtsalterthüm
er

は

法
律
の
変
化
に
付
て
重
に
注
目
す
。
則
ち
法
律
は
時
代
を
放
ふ
を

活
動
す
る
有
様
を
述
べ
た
る
な
り
。R

echtsgeschichte

は
ロ
ー

マ
法
律
は
古
代
に
存
在
せ
ば
静
止
の
有
様
を
述
べ
た
る
な
り
。
右

（
一
一
五
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

三
二
〇

G
ibbon

﹇, E
dw

ard, 1737-1796

﹈
の
ロ
ー
マ
法
制
史
﹇『
ロ
ー

マ
帝
国
衰
亡
史
』
第
四
四
章
﹈
な
り
。
兎
に
角
右
の
著
書
に
て
独

法
の
祖
先
と
仰
が
る
に
至
る
。
固
よ
りH

ugo

の
説
は
当
時
の
学

者
間
に
新
し
く
而
し
てH

ugo

氏
後
のS

avigny

﹇, F
riedrich 

C
arl von, 1779-1861

﹈
氏
と
大
同
小
異
な
り
。
併
し
独
法
の
原

祖
と
す
る
は
通
常S

avigny

な
り
。
之
れH

ugo

は
拙
文
に
し
て

S
avigny

は
明
文
家
な
り
し
を
以
て
な
り
。
歴
史
法
学
派
に
属
す

る
有
名
な
る
人
は
十
九
世
紀
頃
に
あ
り
。
就
中
著
名
な
る
は

S
avigny

及
びE

ichhorn

﹇, K
arl F

riedrich, 1781-1854

﹈
氏

な
り
。S

avigny

は
ロ
ー
マ
法
制
史
を
研
究
しE

ichhorn

は
独

法
制
史
を
研
究
せ
り
。
此
他P

uchta

﹇, G
eorg F

riedrich, 
1798-1846

﹈, K
eller

﹇, F
riedrig L

udw
ig, 1799-1860

﹈, 
B
ethm

ann-H
ollw

eg

﹇, M
oritz A

ugust von, 1795-1877

﹈, 
Z
um

pt

﹇, A
ugust W

ilhelm
, 1815-1877

﹈氏
等
あ
り
。S

avigny

は
一
七
七
九
﹇
年
﹈
にF

rankfurt am
 M

ain

に
生
れ
一
八
一
〇

﹇
年
﹈
にB

erlin

大
学
の
教
授
と
な
り
後
にP

reussen

の
国
務

大
臣
と
な
﹇
十
三
丁
裏
﹈
り
。
併
し
大
臣
と
し
て
は
著
名
な
ら
ず
。

S
avigny

はH
ugo

と
同
説
な
れ
ド
モ
学
識
殊
に
文
章
も
巧
な
り
。

著
書
の
如
き
も
多
し
。
尚S

avigny

は
文
章
に
巧
に
し
て
独
法
学

者
中
名
高
く
又
之
を
読
む
に
解
し
易
し
故
に
善
考
を
世
の
中
に
巧

頃
歴
史
家
に
有
名
な
るS

pittler

﹇, L
udw

ig T
im

otheus, 
1752-1810

﹈
氏
あ
り
。
此
人
は
当
時
歴
史
家
中
尤
も
雄
弁
な
る

も
の
に
し
て
且
新
思
想
を
有
す
。
此
二
人
は
親
く
交
りS

pittler

氏
にH

ugo
は
﹇
数
字
判
読
で
き
ず
﹈
説
を
聞
きlaw

上
に
も
発

明
す
る
処
多
し
。
然
る
に
当
時
仏
にM

ontesquieu

﹇, C
harles-

L
ouis de, 1689-1755

﹈
氏
の
著
書
をH

ugo

は
読
め
り
。
而
し

てM
ontesquieu

は
此
著
書
に
新
思
考
を
有
し
法
律
も
自
他
の
事

物
と
関
係
あ
り
、
則
ち
土
地
風
俗
と
関
係
し
変
化
す
る
も
の
な
り

と
。
然
る
に
当
時N

aturalist
学
行
は
る
。
此
派
の
説
く
処
は

law

に
も
万
古
不
易
の
も
の
あ
り
と
此
際M
ontesquieu

は
此
の

如
き
新
説
を
出
す
を
以
て
之
を
見
てS
pittler, H

ugo

氏
は
大
に

感
ず
る
処
あ
り
。law

も
歴
史
的
に
研
究
せ
ざ
る
可
か
ら
ざ
る
も

の
と
す
。
然
る
に
独
法
律
を
見
れ
ば
種
々
の
原
素
よ
り
な
り
自

﹇
十
三
丁
表
﹈
国
固
有
の
も
の
あ
り
羅
馬
の
法
律
あ
り
外
国
の
も

の
あ
り
此
く
秩
序
な
く
し
て
一
処
に
混
合
し
存
在
せ
り
。
此
有
様

な
る
を
以
て
独
法
律
の
精
神
を
明
に
せ
ん
と
せ
ば
、
独
法
に
基
き

源
に
溯
り
歴
史
的
に
研
究
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
此
事
も
亦H

ugo

に
大
刺
激
を
与
へH

ugo

を
し
て
歴
史
的
に
法
律
の
必
要
を
研
究

せ
し
む
る
に
至
る
。H

ugo

は
自
ら
筆
を
取
り
ロ
ー
マ
の
法
制
史

を
著
せ
り
。
又H

ugo

は
ロ
ー
マ
法
制
史
を
著
す
に
影
響
せ
し
は

（
一
一
五
八
）



宮
崎
道
三
郎
博
士
講
述
『
比
較
法
制
史
』
緒
言
及
び
第
一
部　

羅
馬
法
制
史
（
吉
原
）

三
二
一

後S
avigny

の
著
書
多
く
し
て
、
例
﹇
へ
﹈
ば
法
律
編
纂
に
付
て

議
論
を
戦
は
せ
しV

om
 B

eruf unserer Z
eit für G

esetz-
gebung und R

echts w
issenschaft

（
一
八
一
四
﹇
年
﹈
に
著
せ

り
）
又S

avigny

の
著
書
中
尤
も
有
名
な
る
はG

eschichte des 
röm

ischen R
echts im

 M
ittelalter

（
六
巻
あ
り
）
な
り
。
此

書
は
ロ
ー
マ
法
律
が
欧
洲
に
再
び
伝
播
せ
し
次
第
を
研
究
す
る
為

め
、
中
世
時
代
の
ロ
ー
マ
法
の
沿
革
を
書
せ
し
も
の
な
り
。
又

S
ystem

 des heutigen röm
ischen R

echts

（
八
巻
あ
り
）
あ
り
。

之
を
見
れ
ばS

avigny

の
胆
の
大
な
る
を
知
る
に
足
る
。
抑
も
此

の
大
な
る
八
巻
と
は
只
に
総
論
を
陳
べ
し
の
み
な
り
。
其
の
後
ち

﹇D
as

﹈ O
bligationenrecht

を
著
し
又
法
制
史
に
付
て
雑
誌
を

起
し
た
り
。
則
ちZ

eitschrift für geschichtliche R
echts-

w
issenschaft

な
り
。
右
の
如
き
次
第
に
てS

avigny

の
出
後
独

法
律
の
研
究
の
有
様
一
変
せ
り
。
之
よ
り
法
律
の
歴
史
的
研
究
に

力
を
尽
す
に
至
れ
り
。
今
日
も
此
の
不
必
要
を
論
ず
る
も
の
な
し
。

勿
論S

avigny

﹇
十
四
丁
裏
﹈
に
対
し
細
き
点
に
付
て
は
攻
撃
す

る
も
の
あ
り
。
又
或
学
者
は
法
律
の
一
基
軸
と
な
さ
ん
と
し
非
常

にS
avigny

を
攻
撃
す
る
も
の
あ
り
。
例
﹇
へ
﹈
ばJhering

氏

の
如
き
な
り
。
則
ちS

avigny

の
考
に
て
は
法
律
は
風
俗
言
語
の

如
く
各
の
間
に
生
存
す
る
な
り
と
又S

avigny

は
歴
史
的
に
力
を

に
示
せ
し
を
以
てH

ugo

の
上
に
出
づ
。
且
つ
法
学
に
長
ぜ
し
コ

ト
はS

avigny

の
著
書
に
付
て
明
な
り
。
氏
の
著
書
出
る
や
否
や

独
法
律
社
会
を
動
せ
し
は
占
有
に
関
す
る
書
（D

as R
echt des 

B
esitzes

）
に
し
て
、S

avigny

は
二
四
歳
の
時
に
著
は
し
五
月

間
を
費
せ
し
も
の
な
り
。
此
書
出
る
や
否
や
世
の
喝
采
を
博
せ
り
。

其
賞
美
さ
れ
し
。
例
﹇
へ
﹈
ば
当
時
独
国
に
法
学
の
第
一
等
の
位

地
を
占
め
しT

hibaut

﹇, A
nton F

riedrich, 1772-1840

﹈
氏
あ

り
。
氏
はH

eidelberg

大
学
の
教
授
な
り
し
。S

avigny

の
著
書

を
見
て
驚
き
、
此
人
は
独
法
学
者
の
第
一
等
の
位
地
を
占
め
ん
と
。

併
しT

hibaut

はP
hilosophical school

に
し
てS

avigny

は

H
istorical school

な
り
。
故
に
全
く
其
説
反
対
し
相
互
に
法
律

編
纂
に
付
て
議
論
を
戦
は
せ
ん
コ
ト
も
あ
り
。
此
反
対
学
者
の
賞

美
せ
し
を
以
て
もS

avigny

の
卓
越
な
る
コ
ト
知
る
可
き
な
り
。

而
し
てS

avigny

は
右
の
書
に
よ
り
影
響
を
世
の
中
に
及
ぼ
せ
し

は
歴
史
的
研
究
に
意
を
用
ひ
し
に
あ
り
。
且
つ
其
文
章
の
巧
な
る

に
よ
り
固
よ
り
専
有
に
関
し
﹇
十
四
丁
表
﹈
て
は
法
律
学
者
中
最

大
問
題
な
り
と
す
る
一
な
り
。
専
有
に
付
て
は
古
来
種
々
説
を
称

ふ
る
あ
り
。
此
難
問
に
付
て
説
を
今
日
迄
依
然
継
続
せ
し
め
し
は

S
avigny

の
書
な
り
。
尤
も
此
専
有
に
付
て
名
高
き
著
書
あ
れ
ド

モ
之
れ
に
も
拘
は
ら
ずS

avigny

の
説
は
依
然
存
せ
り
。
之
よ
り

（
一
一
五
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

三
二
二

羅
馬
の
建
国
の
事
柄
も
歴
史
材
料
少
し
。
而
し
て
之
を
今
日
尚
ほ

学
者
の
論
ず
る
処
な
り
。
併
し
具
論
点
各
異
な
り
何
れ
か
真
な
る

か
判
然
せ
ず
。
併
し
ロ
ー
マ
の
大
古
の
有
様
を
知
ら
ざ
れ
ば
後
の

法
律
の
基
く
処
を
知
る
能
は
ず
。
故
に
欧
洲
各
国
も
之
を
捨
て
ず

力
を
用
へ
り
。
此
の
有
様
な
る
を
以
て
諸
大
家
の
論
を
採
用
す
る

に
其
取
捨
に
付
て
大
に
苦
し
む
な
り
。P

uchta

氏
の

Institutionen

に
は
ロ
ー
マ
の
大
古
を
論
ぜ
り
。
此
説
及
び

E
sm

arch

氏
のR

öm
ische R

echtsgeschichte

に
も
説
く
処
あ

り
。
尚
ほP

uchta

氏
の
著
書
に
付
て
述
べ
し
。P

uchta

氏
は

S
avigny

の
弟
子
に
し
て
ロ
ー
マ
の
法
律
に
て
名
高
し
。

system
atisch

﹇
体
系
的
﹈
等
に
付
て
はS

avigny

に
勝
る
。
而

し
てInstitutionen

は
尤
も
名
高
き
も
の
に
し
てE

sm
arch

は

P
uchta

よ
り
劣
る
も
氏
の
ロ
ー
マ
法
制
史
は
名
高
し
。
此
説
は

P
uchta

氏
﹇
十
五
丁
裏
﹈
に
依
る
処
多
し
。
此こ

こ

に
此
の
二
氏
に

依
り
て
説
明
せ
し
。
併
し
元
よ
り
二
氏
の
説
に
対
し
て
反
対
の
説

を
抱
き
し
も
の
あ
り
。
乃
ちR

udorff 

﹇, A
dolf F

riedrich, 
1803-1873

﹈
氏
はP

uchta

の
著
書
に
対
し
て
攻
撃
す
る
処
あ
り
。

ロ
ー
マ
人
曰
く
ロ
ー
マ
国
は
其
初
め
二
人
種
の
合
併
よ
り
な
り
。

則
ちR

om
ans, T

ities

な
り
。
而
し
てR

om
ans

はL
atin

人
種

な
り
。T

ities

はS
abini

人
種
な
り
と
云
ふ
。
此
事
た
る
ロ
ー

尽
す
もJhering

は
歴
史
的
に
ロ
ー
マ
法
律
は
独
乙
に
入
り
し
に

あ
ら
ず
と
。
兎
に
角
歴
史
の
研
究
を
進
め
し
はS

avigny

の
力
な

り
。第

二
条　

羅
馬
法
律
の
参
考
書

其
書
は
甚
だ
多
き
を
以
て
其
中
一
二
の
著
名
な
る
も
の
を
挙
げ

し
。

B
runs

﹇, C
arl G

eorg, 1816-1880

﹈
氏
のR

öm
ische R

e-
chtsgeschichte

な
る
あ
り
て
能
く
巧
に
画
け
り
。
此
は
甚
だ
価

値
あ
り
。
氏
はphilosophy

に
得
意
に
し
て
甚
だ
解
き
難
き
処

あ
り
。
之
を
脱
す
る
も
可
な
り
。
又P

adelletti﹇, G
uido, 1843-

1878

﹈
氏
のR

öm
ische R

echtsgeschichte
及
びE

sm
arch

﹇, 
K
arl, 1824-1887

﹈
氏
のR

öm
ische R

echtsgeschichte

あ
り
。

併
しB

runs

の
も
の
は
尤
も
解
き
易
き
な
り
。
又
ロ
ー
マ
の
原

本
に
てG

aius

及
びJustinian

のInstitutionen
あ
り
。
殊
に

G
aius

氏
の
如
き
は
歴
史
の
参
考
に
適
せ
る
も
の
な
り
と
す
。

﹇
十
五
丁
表
﹈

　

本
論

第
一
章　

王
政
時
代
の
法
制
の
有
様

第
一
節　

羅
馬
の
建
国

建
国
の
際
歴
史
の
材
料
少
し
。
之
れ
何
れ
の
国
も
同
し
く
し
て

（
一
一
六
〇
）



宮
崎
道
三
郎
博
士
講
述
『
比
較
法
制
史
』
緒
言
及
び
第
一
部　

羅
馬
法
制
史
（
吉
原
）

三
二
三

北
及
び
東
北
に
於
てS

abini

人
種
の
住
居
及
びA

rian

人
種
の

部
落
に
接
し
東
及
東
南
はH

ernici

及
びV

olsci

等
の
部
落
と

接
す
。
其
地
形
は
平
坦
な
り
し
。
故
にL

atin

と
云
ふ
言
は
平
坦

を
意
味
せ
り
。
元
よ
りL

atin

人
種
は
此
地
を
占
領
す
る
に
当

﹇
り
﹈
て
や
他
人
種
（S

iculi

）
既
に
占
有
せ
し
な
り
。
此
の

S
iculi

を
放
出
し
之
を
占
領
せ
し
な
り
。
故
にL

atin

人
種
は
其

周
囲
に
敵
多
し
。
加
之L

atin

人
種
の
占
め
し
土
地
乃
ち

L
atium

は
平
坦
な
る
よ
り
外
敵
と
の
掛
引
に
於
て
甚
だ
困
難
な

り
し
な
り
。
之
れ
外
敵
の
襲
来
し
易
け
れ
ば
な
り
。
又L

atin

の

住
居
の
有
様
は
外
敵
を
防
ぐ
の
有
様
と
な
り
。
則
ちL

atin

人
種

は
相
団
結
し
て
集
落
を
周
ら
す
に
障
壁
を
作
る
。
故
に
数
多
の
集

落
あ
り
。
則
ちurbs

多
し
。
之
に
付
て
はM

om
m
sen

﹇, T
heodor, 

1817-1903

﹈
氏
のR

öm
ische G

eschichte

に
詳
述
せ
り
。
此

の
集
落
は
﹇
十
六
丁
裏
﹈
各
村
属
及
び
家
族
よ
り
な
り
。
又
集
落

に
は
首
長
其
他
集
会
あ
り
。
此
集
落
は
同L

atin

人
種
の
コ
ト
な

れ
ば
自
ら
同
盟
を
結
び
平
時
は
互
に
婚
姻
し
有
無
相
通
じ
又
同
一

の
神
を
拝
せ
り
。
併
し
一
旦
事
あ
れ
ば
諸
集
落
の
も
の
は
共
に
全

体
に
通
ず
る
総
督
を
択
び
戦
争
に
赴
け
り
。
此
頃L

atin

人
種
の

経
済
の
有
様
は
其
の
財
用
の
如
き
牧
畜
と
掠
奪
と
に
よ
り
便
せ
り
。

或
人
の
説
にR

om
e

人
は
稍
や
後
に
て
も
槍
を
以
て
所
有
権
の
号

マ
人
のL

ivius

（59 B
.C

.

に
生
れ
）、C

icero

（106 B
.C

.

に

生
る
）
著
書
に
載
す
る
処
あ
り
。
之
等
の
説
に
よ
り
后
世
の
学
者

も
ロ
ー
マ
人
種
は
二
人
種
よ
り
な
れ
り
と
称
へ
り
。
然
る
に

L
atin

﹇
人
種
﹈
及
びS

abini

﹇
人
種
﹈
は
西
部A

rian

人
種
に

属
す
。
故
に
両
人
種
共
其
元
は
同
胞
な
り
と
云
ふ
べ
き
な
り
。
併

し
之
等
は
漸
々
住
居
を
異
に
し
て
遂
に
人
情
風
俗
を
異
に
す
る
に

至
れ
る
な
り
。
後
に
至
り
て
此
両
人
種
は
合
し
て
ロ
ー
マ
の
建
国

と
な
る
。
ロ
ー
マ
建
国
の
法
制
の
源
は
両
人
種
の
法
制
よ
り
発
せ

り
。右

の
有
様
な
る
を
以
て
ロ
ー
マ
の
法
律
を
見
し
と
せ
は
両
人
種

に
溯
ら
さ
る
可
か
ら
ず
。
元
よ
りL
atin
﹇
人
種
﹈
及S

abini

﹇
人
種
﹈
は
同
胞
の
民
な
る
を
以
て
漸
々
欧
洲
に
入
る
に
従
ひ
、

或
は
早
く
侵
入
し
或
は
後
れ
て
侵
入
す
。
併
し
漸
々
進
み
重
に

Italy

﹇
十
六
丁
表
﹈
半
島
に
入
る
。
此
に
入
る
に
当
﹇
り
﹈
て

や
漸
々
南
方
に
降
る
。
此Italy

に
入
り
し
、L

atin

﹇
人
種
﹈
は

S
abini

﹇
人
種
﹈
よ
り
先
き
な
り
。L

atin

人
種
はItaly

半
島
に

於
て
海
岸
の
平
坦
な
る
地
に
あ
る
に
当
てS

abini

﹇
人
種
﹈
は

山
間
に
住
居
す
。L

atin

人
種
、
新
占
有
の
地
はT

iberis

乃
ち

T
iber

河
流
に
接
せ
し
地
な
り
。
元
よ
り
其
土
地
は
狭
隘
な
り
。

西
部
はT

hyrrenian S
ea

に
接
し
西
北
はT

iberis

に
接
す
。

（
一
一
六
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

三
二
四

よ
り
北
部
に
土
地
を
占
む
。
西
はE

truria

に
接
し
北
はU

m
bri

に
接
し
東
はP

icenum

に
接
し
南
はL

atin

及
びA

egui

に
接
す
。

此
地
形
た
るL

atinum

に
反
し
山
岳
多
し
。
故
に
外
敵
に
対
す

る
関
係L

atin

と
有
様
を
異
に
す
。
此
の
天
然
の
城
壁
を
頼
み
と

し
人
工
を
以
て
城
壁
を
作
る
に
及
は
ず
。
此
に
於
てS

abini

﹇
人
﹈

の
住
居
の
有
様
もL

atin

﹇
人
﹈
と
異
に
し
箇
々
散
居
せ
り
。
因

てS
abini

﹇
人
﹈
の
部
落
に
はurbs

少
し
。
其
生
計
の
如
き
は

明
な
ら
さ
る
も
古
は
牧
畜
を
以
て
生
計
を
営
め
り
。
之
よ
り
し
て

S
abini

﹇
人
﹈
はL

atin

﹇
人
﹈
の
如
く
団
結
を
重
せ
ず
。
従
て

S
abini

﹇
人
﹈
は
政
治
的
団
体
よ
り
も
一
家
を
重
す
。
因
て

S
abini

﹇
人
﹈
は
政
治
的
団
体
成
ら
さ
る
も
一
家
の
組
織
早
く
よ

り
成
れ
り
。
然
る
にS

abini

﹇
人
﹈
は
外
敵
の
襲
来
を
恐
る
コ

トL
atin

﹇
人
﹈
よ
り
少
き
よ
り
し
てL

atin

﹇
人
﹈
の
如
く
実

用
に
傾
か
ず
幽
﹇
十
七
丁
裏
﹈
美
に
注
目
す
。
殊
にS

abini

﹇
人
﹈

は
山
岳
に
あ
り
、
自
ら
神
聖
な
る
考
起
り
易
し
。
故
に
宗
教
上
の

考
深
し
。
従
て
政
治
機
関
に
関
す
る
考
も
宗
教
的
の
臭
気
を
帯
ぶ

コ
ト
多
し
。L

atin

﹇
人
﹈
は
首
領
を
見
る
に
風
俗
界
の
首
領
と

しS
abini

﹇
人
﹈
は
宗
教
界
の
首
領
と
す
。
勿
論
王
あ
り
し
時

代
は
王
はL

atin

﹇
人
﹈
とS

abini

人
よ
り
交
る
々
々
之
れ
を
出

せ
り
。
然
る
に
政
治
上
の
制
度
はL

atin

﹇
人
﹈
よ
り
の
王
の
手

と
せ
り
。
此
の
如
き
はL

atin

人
種
よ
り
伝
れ
る
な
ら
ん
と
。
之

の
事
た
るG

aius

のInstitutions

に
載
す
。
此
説
明
中
に
甚
だ

奇
異
な
る
コ
ト
を
記
せ
り
。
則
ち
ロ
ー
マ
の
訴
訟
手
続
に
て
物
品

取
戻
す
ト
キ
は
原
被
告
に
法
廷
に
て
演
劇
の
如
き
コ
ト
を
な
す
。

則
ち
原
告
は
奴
隷
な
れ
ば
棒
を
以
て
す
。
被
告
も
棒
を
用
ゆ
。
之

れ
槍
な
り
。
此
槍
は
所
有
権
の
記
号
な
り
。
此
故
は
槍
を
得
た
る

程
慥
な
る
記
な
し
と
せ
り
。
之
等
よ
り
推
見
せ
ば
ロ
ー
マ
人
は
外

敵
と
戦
ひ
分
捕
を
以
て
活
計
を
立
て
り
。
又
ロ
ー
マ
に
て
は
金
銭

をpecus

と
云
ふ
（pecunia

は
之
よ
り
生
ず
）。
此
字
は
牧
畜
を

意
味
す
る
な
り
。
因
てL

atin

も
古
代
は
牧
畜
せ
し
な
ら
ん
と
云

ふ
人
あ
り
。

L
atin

人
の
古
へ
屡
々
行
き
掠
め
し
首
府
はC

aere

な
り
と
云

ふ
人
あ
り
。
此
市
﹇
十
七
丁
表
﹈
府
は
甚
だ
開
け
し
な
り
と
。

L
atin

人
はL

atin

﹇
の
﹈
地
を
占
む
る
に
当
り
此
に
あ
る
人
種

を
捕
へ
又
掠
奪
を
行
ひ
又
他
部
落
よ
り
掠
奪
せ
る
コ
ト
も
あ
り
。

故
に
ラ
テ
ン
人
は
襲
来
を
恐
る
。
因
て
ラ
テ
ン
人
は
団
結
の
必
要

な
る
コ
ト
一
箇
人
に
浸
む
。
故
にL

atin

人
は
団
体
を
重
ず
る
コ

ト
及
び
政
治
上
の
組
織
も
比
較
的
早
く
発
達
す
。
加
之L

atin

人

は
襲
来
を
恐
る
を
以
て
其
実
用
に
傾
き
幽
美
に
注
目
せ
ず
。

S
abini

人
種
はL

atin

人
よ
り
後
れ
て
ロ
ー
マ
に
入
りL

atin

人

（
一
一
六
二
）



宮
崎
道
三
郎
博
士
講
述
『
比
較
法
制
史
』
緒
言
及
び
第
一
部　

羅
馬
法
制
史
（
吉
原
）

三
二
五

S
abini

﹇
人
﹈、T

iberis

河
辺
に
住
居
せ
し
も
の
は

m
os 

Q
uirinalis

な
る
丘
を
占
め
り
。
因
て
一
時
は
此
両
方
面
丘
岡
は

相
隣
接
す
。
故
に
初
は
相
敵
視
せ
し
も
遂
に
は
相
合
し
て
一
国
を

組
織
す
る
に
至
り
ロ
ー
マ
の
建
国
と
な
る
。
此
を
記
す
る
に
足
る

は
古
代
ロ
ー
マ
人
を
称
し
てpopulus R

L
atin

om
anus Q

S
abini

uiritium

と

云
へ
り
（S

abini

﹇
人
﹈
はC

ures

に
あ
る
よ
り
此
く
云
ひ
し
な

り
）。
而
し
て
此
建
国
の
年
代
は
種
々
紛
々
た
れ
ド
モ
先
づ700 

or 800 B
.C

頃
な
ら
ん
。

此
有
様
異
な
る
両
人
種
合
せ
し
も
の
な
る
を
以
て
ロ
ー
マ
の
国

書
及
び
法
律
も
有
様
を
異
に
し
た
る
処
あ
り
。
則
ち
ロ
ー
マ
法
制

史
上
有
様
の
異
な
る
も
の
行
は
る
ゝ
コ
ト
あ
り
。
又
ロ
ー
マ
法
上

公
私
法
相
並
び
て
早
く
発
達
せ
し
コ
ト
は
両
人
種
合
せ
し
を
以
て

な
ら
ん
と
云
ふ
説
あ
り
。
例
﹇
へ
﹈
ば
今
日
称
す
る
公
私
法
の
如

き
は
ロ
ー
マ
法
の
語
よ
り
沿
革
せ
し
な
り
。
ロ
ー
マ
の
極
古
代
は

名
称
な
き
も
原
則
発
達
せ
し
な
り
。
ロ
ー
マ
に
て
初
め
に
両
人
種

﹇
十
八
丁
裏
﹈
せ
し
コ
ト
な
れ
ド
モ
其
後
久
し
か
ら
ず
し
て

L
uceres

人
種
加
は
り
、
ロ
ー
マ
は
初
に
於
て
二
大
部
のtribus

に
分
ち
一
をR

am
nes

、
一
をT

ities

と
せ
り
。L

uceres

加
は

り
てL

uceres tribus

生
ぜ
り
、
此
のL

uceres tribus

の
加

は
り
し
コ
ト
は
、R

om
an

﹇
の
﹈H

ostilius

王
あ
り
てL

atin

に
成
る
も
の
多
く
宗
教
上
の
コ
ト
はS

abini

の
王
の
手
よ
り
成

る
も
の
多
し
。law

の
如
き
も
私
法
と
公
法
と
の
上
にS

abini

﹇
人
﹈
とL

atin

﹇
人
﹈
と
其
有
様
を
異
に
し
、
公
法
はL

atin

﹇
人
﹈
に
早
く
発
達
す
。
之
れ
政
治
的
団
体
を
重
ず
る
に
あ
り
。

私
法
はS

abini
人
に
早
く
発
達
す
。
之
れ
一
家
を
団
体
よ
り
重

ぜ
し
を
以
て
な
り
。
且
つ
法
律
上
用
ゆ
る
儀
式
も
両
人
種
有
様
を

異
に
しS

abini

﹇
人
﹈
は
宗
教
の
臭
味
を
帯
ぶ
も
の
多
し
。
従

て
神
聖
な
る
傾
あ
り
。L

atin
﹇
人
﹈
は
其
臭
味
少
く
し
て
儀
式

は
野
陋
な
る
も
の
多
し
。
例
﹇
へ
﹈
ば
後
に
至
り
て
も
婚
姻
の
如

き
は
有
様
の
異
な
る
も
の
行
は
る
。
一
方
は
厳
格
に
し
て
神
官
列

す
。
一
方
に
は
同
時
に
売
買
結
婚
あ
り
。
此
の
基
は
両
人
種
に
あ

り
。
因
て
有
様
異
な
る
な
ら
ん
と
云
ふ
人
あ
り
。L

atin

人
も
元

よ
り
神
を
敬
す
る
コ
ト
な
か
り
し
に
あ
ら
ず
。S

abini
﹇
人
﹈
に

比
す
れ
ば
少
き
な
り
。
其
初
は
両
人
種
住
居
を
異
に
す
。
全
く
統

一
せ
し
に
あ
ら
ず
。﹇
十
八
丁
表
﹈
併
し
後
に
合
併
せ
り
。
此
の

原
因
は
明
な
ら
ず
ト
モ
、S

abini

﹇
人
﹈
は
何
時
迄
も
北
部
の
み

に
あ
ら
ず
一
部
は
漸
々
南
方
に
下
り
、Italy

半
島
のC

ures

を

占
領
し
住
居
せ
し
コ
ト
あ
り
。
然
れ
ド
モ
尚
一
部
は
進
てItaly

河
辺
に
至
る
あ
り
。
此
頃L

atin

人
中
に
はT

iberis

河
辺
に
於

てm
ons P

alatinus

な
る
丘
嶺
を
占
む
る
も
の
あ
り
。
然
る
に

（
一
一
六
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

三
二
六

は
ざ
る
も
の
と
せ
り
。
若
し
之
を
売
買
せ
ばfas

に
触
る
ゝ
な
り
。

又fas

に
は
種
々
の
儀
式
を
規
定
す
。
元
よ
りfas

とjus

と
は

全
く
別
な
る
も
の
に
あ
ら
ず
。
或
者
は
両
方
相
俟
て
作
為
す
る
あ

り
。
例
﹇
へ
﹈
ば
結
婚
、
離
婚
、
養
子
等
の
如
し
。

fas

に
は
自
か
ら
制
裁
あ
り
。
若
し
之
に
反
す
る
処
業
あ
る
ト

キ
は
種
々
罪
の
軽
重
に
従
ひ
罰
あ
り
。
例
﹇
へ
﹈
ば
神
の
祭
に
与

る
コ
ト
を
禁
せ
ら
る
。
又
は
重
罪
の
も
の
は
其
人
を
保
護
せ
ざ
る

か
如
し
。
而
し
て
ロ
ー
マ
に
て
はfas

の
コ
ト
を
司
る
官
あ
り
。

之
をpontifi ces

と
云
ふ
。
其
長
をpontifex m

axim
us

と
云
へ

り
。
而
し
古
伝
に
よ
れ
ばpontifi ces

を
初
め
て
置
き
し
は
ロ
ー

マ
王N

um
a P

om
pilius

な
り
し
と
。
此
王
はS

abini

人
種
よ
り

出
で
り
。fas

の
由
来
に
付
てE

sm
arch

氏
の
如
き
はfas

の
思

想
は

S
abini

﹇
人
種
﹈
よ
り
起
り
し
な
ら
ん
。
其
故
は

pontifi ces

をS
abini

﹇
人
種
﹈﹇
十
九
丁
裏
﹈
よ
り
選
出
の
王
が

置
き
加
之
此
の
人
種
は
敬
神
の
思
想
盛
な
り
し
を
以
て
な
り
。
而

し
てfas

とpontifi ces

と
は
密
着
の
関
係
あ
り
。
此
事
は
ロ
ー

マ
学
術
を
就
中
法
学
に
影
響
す
。
抑
も
ロ
ー
マ
の
学
問
の
起
り
し

はfas

の
影
響
な
り
と
す
。

﹇
人
﹈
よ
り
出
て
武
を
好
む
、
此
王
は
、L

uceres

な
る
一

tribus
を
作
り
し
な
り
。
之
れL

atin

﹇
人
﹈
の
一
部
な
り
。
之

をm
ons C

aelius

に
移
住
せ
し
む
。
併
し
人
種
よ
り
云
ばL

atin

﹇
人
種
﹈
とS

abini

﹇
人
種
﹈
と
の
二
あ
り
し
の
み
な
り
。

第
二
節　

羅
馬
国
初
に
於
け
る
法
制
の
概
略

第
一
款　

jus et fas
（lex 

人

hum
ana  et lex 

神

divina

）

時
に
て
も
古
は
神
を
拝
し
又
崇
神
天
皇
の
時
は
皇
宮
と
宮
殿
と

同
一
な
り
と
せ
し
な
り
。

R
om

e

に
て
も
同
じ
くL

atin
とS

abini

と
は
小
異
あ
り
し
も

敬
神
盛
な
り
。
而
し
て
人
の
法
律
（jus
）
の
外
に
神
の
法
律

（fas

）
あ
る
コ
ト
を
信
ぜ
り
。
元
よ
りfas
の
コ
ト
に
付
て
は
明

な
ら
ず
。
併
し
神
を
重
す
る
コ
ト
盛
な
れ
ばfas
の
関
係
す
る
こ

と
広
し
。
近
頃fas

を
研
究
す
る
コ
ト
盛
に
し
てJhering

の

G
eist des röm

ischen R
echt

に
書
す
る
処
あ
り
。fas
と
は
例

﹇
へ
﹈
ば
如
何
な
る
日
又
如
何
な
る
時
に
於
て
祭
祀
を
行
へ
ば
宜

し
き
か
を
規
定
す
。
又
訴
訟
も
日
及
び
時
を
定
め
て
な
す
コ
ト
と

な
れ
り
。
又fas

に
於
て
祭
を
な
す
も
場
処
を
択
ぶ
コ
ト
を
規
定

す
。
尚
私
法
上
関
係
な
るres

に
付
て
如
何
な
る
も
の
はres 

神
社

sacra

又
如
何
な
る
も
の
はres 

墳
墓

religiosae

な
る
か
を
規
定
す
。

之
等
は
ロ
ー
マ
に
て
は
別
段
に
取
扱
ひ
一
箇
人
は
之
を
取
扱
ふ
能

（
一
一
六
四
）
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三
二
七

治
と
は
密
着
の
関
係
あ
り
し
コ
ト
は
之
に
よ
り
て
明
な
り
。
此
の

curia

を
又
細
分
しgens

と
称
せ
り
。
故
に37 tribus

、30 
curia

と300 gens

あ
り
てcuria

は10 gens

と
各
細
分
せ
ら
る
。

併
しgens

はfam
ilia

﹇
フ
ァ
ミ
リ
ア
﹈
則
ち
家
族
の
集
合
体
な

ら
ん
。
故
にgens

は
例
外
あ
る
も
正
則
と
し
て
云
へ
ば
同
系
統

よ
り
な
り
し
如
く
見
ゆ
。
因
て
同gens

に
属
す
る
人
々
は
何
れ

も
其
姓
を
同
﹇
じ
﹈
ふ
す
。
則
ちnom

en gentilium

﹇
氏
族
名
﹈

を
同
﹇
じ
﹈
ふ
す
。
例
﹇
へ
﹈
ばV

alerius, F
abius, M

arcius

の
如
し
。
而
し
て
此gens

に
於
て
は
特
に
祭
る
神
あ
り
。
此
神

をsacra gentilicia

と
称
す
。
其
他
同
一
のgens

に
属
す
る

人
々
は
何
れ
も
其
墳
墓
地
を
同
﹇
じ
﹈
ふ
す
。
又
同gens

に
属

す
る
も
の
は
互
に
補
助
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
義
務
あ
り
。
則
ち
貧

賤
の
も
の
あ
れ
は
同gens

中
の
も
の
は
﹇
二
十
丁
裏
﹈
之
を
救

ひ
或
も
の
は
罰
金
を
出
す
。
場
合
に
は
同gens

中
の
他
の
も
の

は
之
を
出
す
。gens

上
に
於
て
制
度
の
尤
も
大
関
係
を
有
せ
し

﹇
は
﹈
遺
産
相
続
な
り
。
若
し
家
長
死
せ
ばsui heredes

（
家
長

の
配
下
に
あ
り
家
長
死
せ
ば
独
立
の
も
の
と
な
る
）
は
先
づ
相
続

す
。
若
し
之
れ
な
き
時
はagnatus or adgnatus

は
相
続
す
。

則
ち
ロ
ー
マ
に
てagnatio

﹇
ア
グ
ナ
テ
ィ
オ
﹈
と
称
す
る
関
係

を
有
す
る
人
々
に
て
先
づ
近
縁
の
も
の
よ
り
相
続
す
る
コ
ト
と
な

第
二
款　

公
法
（
刑
法
と
訴
訟
法
を
除
く
）

第
一
項　

tribus, curia, gens
前
段
に
ロ
ー
マ
人
種
は
二
人
種
よ
り
な
る
を
以
て
ロ
ー
マ
人
を

populus R
om

anus Q
uiritium

﹇
ロ
ー
マ
国
民
ク
ィ
リ
テ
ス
﹈

と
称
す
る
と
云
ふ
コ
ト
を
述
ぶ
。
則
ち
ロ
ー
マ
人
中
にS

abini

﹇
人
﹈、L

atin

人
は
含
ま
る
。
之
の
両
人
種
は
建
国
の
後
二
大
団

体
と
し
て
存
し
住
処
の
如
き
も
各
之
を
異
に
す
。
此
二
大
団
体
を

各tribus

と
称
せ
り
（tribus
は
他
国
に
も
あ
り
。
後
に
は
土
地

の
或
る
区
域
を
云
ふ
）。
併
し
後
にL

uceres

人
種
加
は
れ
り
。

此
時
にL

uceres

も
別
の
組
織
を
作
れ
り
。
故
に3 tribus

あ
り

し
。
然
る
にtribus

を
小
分
しcuria

則
ちtribus

を
各
分
か
ち

て10 curia

と
す
。
故
に
ロ
ー
マ
全
体
に
て
は37 tribus

と30 
curia

あ
り
し
（curia

を
又curia

に
於
て
神
を
祭
る
場
処
を
も

云
ふ
）。curia

に
は
又
各
名
称
あ
り
、
或
は
﹇
二
十
丁
表
﹈

T
itia

或
はC

alabra

と
云
ふ
が
如
し
。
而
し
てcuria
は
政
治

上
非
常
に
重
要
に
し
てcuria

の
組
織
す
るcom

itia centuriata

な
る
集
会
あ
り
。
此
に
国
家
の
大
事
を
議
す
。
此
に
て
は
各

curia

は
席
を
異
に
し
て
各
一
箇
の
発
言
権
を
有
す
。
又
たcuria

は
祭
祀
に
も
重
要
に
し
て
各curia

祭
る
処
の
神
あ
り
。
之
を
監

督
す
る
為
め
に
はcuria

官
あ
り
し
。R

om
e

に
て
は
祭
祀
と
政

（
一
一
六
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

三
二
八

於
て
も
系
統
を
重
ん
じ
同
系
統
の
も
の
は
同
処
に
住
し
同
神
を
祭

り
氏
神
と
し
住
居
の
土
地
に
あ
る
神
と
す
。
又
出
戦
の
時
は
氏
神

は
同
系
統
の
も
の
を
率
ひ
進
む
が
如
し
。
今
日
に
て
も
支
那
は
親

族
の
関
係
を
重
﹇
ん
﹈
ず
。

第
二
項　

rex
rex

を
王
と
訳
す
る
も
日
本
支
那
の
王
と
は
異
な
り
ロ
ー
マ
の

王
は
日
清
の
王
と
有
様
を
異
に
す
。
元
よ
りrex

の
権
強
く
政
治

界
又
宗
教
上
の
首
長
と
せ
ら
れ
最
上
の
位
置
を
占
む
。
併
し
ロ
ー

マ
のrex

は
生
ま
れ
な
が
ら
にrex

に
あ
ら
ず
し
て
撰
挙
に
よ
り

てrex

と
な
る
な
り
。
故
に
学
者
の
間
に
説
あ
り
。
或
人
はrex

の
権
利
同
く
人
民
よ
り
委
任
せ
ら
れ
た
る
も
の
な
り
と
し
或
者
は

rex

は
人
民
よ
り
撰
挙
す
る
もrex

は
従
来
存
在
す
。
故
にrex

の
権
利
は
人
民
の
委
任
よ
り
な
り
し
も
の
に
あ
ら
ず
と
。
而
し
て

rex

の
年
期
は
終
身
に
し
て
一
旦rex

と
な
れ
ば
人
民
之
を
廃
す

る
克
は
ず
。
又
撰
挙
手
続
き
に
て
は
ロ
ー
マ
にsenatores

中
に

﹇
二
十
一
丁
裏
﹈
てinterreges

﹇
中
間
王
﹈
な
る
も
の
あ
り
。

王
死
せ
ば
臨
時
に
王
に
代
り
て
権
を
司
る
も
の
な
り
。

interreges

中
に
て
王
た
る
候
補
者
を
互
撰
し
種
々
の
儀
式
を
経

てcom
itia curiata

﹇
ク
リ
ア
民
会
﹈
に
謀
り
王
を
定
む
る
コ
ト

と
な
れ
り
。
王
の
撰
挙
の
式
の
如
き
は
宗
教
上
の
臭
味
を
帯
ぶ
コ

れ
り
。
而
し
て
其
他
に
ロ
ー
マ
の
古
に
て
はcognatio

﹇
コ
グ
ナ

テ
ィ
オ
﹈
な
る
も
の
あ
り
。
併
し
之
は
法
律
上
認
め
ら
れ
ず
し
て

agnatio
の
み
を
認
め
し
な
り
。
若
しagnatio

の
関
係
あ
る
も

の
な
け
れ
は
同gens

中
に
て
相
続
す
る
コ
ト
と
な
り
し
。
之
に

よ
り
て
同gens
に
属
す
る
人
々
は
元
と
同
祖
の
人
な
り
し
コ
ト

争
ふ
べ
か
ら
ざ
る
が
如
し
。
然
る
にgens

に
属
す
る
人
々
は
其

の
縁
は
甚
だ
遠
く
系
統
の
事
柄
は
判
然
せ
ず
。
勿
論
遺
産
相
続
の

方
法
も
判
然
せ
ず
。
則
ち
同gens

中
の
一
人
が
相
続
せ
し
が
又

同gens

全
体
か
相
続
せ
し
か
判
然
せ
ず
。
ロ
ー
マ
に
て
家
族
に

養
子
す
る
コ
ト
あ
り
。
之
と
同
し
くgens

と
雖
ド
モ
他
人
を
其

gens

中
に
編
入
せ
し
コ
ト
あ
り
。
此
場
合
に
て
は
養
子
は
家
族

と
同
様
に
せ
ら
る
ゝ
如
く
編
入
せ
ら
れ
た
る
人
も
同gens

と
同

じ
く
す
。
故
に
同gens

中
に
て
も
異
祖
の
も
の
あ
り
し
如
く
見

ゆ
。
而
し
てgens

は
各gens

の
長
た
る
も
の
あ
り
。﹇
二
十
一

丁
表
﹈
之
をpater

と
称
し
其gens

を
支
配
す
。
之
等
の
事
柄

は
（
全
く
同
じ
か
ら
ざ
る
も
の
に
し
て
）G

erm
an

の
古
に
於
て

類
似
す
る
処
あ
り
。G

erm
an

に
て
も
昔
は
同
系
統
の
も
の
は
同

地
に
住
し
又
同
系
統
の
も
の
は
出
戦
の
時
は
一
群
を
な
し
て
進
み

又
集
合
の
時
は
同
系
統
の
も
の
は
一
群
し
て
席
を
同
﹇
じ
﹈
ふ
す
。

之
等
は
日
本
支
那
に
て
も
類
似
す
る
処
多
か
ら
ん
。
則
ち
日
本
に

（
一
一
六
六
）
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三
二
九

毎
に
輪
番
と
な
れ
り
。
而
し
てsenatores

を
撰
定
す
る
は
王
に

し
て
人
望
あ
り
且
つ
年
長
者
を
撰
ぶ
な
り
。
故
に
之
は
王
の
機
関

と
云
ふ
も
可
な
り
。

第
四
項　

com
itia curiata

ロ
ー
マ
に
て
後
に
は
政
治
上
に
重
大
な
る
関
係
あ
る
も
の
多
か

り
し
も
古
はcom

itia curiata

﹇
ク
リ
ア
民
会
﹈
な
り
。
之
は

種
々
のcuria

に
属
す
る
人
々
は
此
の
会
員
と
な
り
し
な
り
。
之

よ
り
当
時
は
ロ
ー
マ
に
て
も
武
を
重
せ
し
を
以
て
自
由
の
人
民
と

雖
ド
モ
兵
士
た
ら
ざ
る
も
の
は
此
会
員
に
あ
ら
ず
。
又
奴
隷
の
如

き
貧
民
に
てcuriata

の
会
員
に
あ
ら
ず
。
而
し
て
此
会
は

com
itium

に
開
か
る
ゝ
な
り
。
此
の
開
け
る
ト
キ
は
其
会
員
た

るcuria

の
人
民
列
席
す
。
併
し
各curia

は
一
団
体
を
な
す
を

以
て30 curia

は
各
席
を
異
に
す
。
而
し
て
当
時com

itia

に
事

を
決
す
る
手
続
は
採
決
法
は
猥
り
と
な
る
も
、
先
づ
各curia

に

於
て
多
数
決
を
取
り
意
見
を
定
め
後
全
体
の
意
見
の
多
数
決
に
て

定
む
る
コ
ト
と
な
れ
り
。
各curia

は
一
箇
の
発
言
権
を
有
す
。

当
時
事
を
計
る
﹇
二
十
二
丁
裏
﹈
に
は
後
世
の
如
く
討
論
を
用
ひ

ず
し
て
直
に
可
否
の
決
の
み
を
取
る
。
故
に
（
王
よ
り
出
ず

﹇
る
﹈）
原
案
に
対
し
て
只
可
と
か
否
と
か
の
み
を
述
ぶ
る
な
り
。

議
論
を
交
へ
ず
、
故
に
当
時
の
集
会
に
は
裁
決
あ
り
て
討
論
な
し
。

ト
多
し
。rex

は
ロ
ー
マ
国
の
極
小
な
る
時
な
る
を
以
て
裁
判
の

如
き
も
刑
事
民
事
両
方
共
に
司
る
な
り
。
又
神
及
軍
事
を
監
督
す

る
コ
ト
若
は
官
吏
を
任
免
す
る
コ
ト
もrex

之
を
司
れ
り
。
併
し

当
時rex
は
政
治
界
に
最
上
の
位
地
を
占
め
し
も
神
と
同
一
視
せ

ず
。
被
治
者
の
上
に
立
つ
別
物
と
は
考
へ
ら
れ
ざ
り
し
な
り
。

第
三
項　

senatores

ロ
ー
マ
に
於
て
は
古
く
よ
りsenatores

﹇
元
老
院
議
員
﹈
な

る
も
の
あ
り
。
而
し
て
此
の
職
主
と
し
て
王
の
諮
詢
を
俟
て
後
ち

事
を
司
る
な
り
。
故
に
之
は
王
の
顧
問
者
の
如
し
。
之
が
進
み
て

王
の
好
意
を
束
縛
せ
し
コ
ト
な
し
。
併
し
之
は
古
き
制
度
に
し
て

ロ
ー
マ
に
て
は
甚
だ
重
せ
し
を
以
て
国
家
の
大
事
は
王
も
先
づ

senatores

に
批
准
し
て
之
を
決
す
る
コ
ト
と
な
れ
り
。
而
し
て

若
し
王
はsenatores

に
諮
詢
せ
ず
し
て
専
断
を
行
へ
ば
人
民
大

に
神
に
罰
せ
ら
る
ゝ
考
を
抱
く
有
様
な
り
。
之
を
召
集
す
る
は
王

の
考
次
第
な
り
。
之
は
時
代
に
よ
り
其
数
異
な
り
てR

am
nes 

T
ities

の
あ
り
し
時
は
二
〇
〇
人
に
し
てL

uceri

加
﹇
二
十
二

丁
表
﹈
は
り
﹇
て
﹈
後senatores

も
三
〇
〇
人
と
な
る
。
此
の

任
期
は
終
身
な
り
。senatores

時
と
し
てintereges

と
な
る
。

則
ち
若
し
王
死
し
て
欠
く
る
ト
キ
は
臨
時
に
王
職
を
営
ま
し
む
る

為
めsenatores

の
中
よ
り
一
〇
人
のinterreges

を
撰
び
五
日

（
一
一
六
七
）
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三
三
〇

第
三
款　

私
法
（private law

 or jus privatum

）

ロ
ー
マ
の
私
法
を
述
ぶ
る
に
先
だ
ち
て
説
く
の
必
要
な
る
コ
ト

は
ロ
ー
マ
のfam

ilia

﹇
フ
ァ
ミ
リ
ア
﹈
の
コ
ト
な
り
。fam

ilia

な
る
字
は
種
々
の
意
味
を
有
す
。
併
し
此
に
て
は
親
族
上
の
コ
ト

な
り
。
抑
も
ロ
ー
マ
に
て
はgens

あ
り
。
其
下
にfam

ilia

あ
り

し
な
り
。
然
る
に
広
狭
の
二
意
味
あ
り
て
後
世
の
学
者
は
狭
き
意

味
を
表
さ
ん
為
め
にfam

ilia proprio jure

と
云
ひ
広
き
意
味

の
も
の
をfam

ilia com
m
uni jure

又
はfam

ilia agnatorum

（
或
はf. adgnatorum

）
と
云
ふ
。
而
し
て
後
世
の
学
者
の
著
書

に
は
多
く
此
語
を
用
ひ
た
り
。
之
れL

.195 §
2 D

igestum
 de 

V

﹇erborum

﹈ S

﹇ignifi catione

﹈ 50,16

﹇=D
.50,16,195,2

﹈
に

用
ひ
し
処
よ
り
起
れ
り
。
参
考
に
必
用
な
る
部
分
はL

. 
S
alkow

ski

氏
の
ロ
ー
マ
法
の
箇
条
な
り
。
而
し
て
狭
き
意
味
の

fam
ilia

は
場
合
に
よ
り
家
長
一
人
よ
り
成
立
す
る
コ
ト
あ
り
。

併
し
通
常
家
長
并
に
其
下
に
属
す
る
族
人
よ
り
成
立
す
。
而
し
て

其
一
家
中
に
て
は
家
長
は
家
長
権
（patria potestas

）﹇
二
十
三

丁
裏
﹈
な
る
至
大
権
を
有
す
。

家
長
権
の
大
な
る
家
長
の
存
在
す
る
間
は
家
族
は
之
に
服
従
す

る
コ
ト
と
な
れ
り
。
而
し
て
家
族
は
何
等
の
権
を
も
独
立
し
て
有

す
る
克
は
ず
。
其
家
長
の
権
力
の
盛
な
る
有
様
は
家
長
は
子
女
を

此
事
た
る
凡
てG

erm
an

の
古
の
集
会
と
殆
ど
同
じ
。
則
ち

G
erm

an
の
集
会
は
会
員
は
凡
て
兵
士
に
し
て
着
席
す
る
に
も
同

地
方
の
も
の
は
同
席
に
着
す
る
コ
ト
と
な
る
。
又
討
論
を
用
ひ
ず

裁
決
せ
し
な
り
。
之
れ
ロ
ー
マ
人
もG

erm
an

人
も
元
は
同
じ

A
rian

人
種
な
り
し
を
以
て
な
ら
ん
。
殊
にG

erm
an

の
如
き
は

集
会
に
臨
む
に
武
装
し
て
出
席
し
若
し
開
戦
の
コ
ト
あ
れ
ば
直
に

之
に
臨
む
な
り
。
此
の
集
会
に
て
取
扱
ひ
し
職
は
学
者
間
に
諸
説

あ
り
て
其
範
囲
狭
く
し
て
批
准
会
の
如
し
と
云
ふ
人
あ
る
も
、
併

し
左
の
コ
ト
を
取
扱
ひ
し
な
ら
ん
。
則
ち

│
直
接
に
国
家
に
関

す
る
事
柄
に
付
て
は
左
の
コ
ト
を
決
す
。
則
ちsenatores

先
づ

王
の
候
補
を
定
め
、
其
の
候
補
者
を
王
に
定
む
る
はcom

itia

な

り
。
又
外
国
と
の
宣
戦
媾
和
の
こ
と
其
他
法
律
を
定
む
る
コ
ト
な

り
。
併
し
当
時
は
直
接
に
は
公
に
あ
ら
ず
し
て
私
の
如
き
も
の
に

て
も
尚
之
に
て
取
扱
ひ
し
コ
ト
あ
り
。
例
﹇
へ
﹈
ば
遺
言
養
子
の

コ
ト
（
種
類
に
よ
り
て
は
取
扱
は
さ
る
も
の
あ
り
）
養
子
の
コ
ト

に
は
二
種
あ
り
てadoptio

﹇
他
権
者
養
子
縁
組
﹈
に
て
は
之
の

手
続
を
経
ず
。arrogatio

﹇
自
権
者
養
子
縁
組
﹈
に
て
は
之
を

取
扱
ふ
。adoptio

は
未
だ
独
立
せ
ざ
る
も
の
を
養
子
と
す
る
場

合
に
し
てarrogatio

は
既
に
独
立
し
て
家
長
の
如
き
位
地
を
占

む
る
も
の
を
養
子
と
す
る
な
り
。

（
一
一
六
八
）



宮
崎
道
三
郎
博
士
講
述
『
比
較
法
制
史
』
緒
言
及
び
第
一
部　

羅
馬
法
制
史
（
吉
原
）

三
三
一

め
な
る
コ
ト
は
古
書
に
あ
り
。
又
支
那
語
に
付
て
見
る
も
此
所
以

直
に
知
り
得
る
。
則
ち
相
続
人
を
嗣
子
及
び
継
嗣
と
云
ふ
。
嗣
子

﹇
と
﹈
云
ふ
は
祖
先
の
祭
を
絶
﹇
た
﹈
ざ
る
が
為
め
必
要
な
り
し

コ
ト
明
な
り
。
元
来
示
は
神
に
関
係
あ
る
字
に
し
て
祖

（
示
・
爼
）

及
宗

（
家
・
示
）

字
を
見
る
も
祖
先
を
祭
る
を
重
ん
ぜ
し
コ
ト
明
な
り
（
又
嗣
は
祠
、

口
は
告
ぐ
る
な
り
。
冊
は
系
図
を
云
ふ
）。

ロ
ー
マ
に
於
て
は
夫
が
妻
に
対
す
る
権
の
如
き
も
強
大
に
し
て

夫
権
をm

anus m
ariti

﹇
夫
権
﹈
或
は
単
にm

anus

﹇
手
権
﹈
ト

モ
云
ふ
。
而
し
て
夫
権
の
盛
な
り
し
有
様
はpatria potestas

と
同
じ
く
し
て
婦
が
夫
に
嫁
せ
ば
、
妻
は
夫
の
女
子
の
地
位
に
立

ち
、
夫
は
之
を
売
却
し
又
殺
す
コ
ト
を
得
た
り
。
而
し
て
夫
権
を

得
し
に
は
自
ら
法
律
上
正
当
の
結
婚
法
に
依
ら
さ
る
可
か
ら
ず
。

其
結
婚
法
に
は
第
一
にconfarreatio

﹇
フ
ァ
ー
ル
共
同
式
婚
姻
﹈

あ
り
。
之
れ
は
当
時
の
結
婚
方
法
中
尤
も
神
聖
に
し
て
儀
式
は
正

し
く
則
ち
結
婚
せ
ん
と
す
る
も
の
は
一
礼
拝
場
に
至
り
神
を
祭
る

な
り
。
此
時
両
方
の
家
長
は
勿
論
神
官
及
び
十
人
の
他
人
の
立
会

を
要
す
。
此
の
十
人
の
市
民
を
要
す
る
は1 tribus

に10 curia
あ
り
。
此
各curia

﹇
二
十
四
丁
裏
﹈
よ
り
出
せ
し
な
り
と
云
ふ

な
り
。
第
二
に
はcoem

ptio

﹇
共
買
﹈
な
る
結
婚
法
あ
り

（em
tio

）。
之
れ
は
極
め
て
卑
し
き
方
法
な
り
。
則
ち
売
買
結
婚

売
却
す
る
コ
ト
も
又
殺
す
コ
ト
も
得
た
る
な
り
。
而
し
て
家
族
の

得
た
る
も
の
に
し
て
も
当
然
家
長
の
有
に
帰
す
。
因
て
法
律
上
家

長
の
権
盛
な
り
し
。
併
し
権
利
と
使
用
と
は
別
に
し
て
子
女
を
売

却
し
又
殺
せ
し
コ
ト
実
際
少
し
広
き
意
味
のfam

ilia

は
若
し
同

一
の
家
長
が
生
存
す
る
な
ら
ば
其
の
配
下
に
あ
る
べ
き
筈
な
る

人
々
よ
り
成
立
す
。
換
言
す
れ
ば
此
の
一
の
狭
意
味
のfam
ilia

に
家
長
死
せ
し
と
仮
定
せ
ば
直
接
に
其
家
長
の
配
下
に
あ
る
人
々

は
其
死
亡
と
共
に
各
独
立
と
な
り
別
々
の
多
く
のfam

ilia

と
な

る
な
り
。
此
の
総fam

ilia

を
包
括
す
る
は
広
き
意
味
のfam

ilia

な
り
。
而
し
て
広
意
のfam

ilia

に
属
す
る
処
の
人
々
相
互
の
関

係
をagnatio or adgnatio

と
云
ふ
。
而
し
てagnatio

の
関
係

を
有
す
る
人
をagnatus

（adgnatus

）
と
云
ふ
（plural

﹇
複
数

形
﹈
に
て
はagnati

と
云
ふ
）。

fam
ilia

﹇
に
﹈
属
す
る
も
の
は
皆
系
統
の
関
係
あ
る
か
と
云
へ

ば
然
ら
ず
。
時
と
し
て
は
他
人
を
養
子
と
す
る
コ
ト
あ
る
を
以
て

同
系
統
な
り
と
云
ふ
克
は
ず
。
而
し
て
当
時
養
子
﹇
二
十
四
丁

表
﹈
の
あ
り
し
コ
ト
は
支
那
日
本
の
古
の
養
子
と
同
じ
く
ロ
ー
マ

に
て
も
先
祖
の
祭
を
重
ず
る
を
以
て
其
祭
を
絶
た
ざ
る
為
め
養
子

す
る
コ
ト
必
要
な
り
し
（G

aius

のInstitutiones

中
に
此
事
を

書
せ
り
）。
而
し
て
支
那
時
の
養
子
は
祖
先
の
祭
を
絶
た
ざ
る
為

（
一
一
六
九
）
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三
三
二

あ
り
。
此
他
に
尚
結
婚
法
あ
り
し
。
之
れ
は
二
方
法
よ
り
少
し
く

新
し
き
な
ら
ん
。
則
ちusus

方
法
な
り
。
之
は
ロ
ー
マ
に
於
け

る
物
権
取
得
の
方
法
乃
ちusucapio

と
相
類
似
す
。usucapio

は
時
効
の
制
度
の
尤
も
古
き
も
の
な
り
。
ロ
ー
マ
に
て
も
或
物
を

間
断
な
く
占
有
す
れ
ば
遂
に
其
占
有
権
を
得
る
を
云
ふ
な
り
。
之

れ
と
同
し
く
前
二
者
の
手
続
を
経
ざ
る
も
男
子
は
女
子
に
付
て
夫

権
を
得
た
る
コ
ト
あ
り
。
此
時
は
実
際
上
夫
婦
た
ら
ん
と
し
て
共

に
一
年
間
同
棲
す
る
ト
キ
は
男
子
は
其
女
子
に
対
し
夫
権
を
得
た

り
。
之
はS

ohm

の
ロ
ー
マ
法
中
に
書
せ
り
。
女
子
の
如
き
も
以

上
三
種
の
方
法
の
一
を
経
て
他
家
に
嫁
す
る
ト
キ
は
郷
方
の
家
長

の
権
内
を
脱
し
嫁
し
た
る
家
のagnatus

と
な
る
な
り
。
女
子
の

子
はagnatus

を
有
せ
ず
。
其
意
味
は
嫁
せ
し
前
はagnatus

を

有
す
る
。
若
し
他
家
に
嫁
せ
ば
郷
家
のagnatus

な
し
。
而
し
て

其
子
は
嫁
せ
し
家
のagnatus

と
な
る
な
り
。
此
の
異
種
の
方
法

は
同
時
に
行
は
る
ゝ
は
如
何
と
の
説
あ
り
。
或
人
は

confarreatio

はS
abini

﹇
人
種
﹈
よ
り
伝
は
り
、coem

ptio

は

L
atin

﹇
人
種
﹈
よ
り
伝
は
り
し
と
。
又confarreatio

は
上
等

社
会
に
行
は
れ
し
も
の
に
し
てcoem

ptio

は
下
等
社
会
に
行
は

れ
し
も
の
な
り
と
の
説
﹇
二
十
五
丁
裏
﹈
も
あ
り
。
併
し
此
二
方

法
は
時
を
異
に
しconfarreatio

は
早
く
よ
り
あ
り
て
其
後の

ち
に

に
し
て
夫
た
ら
ん
と
す
る
男
子
は
女
子
の
家
長
に
付
て
丁
寧
な
る

儀
式
を
な
し
女
子
を
買
得
し
て
妻
と
す
る
な
り
。
其
儀
式
の
如
き

は
後
に
起
り
し
。m

ancipatio

﹇
握
取
行
為
﹈
と
略
ぼ
類
せ
し
も

の
な
ら
ん
と
云
ふ
。m

ancipatio

は
売
買
と
訳
す
る
よ
り
他
な
し
。

併
し
ロ
ー
マ
に
て
はem

（p

）tio venditio

（
時
の
売
買
に
尤
も
近

し
）
あ
り
。
此
の
売
買
は
合
意
の
み
に
て
成
立
す
。
而
し
て
合
意

あ
れ
は
債
権
債
務
の
関
係
生
ず
。m

ancipatio

は
之
れ
と
大
に
異

な
り
て
践
式
の
即
時
履
行
の
売
買
に
て
厳
な
る
儀
式
を
な
し
直
に

価
を
払
ひ
同
時
に
品
物
を
渡
す
コ
ト
と
な
り
則
ち
直
ち
に
物
権
移

る
コ
ト
と
な
れ
り
。
而
し
てm

ancipatio
を
な
す
時
は
買
手
と

売
手
の
も
の
ゝ
他
に
五
人
の
ロ
ー
マ
市
人
を
要
す
。
尚
此
他
に

libripens

﹇
秤
持
ち
﹈
と
称
す
る
衡
を
以
て
金
を
度は

か

る
人
も
列
席

す
。
此
立
会
を
な
し
買
手
は
金
を
衡
に
て
度
り
売
手
に
渡
し
同
時

に
或
る
一
定
の
儀
式
を
な
す
。
此
時
にH

unc ego hom
inem

 
jure Q

uiritium
 m

eum
 esse aio isque m

ihi em
ptus esto 

hoc aere aeneaque libra

な
る
語
を
唱
ふ
。m

ancipatio
は

ロ
ー
マ
王

S
ervius T

ullius

の
時
に
初
れ
り
と
の
説
あ

﹇
二
十
五
丁
表
﹈
り
。
而
し
てcoem

ptio

を
髣
髴
た
る
儀
式
な
り

し
な
り
。
ロ
ー
マ
に
て
は
儀
式
は
古
く
な
る
程
厳
格
と
な
り
後
に

至
れ
は
至
る
程
儀
式
左
程
厳
な
ら
ず
。
以
上
の
二
方
法
は
古
よ
り

（
一
一
七
〇
）
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三
三
三

如
し
。

第
四
款　

刑
法

刑
法
に
付
て
も
判
然
せ
ざ
る
コ
ト
多
し
。
然
し
当
時
と
雖
ド
モ

perduellio

﹇
反
逆
罪
﹈
及
びparricidium

﹇
殺
人
罪
﹈
の
如
き

も
の
を
犯
し
た
る
も
の
は
公
に
進
ん
で
之
に
刑
罰
を
加
へ
し
が
如

し
。
元
来perduellio

と
は
言
語
の
意
味
は
甚
し
き
仇
と
い
ふ
に

あ
り
て
当
時
は
ロ
ー
マ
に
て
は
法
律
上
此
語
を
凡
て
国
家
に
敵
対

す
る
所
業
に
付
て
用
ふ
。
因
て
外
患
内
乱
に
関
す
る
罪
を
云
ふ
。

又parricidium

は
自
由
の
人
民
を
殺
害
す
る
罪
に
し
て
此
事
た

る
直
接
に
箇
人
に
対
す
る
罪
な
る
も
尚
公
に
之
を
罰
す
。
此
他
の

犯
罪
に
て
は
公
に
進
ん
で
罰
す
る
こ
と
な
し
。
多
く
は
一
箇
人
を

し
て
随
意
に
救
生
を
求
め
し
む
。
例
ば
他
人
の
品
物
を
窃
取
し
た

り
。
又
他
人
に
疵
を
被
ら
す
ト
キ
は
被
害
者
と
加
害
者
と
私
談
し

て
和
し
得
る
。
併
し
被
害
者
は
訴
へ
得
る
コ
ト
も
出
来
る
な
り
。

元
よ
り
被
害
者
は
訴
へ
出
れ
ば
公
に
之
を
裁
判
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。

此
の
如
き
場
合
に
は
一
定
の
標
準
な
か
る
べ
か
ら
ず
。
則
ち
自
ら

一
定
の
標
準
あ
り
。
例
﹇
へ
﹈
ば
他
人
に
瘡
を
負
は
し
め
、
不
具

者
た
ら
し
め
た
る
も
の
は
加
害
者
に
同
様
な
る
害
を
加
ふ
。
或
又

他
人
の
物
を
窃
取
﹇
二
十
六
丁
裏
﹈
し
た
る
ト
キ
は
加
害
者
を
捕

へ
其
物
を
被
害
者
に
返
し
或
は
奴
隷
と
せ
し
む
る
如
き
コ
ト
あ
り
。

coem
ptio

は
生
ぜ
し
も
の
な
ら
ん
。

相
続
の
コ
ト
に
付
て
略
述

家
長
死
亡
せ
ば
其
のsui heredes

は
遺
産
を
相
続
す
。sui 

heredes

と
は
元
と
家
長
の
配
下
に
あ
り
し
も
の
に
シ
テ
家
長
死

し
て
後
独
立
と
な
り
た
る
も
の
な
り
。
併
しsui heredes

な
き

場
合
あ
り
。
其
時
に
はagnatio

中
の
親
族
の
近
縁
の
も
の
よ
り

相
続
す
。
併
し
時
と
し
て
はagnati

な
き
コ
ト
あ
り
。
其
時
は

gens

に
於
て
家
財
則
ち
遺
産
を
相
続
す
（
家
財
＝res fam

ilias

）。

尤
も
以
上
の
場
合
は
無
遺
言
の
時
な
り
。
当
時
に
も
遺
言
を
な
し

て
遺
財
を
譲
り
し
コ
ト
あ
り
。
然
れ
ド
モ
遺
言
（testam

entum

）

を
出
す
に
は
丁
寧
な
る
式
を
踏
む
。
其
式
をcom

itia

則
ち

com
itia calata

に
て
行
ふ
。
之
れ
はcom

itia curiata

と
同
一

な
る
と
の
説
あ
り
。
而
し
て
物
権
に
関
す
る
規
定
債
権
に
関
す
る

規
定
は
判
然
せ
ず
、
且
又
債
権
の
コ
ト
に
付
て
は
当
時
非
常
に
同

族
を
重
じ
同
系
統
の
間
は
堅
固
な
り
。
故
に
有
無
の
相
通
ず
る
コ

ト
は
親
族
間
に
行
は
れ
し
な
ら
ん
。
因
て
債
権
物
権
に
関
す
る
規

定
は
重
に
内
々
の
コ
ト
に
し
て
表
に
顕
は
れ
し
コ
ト
少
し
。
又
交

通
繁
栄
な
ら
ざ
る
を
以
て
此
﹇
二
十
六
丁
表
﹈
等
の
規
定
も
従
て

幼
稚
な
り
し
。
又
奴
隷
、
土
地
、
耕
作
運
搬
に
必
要
な
る
獣
類
を

重
ん
ず
。
故
に
之
等
を
売
買
す
る
に
も
其
儀
式
自
ら
厳
な
り
し
が

（
一
一
七
一
）
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三
三
四

き
極
め
て
不
便
且
つ
儀
式
は
厳
な
り
し
か
如
し
。
例
へ
ば
地
所
に

付
て
訴
訟
あ
れ
ば
矢
張
其
地
所
の
あ
る
処
に
至
り
裁
判
を
開
く
。

但
し
当
時
ロ
ー
マ
は
甚
だ
小
な
る
を
以
て
煩
雑
な
ら
ず
。
之
よ
り

し
て
開
廷
と
な
れ
ば
相
方
の
も
の
は
地
所
に
付
て
現
在
争
ふ
が
如

き
有
様
を
演
ず
る
な
り
。
此
事
は
後
に
も
行
は
る
。
而
し
て
各
其

権
利
を
主
張
し
其
陳
述
す
る
所
欺
言
な
ら
ざ
る
を
誓
ふ
。
然
る
ト

キ
は
王
は
争
を
止
め
し
む
。
当
時
の
ロ
ー
マ
の
訴
訟
手
続
は
両
人

争
へ
ば
他
人
が
之
に
仲
裁
に
入
る
と
同
様
の
方
法
な
り
。
扨
て
王

は
争
を
止
め
し
め
、
欺
に
あ
ら
ざ
る
を
誓
ひ
た
る
も
の
を
罰
す
る

為
め
相
方
の
も
の
よ
り
畜
類
を
出
し
て
之
を
賭
け
、
而
し
て
何
れ

か
勝
て
ば
勝
利
者
は
其
畜
類
を
得
る
も
敗
北
者
は
其
畜
類
を
失
ふ
。

元
よ
り
此
場
合
に
地
処
を
取
り
戻
す
は
勿
論
、
尚
賭
た
る
畜
類
を

得
る
な
り
。
併
し
後
に
は
賭
け
る
も
の
は
金
銭
と
な
り
敗
北
者
の

金
は
国
庫
に
収
る
コ
ト
と
な
れ
り
。

第
三
節　

内
部
の
軋
轢
及
其
影
響
﹇
二
十
七
丁
表
﹈

第
一
款　

clientes

及plebeji

（plebs, plebeii

）

ロ
ー
マ
に
於
てtribus, curia, gens

あ
り
、
其gens

に
属
す

る
人
の
外
に
別
に
﹇
二
十
七
丁
裏
﹈clientes

な
る
一
種
の
階
級

の
人
々
あ
り
。
或
人
の
説
に
は
之
はplebeji

と
異
名
同
実
な
り

と
。
兎
に
角clientes

に
付
て
諸
説
あ
り
。
而
し
て
此
両
者
は
別

要
す
る
に
当
時
は
大
抵
の
犯
罪
は
一
箇
人
を
し
て
随
意
に
殺
生
を

求
め
し
む
る
コ
ト
甚
だ
多
し
。
独
逸
の
古
に
於
て
も
同
じ
く
し
て

公
に
罰
を
科
す
る
コ
ト
少
し
。

第
五
款　

訴
訟
法

前
述
の
如
く
ロ
ー
マ
国
は
甚
だ
小

ち
い
さ

し
、
故
に
訴
訟
の
事
柄
も

少
し
。
王
は
之
を
裁
判
す
る
に
繁
雑
な
る
コ
ト
な
し
。
因
て
王
自

ら
裁
判
を
司
る
刑
法
に
於
てperduellio, parricidium

に
於
て

王
自
ら
裁
判
す
。
併
し
時
と
し
て
は
王
は
他
人
を
し
て
審
判
な
ら

し
む
る
コ
ト
あ
り
。
則
ちperduellio

に
於
て
は
王
は
臨
時
に

decem
viri perdellionis

﹇
反
逆
罪
担
当
十
人
官
﹈
な
る
も
の
を

置
き
之
を
審
判
せ
し
む
る
か
如
し
。
又parricidium

の
場
合
に

て
はquaestores parricidii

﹇
殺
人
担
当
捜
査
官
﹈
な
る
常
置

員
あ
り
て
之
を
し
て
探
索
其
他
の
下
調
べ
を
な
さ
し
む
。
後
王
は

之
を
判
決
す
。
但
し
当
時
の
コ
ト
に
付
て
注
目
す
べ
き
は
当
時
の

fam
ilia

及
び
家
長
の
権
に
し
て
家
長
の
権
は
甚
だ
強
く
し
て
法

律
上
其
家
族
を
殺
し
得
る
程
な
れ
ば
、
若
し
犯
罪
人
は
其
家
族
の

中
の
も
の
な
れ
ば
大
抵
家
長
之
を
裁
判
す
。
因
て
公
に
な
り
し
コ

ト
少
か
ら
ん
。
又
民
事
訴
訟
の
場
合
に
は
原
被
相
方
の
間
に
密
に

仲
裁
人
を
設
け
仲
裁
を
な
さ
し
む
。
併
し
﹇
二
十
七
丁
表
﹈
公
と

な
れ
ば
矢
張rex

之
を
裁
判
す
。
尤
も
此
場
合
に
は
其
手
続
の
如

（
一
一
七
二
）
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三
三
五

と
云
う
。plebeji

の
如
き
は
一
時
は
卑
賎
な
り
し
も
漸
々
報
を

得
ロ
ー
マ
法
制
に
影
響
を
及
﹇
ぼ
﹈
す
。
此
の
由
来
は
今
日
尚
不

明
に
し
て
其
初
は
ロ
ー
マ
人
に
征
服
さ
れ
し
人
民
よ
り
起
り
し
な

ら
ん
。
而
し
て
此
は
稍
や
優
待
せ
ら
れ
し
な
り
。
則
ちK

arlow
a

は
ロ
ー
マ
人
は
近
傍
の
部
族
を
征
せ
し
時
其
土
地
を
以
て
ロ
ー
マ

半
島
に
編
入
す
る
と
共
に
其
地
に
住
せ
し
人
民
を
或
は
ロ
ー
マ
市

の
近
傍
に
移
し
住
せ
し
め
或
は
其
住
民
を
し
て
従
来
の
如
く
其
土

地
に
住
せ
し
む
。
之
等
の
人
民
に
は
各
若
干
の
土
地
を
与
へ
し
如

く
見
ゆ
。
而
し
てclientes

とplebeji

と
の
大
異
はclientes

は
全gens

に
属
しplebeji

は
一
己
人
及
びgens

に
も
属
せ
ず
。

併
し
其
地
位
た
る
や
一
般
の
市
民
よ
り
卑
き
も
の
と
見
做
さ
る
。

故
に
住
居
も
之
を
異
に
し
又
祭
祀
の
如
き
もplebeji

は
市
民
と

共
に
せ
ず
又
市
人
はcom

itia curiata

に
会
員
と
な
り
又
発
言

し
得
る
もplebeji

は
然
ら
ず
。
其
他plebeji

はsenatores

を

も
出
す
コ
ト
を
得
ず
。
要
す
る
に
﹇
二
十
八
丁
裏
﹈
公
権
上
大
に

差
異
な
り
。
元
よ
り
私
権
上
は
通
常
の
市
民
と
有
無
相
通
す
。
但

し
結
婚
の
如
き
は
階
級
異
な
る
故
に
市
民
と
結
婚
し
得
ず
。
従
来

plebeji

に
対
し
通
常
の
市
民
をpatricii

と
云
ふ
。

物
な
る
コ
ト
確
な
ら
ん
。
而
し
てclientes

の
起
源
に
付
て
も
諸

説
あ
り
。
今K

arlow
a

の
説
に
よ
れ
ば
之
は
ロ
ー
マ
人
に
征
服

さ
れ
しItaly

の
土
人
よ
り
起
り
し
な
ら
ん
。
抑
も
ロ
ー
マ
人
は

其
初
めItaly
の
土
人
を
征
す
る
や
其
征
服
の
土
人
を
諸gens

に

分
配
し
其
住
民
た
ら
し
め
し
も
の
な
ら
ん
。
而
し
て
其clientes

と
市
人
と
の
関
係
は
相
互
の
約
束
に
よ
り
定
め
し
も
の
な
り
。
住

人
は
市
人
に
対
し
て
忠
実
な
ら
ん
コ
ト
を
約
す
る
と
同
時
に
市
人

も
住
人
に
対
し
之
を
保
護
せ
し
コ
ト
を
約
せ
し
な
り
。
若
し
住
人

は
其
誓
に
背
く
か
又
市
人
が
背
け
はfas

に
触
れ
て
相
当
の
罰
を

受
く
。
故
に
市
人
は
住
人
に
相
当
の
保
護
を
与
ふ
る
や
勿
論

clientes

も
市
人
に
忠
実
な
る
な
り
。
例
﹇
へ
﹈
ば
戦
争
の
時
は

市
人
に
随
ひ
戦
争
に
赴
き
又
市
人
は
困
難
に
陥
る
ト
キ
は
自
ら
財

産
を
出
し
て
大
急
を
救
ふ
。
但
しclientes

の
所
属
は
明
な
ら
ず
。

則
ちclientes

は
果
し
て
或gens

に
属
す
る
か
又
たgens
中
の

一
家
の
長
に
属
す
る
か
は
不
明
な
れ
ド
モ
多
分
或gens
に
属
す

る
な
ら
ん
。
而
し
てgens

の
諸
説
家
長
に
対
し
てclientes
は

従
ふ
可
き
な
り
。﹇
二
十
八
丁
表
﹈
而
し
て
市
人
と
住
民
と
も
関

係
は
一
時
に
あ
ら
ず
し
て
永
久
な
り
と
。
此
説
中
当
ら
ざ
る
処
あ

る
か
知
る
能
は
ざ
る
な
り
。
而
し
て
一
層
広
き
ロ
ー
マ
歴
史
に
於

て
大
関
係
あ
る
も
の
はplebeji

な
り
。
之
を
総
称
し
てP

lebs

（
一
一
七
三
）
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三
三
六

勢
力
を
増
す
に
付
てpatricii

は
之
を
嫌
ふ
コ
ト
甚
し
か
り
し
も

ロ
ー
マ
王
中
に
て
もplebeji

の
前
途
を
看
破
しplebeji

の
地
位

に
付
て
大
改
革
を
な
さ
ん
と
す
る
も
の
あ
り
。
其
著
し
き
は
ロ
ー

マ
の
五
代
王T

arquinius P
riscus

氏
に
し
て
改
革
を
行
は
ん
と

せ
り
。
其
改
良
はR

am
nes, T

ities, L
uceres

の
三
人
種
の
外

にplebeji

の
有
力
者
を
取
り1 tribus

を
作
ら
ん
と
す
。
其
の

新tribus

をcuria

に
もgens

に
も
分
ち
てpatricii

と
同
様

に
せ
ん
と
。
此
の
改
革
た
る
過
激
に
失
す
。
則
ち
表
面
上

patricii

と
同
様
に
せ
ん
と
す
る
を
以
て
ロ
ー
マ
人
の
性
質
上
此

の
企
図
に
反
対
す
る
コ
ト
明
白
な
り
。
因
て
其
本
来
の
改
革
を
行

ふ
能
は
ず
。
之
を
折
衷
し
てplebeji

の
有
力
者
を
元
のtribus

中
に
配
合
す
る
コ
ト
と
な
れ
り
。
其
結
果
た
るpatricii

の
数
増

せ
し
の
み
に
し
て
其
他
に
影
響
な
し
。
因
て
此
﹇
二
十
九
丁
裏
﹈

の
計
画
行
は
る
。
其
次
の
改
革
はS

ervius T
ullius

王
の
改
革

に
し
て
之
はP

riscus

王
の
改
革
よ
り
巧
に
し
て
其
結
果
も
重
大

な
る
も
の
な
り
。
此
の
改
革
の
仕
方
は
第
一
表
面
上
ロ
ー
マ
の
兵

制
に
改
革
し
同
時
に
集
会
に
於
て
新
制
度
を
設
け
り
。
其
結
果
と

し
てplebeji

の
地
位
を
高
め
り
。
此
く
兵
制
の
改
革
に
伴
ふ
て

私
法
上
に
も
新
制
度
を
設
く
。
又
裁
判
の
コ
ト
に
関
し
て
も
多
少

新
制
度
を
設
く
。
併
し
第
一
に
目
に
触
る
ゝ
も
の
は
兵
制
上
の
改

第
二
款　

羅
馬
の
諸
王
の
改
革
則
ち
羅
馬
王
はplebeji

に

﹇
付
て
﹈
改
革
す

ロ
ー
マ
に
は
人
民
の
階
級
中patricii

とplebeji

は
尤
も
大

切
な
り
。
此
両
者
は
階
級
の
異
な
る
に
従
ひ
気
風
も
大
に
異
に
し

て
運
命
を
異
に
す
。patricii

は
其
階
級
の
高
き
も
の
に
し
て
門

閥
家
な
り
。
然
る
に
門
閥
家
の
僻
と
し
て
地
位
の
高
き
も
の
は
旧

格
を
守
る
醜
度
盛
な
り
。
因
てpatricii

は
門
口
を
閉
ぢ
て
他
の

階
級
のpatricii

中
に
入
る
コ
ト
を
許
さ
ず
。plebeji

は
元
来
地

位
卑
し
き
を
以
て
旧
格
を
守
る
必
要
な
し
。
故
に
強
て
他
人
を
其

階
級
に
編
入
す
る
を
拒
ま
ず
。
其
結
果
と
し
てplebeji

は
益
々

人
々
を
増
す
。
因
てplebeji

は
初
は
勢
力
微
々
た
り
し
も
人
口

増
す
に
従
ひ
勢
盛
ん
と
な
り
従
て
地
位
を
高
め
ん
と
す
る
は
有
る

可
き
コ
ト
な
り
。
故
に
終
にplebeji

もpatricii
と
肩
を
比
べ

ん
と
す
る
に
至
る
。
併
しpatricii

はplebeji

の
勢
力
を
得
る

﹇
二
十
九
丁
表
﹈
を
見
て
不
平
絶
へ
ず
遂
に
葛
藤
を
生
じ
一
時
は

非
常
の
内
乱
に
陥
ら
ん
と
す
。
然
れ
ド
モ
其
の
成
り
行
き
は

plebeji

は
勢
を
得
てpatricii

と
同
地
位
を
占
む
る
に
至
る
。
此

事
柄
は
ロ
ー
マ
法
制
上
大
影
響
を
な
す
。
則
ちpatricii

の
盛
な

る
と
き
は
法
律
も
又
旧
を
尊
び
不
都
合
な
る
コ
ト
あ
る
も
改
め
ず

plebeji

勢
を
得
て
よ
り
簡
易
を
尊
ぶ
に
至
る
。
已
にplebeji

は

（
一
一
七
四
）
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三
三
七

り
。
第
二
第
三
級
等
又
歩
兵
隊
あ
り
し
な
り
。
而
し
て
騎
兵
隊
は

財
産
の
多
き
も
の
よ
り
取
る
な
り
。
従
て
騎
兵
隊
は
第
一
級
の
み

よ
り
取
る
。
此
の
兵
隊
の
外
に
尚
五centuria

あ
り
し
。
之
れ

は
貧
民
よ
り
成
立
す
る
一
隊
、
其
他
大
工
左
官
よ
り
成
﹇
立
す

る
﹈
二
隊
、
又
楽
人
よ
り
成
立
す
る
二
隊
あ
り
。
都
合
一
九
三

centuria

あ
り
し
な
り
。
之
れ
兵
制
の
大
略
な
り
。S

ervius 
T
ullius

… 

﹇ﾏﾏ

﹈
はcenturia

よ
り
成
立
の
集
会
を
改
め
其
集

会
は
則
ちcom

itia centuriata

に
し
て
、
之
に
はcenturia

に

属
す
る
兵
士
は
会
員
な
り
。
故
にcom

itia centuriata

は

patricii

の
み
会
員
な
り
し
もcom

itia centuriata

はpatricii

﹇
三
十
丁
裏
﹈
及
びplebeji

も
会
員
た
り
し
。
併
し
ロ
ー
マ
に
て

は
容
易
に
旧
慣
を
改
め
ず
、
故
にcom

itia curiata

は
存
在
す
。

則
ち
両
集
会
相
并
び
て
存
在
す
。
而
し
てcom

itia centuriata

は
王
之
を
召
集
し
其
決
す
る
事
は
開
戦
媾
和
な
り
し
な
ら
ん
。
又

裁
決
の
如
き
はcom

itia curiata

と
同
じ
く
発
言
を
有
し
決
議

を
な
す
に
は
多
数
決
に
て
之
を
定
む
。
而
し
て
発
言
の
順
序
を
先

づ
騎
兵
は
発
言
す
。
此
の
改
革
は
実
際
に
於
て
其
初
は
尚

patricii

は
其
集
会
に
於
て
勝
を
制
せ
し
な
ら
ん
。
則
ち
一
九
三

centuria
あ
る
も
其
中
を
第
一
級
の
人
民
に
属
す
る
も
の
は
大
抵

富
有
な
り
。
其
富
有
者
はpatricii

多
し
且
つ
第
一
級
に
九
八

革
に
し
てS

ervius T
ullius

前
の
ロ
ー
マ
兵
制
は
人
の
系
統
に

基
き
し
も
の
に
し
て
或
階
級
の
人
々
に
限
り
兵
士
と
な
り
得
る
。

而
し
て
開
戦
媾
和
もcom

itia curiata

の
み
な
り
。
因
て

plebeji

の
如
きpatricii

の
階
級
に
属
せ
ざ
る
も
の
は
兵
士
た
る

コ
ト
能
は
ざ
る
の
み
な
ら
ず
開
戦
媾
和
に
付
て
一
言
を
も
吐
露
す

る
能
は
ず
。
併
し
開
戦
媾
和
に
関
係
あ
る
コ
トplebeji

と

patricii

と
は
同
一
の
も
の
な
り
。
加
之plebeji

はT
ullius

の

時
代
に
戦
功
を
表
し
勢
力
あ
り
。
故
に
之
を
し
て
兵
士
た
ら
し
め

ざ
る
コ
ト
は
不
公
平
な
り
。
又plebeji

を
兵
士
と
し
て
戦
場
に

出
せ
り
。
用
を
な
さ
ず
。
故
に
財
産
に
よ
り
て
兵
士
を
取
る
コ
ト

と
な
せ
り
。
因
てplebeji

は
必
ず
兵
士
と
な
る
コ
ト
を
得
ざ
る

に
あ
ら
ざ
る
な
り
。plebeji

に
て
も
財
産
を
有
せ
ば
兵
士

﹇
三
十
丁
表
﹈
と
な
り
得
る
。patricii

に
て
も
財
産
な
け
れ
ば
兵

士
と
な
り
得
ず
。
故
にplebeji

の
利
の
為
め
に
計
り
て
建
て
た

る
が
如
く
見
へ
ず
。
因
てpatricii

も
之
に
反
対
せ
ざ
り
し
な
り
。

S
ervius T

ullius

は
土
地
、slave

﹇
奴
隷
﹈
及
び
運
搬
す
る

に
大
切
な
る
畜
類
を
財
産
と
し
第
五
級
に
分
ち
、
第
一
級
は
十
万

as

の
資
産
、
第
二
級
は
七
万
五
千as

あ
る
も
の
此
く
の
如
き
割

合
に
よ
り
て
階
級
を
な
し
、
第
一
級
は
騎
兵
隊
は
一
八
并
に
歩
兵

八
〇
と
な
し
合
せ
て
九
八
隊
（
九
八centuria

（
隊
））
と
な
せ

（
一
一
七
五
）
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三
三
八

と
し
て
之
を
定
め
し
な
り
。
然
る
に
右
の
地
処
、
奴
隷
、
牛
馬
は

財
産
に
見
積
る
も
の
な
れ
ば
人
民
特
に
重
ん
ず
。
故
に
之
を
売
買

す
る
式
も
厳
に
せ
ざ
る
可
か
ら
ず
。
因
て
此
王
時m

ancipatio

の
式
行
は
る
ゝ
に
至
れ
り
と
の
説
あ
り
。
此
式
の
時
売
買
す
る
人

は
勿
論
其
他
にlibripens

（
金
銭
を
衡
に
掛
け
る
人
を
云
ふ
）

立
会
は
一
定
の
式
を
行
ひ
買
手
、
金
を
売
手
に
渡
し
売
買
成
る
。

此
の
売
買
の
如
き
は
﹇
三
十
一
丁
裏
﹈
相
方
の
履
行
は
同
時
に
成

立
せ
ざ
る
可
か
ら
ず
。
而
し
て
予
め
相
方
の
合
意
あ
り
し
の
み
に

て
は
何
の
功
も
な
し
。
而
し
て
此
の
売
買
は
其
式
を
行
ふ
と
同
時

に
代
金
及
び
品
物
は
一
方
よ
り
他
方
に
移
る
。
此
時
代
、
売
買
は

物
権
的
元
素
と
人
権
的
元
素
と
は
相
混
ぜ
し
な
り
。
而
し
て
殆
ん

ど
債
権
債
務
の
関
係
生
ず
る
の
暇
な
し
。
則
ち
後
に
至
り
て

em
tio venditio

﹇
売
買
﹈
な
る
種
類
の
式
あ
る
に
至
り
て
は
契

約
と
履
行
と
は
分
離
せ
り
。
然
れ
ド
モm

ancipatio

﹇
握
取
行

為
﹈
の
時
代
に
は
相
方
の
も
の
は
売
買
に
付
て
合
意
す
る
や
否
や

履
行
せ
ざ
る
可
か
ら
ざ
る
な
り
（m

ancipatio

はR
om

e

の
契
約

上
大
関
係
を
な
す
。S

ohm

氏
は
契
約
はm

ancipatio

よ
り
漸
々

変
ぜ
し
な
り
と
）。
而
し
て
財
産
はm

ancipatio

の
式
を
な
し
売

買
す
る
も
の
な
る
を
以
てres m

ancipi

﹇
手
中
物
﹈
と
云
ふ
其

他
の
売
買
は
此
式
な
き
を
以
てres nec m

ancipi

﹇
非
手
中
物
﹈

centuria

あ
り
。
故
に
集
会
に
於
て
裁
判
す
る
ト
キ
は
自
然

patricii
の
意
見
用
ひ
ら
れ
し
な
ら
ん
。
又plebeji

も
発
言
を
有

す
る
を
以
てplebeji

に
取
り
て
は
大
切
な
る
大
改
節
に
し
て
且

つ
漸
々
財
産
を
得
る
に
至
れ
ば
其
意
見
も
重
を
な
す
に
至
り
し
な

ら
ん
。
果
し
て
此
の
集
会
は
後
に
大
勢
力
を
有
す
る
に
到
り
之
れ

ロ
ー
マ
人
の
多
数
の
意
見
を
代
表
す
れ
ば
な
り
。
因
て
此
の
集
会

の
生
ぜ
し
以
来
知
ら
ず
。com

itia curiata

の
事
も
此
集
会
に
て

決
す
る
コ
ト
と
な
りcom

itia curiata

﹇
三
十
一
丁
表
﹈
は
有
名

無
害
な
る
も
の
と
な
れ
り
。
右
の
兵
制
并
に
制
度
と
相
牽
制
し
て

当
時
人
民
の
財
産
を
調
べ
る
コ
ト
必
要
と
な
る
。
因
てcensus

な
る
帳
簿
生
じ
当
時
の
兵
制
の
基
た
る
財
産
を
調
べ
之
に
記
せ
り
。

此
く
調
査
起
る
に
従
へ
は
ロ
ー
マ
人
は
当
時
ロ
ー
マ
の
土
地
を

三
〇
に
分
ち
其
区
画
毎
に
人
民
の
財
産
を
調
ぶ
る
コ
ト
と
な
れ
り
。

其
区
の
コ
ト
をtribus

と
云
ふ
。

S
ervius T

ullius

時
代
に
重
大
な
る
コ
ト
は
此
王
前
に
は
元

よ
り
鋳
造
貨
幣
な
し
故
に
棒
金
を
用
ひ
し
な
り
。
然
る
に
此
王
時

代
に
銅
貨
を
検
査
し
棒
金
に
証
印
を
附
す
る
コ
ト
と
な
れ
り
。
而

し
て
尚
買
の
時
等
に
は
此
の
証
印
あ
る
棒
金
を
切
り
て
衡
に
掛
け

用
へ
り
。
当
時
財
産
調
産
査
の
時
財
産
と
見
積
る
も
の
則
ち
土
地
、

奴
隷
、
牛
馬
の
値
を
定
む
る
に
証
明
印
あ
る
棒
金
の1 as

を
標
準

（
一
一
七
六
）
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三
三
九

T
ullius

等
あ
り
て
時
勢
を
看
破
し
てplebeji

の
地
位
を
高
め
り
。

併
し
此
等
の
王
はplebeji

を
保
護
す
る
為
め
にpatricii

に
嫌

は
る
に
至
る
。
然
る
にS

uperbus

の
王
の
時
は
ロ
ー
マ
人
一
般

に
王
を
悪
む
に
至
り
遂
に
王
を
廃
す
。
其
後consules

を
置
く
。

之
は
二
人
あ
り
て
王
の
司
る
﹇
三
十
二
丁
裏
﹈
処
と
同
一
の
コ
ト

を
司
る
。
併
しconsules

は
王
と
異
な
り
其
在
職
年
限
は
短
く

し
て
一
箇
年
な
り
。
加
之consules

を
撰
ぶ
はcom

itia 
centuriata

に
て
な
す
王
を
撰
ぶ
か
如
くcom

itia curiata

に
て

撰
ぶ
に
あ
ら
ず
。
其
方
法
も
異
な
れ
り
。
則
ち
王
の
時
は

plebeji

は
加
ら
ずconsules

を
撰
ぶ
ト
キ
はplebeji

も
撰
ぶ
な

り
。
加
之
宗
教
界
の
職
務
は
分
離
す
る
コ
ト
と
な
りconsules

之
を
司
ら
ず
（
王
之
を
司
と
り
し
な
り
）。rex S

acrifi culus

な

る
も
の
あ
り
、
宗
教
界
の
職
務
を
司
る
。
尚rex

は
一
人
な
り
し

もconsules

は
二
人
あ
り
て
大
に
事
務
の
処
分
上
に
不
都
合
の

如
く
見
ゆ
。
而
し
て
平
常
は
二
人
な
る
も
大
決
断
を
要
す
る
場
合

に
はconsules

を
設
け
し
以
后
臨
時
にdictator

を
設
く
る
コ

ト
と
な
れ
り
。
之
は
其
権
力
た
る
や
無
上
の
も
の
な
り
。
併
し

dictator

の
如
き
は
止
む
を
得
ず
し
て
設
く
る
も
の
な
れ
ば
永
く

其
職
に
あ
ら
し
む
べ
き
も
の
に
あ
ら
ず
。
故
に
年
期
は
六
箇
月
と

す
。consules

を
置
き
し
結
果
はcom

itia centuriata

に
於
て

と
云
ふ
同
時
にnexum

な
る
も
の
あ
り
。
之
はm

ancipatio

の

如
き
も
の
に
し
て
金
を
貸
す
時
行
ふ
式
な
り
。
又
裁
判
の
コ
ト
に

付
て
は
此
時
代
に
於
て
已
に
財
産
調
査
の
必
要
よ
りres 

m
ancipatio

あ
り
。
之
に
付
て
訴
訟
起
れ
ば
裁
判
せ
ざ
る
可
か
ら

ず
。
而
し
て
別
に
裁
判
の
法
方
を
定
む
。
則
ちres m

ancipi

に

付
て
は
階
級
に
影
﹇
三
十
二
丁
表
﹈
響
を
及
す
。
故
に
裁
判
官
を

設
け
其
官
員
数
は
一
〇
人
あ
り
し
。
之
をdecem

viri stlitibus 
judicandibus

と
云
ふ
。
併
しres nec m

ancipi

に
関
す
る
訴
訟

に
て
は
仲
裁
人
に
よ
り
て
調
和
す
る
コ
ト
あ
り
。
又
王
自
ら
裁
判

せ
し
コ
ト
も
あ
り
し
な
り
。

第
二
章　

共
和
政
時
代
に
於
け
る
法
制
の
沿
革

第
一
節　

Italy

諸
国
征
服
前
の
有
様

第
一
款　

12 tables

﹇
十
二
銅
律
﹈
制
定
前
の
概
況

ロ
ー
マ
に
於
て
種
々
重
要
な
る
改
革
あ
り
し
。
而
し
て
ざ

﹇
十
二
銅
律
﹈
制
定
前
の
改
革
に
於
て
尤
も
大
な
る
改
革
はrex

を
廃
せ
し
コ
ト
な
り
。
抑
も
ロ
ー
マ
に
て
は
初
はrex

あ
り
し
。

併
し
ロ
ー
マ
の
最
終
の
王T

arquinius S
uperbus

の
時
終
に

ロ
ー
マ
人
が
王
を
廃
し
其
代
り
にconsul

を
置
く
。
抑
も
ロ
ー

マ
王
中
に
は
例
﹇
へ
﹈
ばT

arquinius P
riscus, S

ervius 

（
一
一
七
七
）
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三
四
〇

plebeji

は
分
離
し
て
国
を
組
織
せ
ん
と
企
図
せ
し
な
り
。
其
結

果
と
し
て
又
当
時
﹇
三
十
三
丁
裏
﹈plebeji

の
為
め
に
大
切
な

る
一
官
役
を
設
く
る
コ
ト
と
な
れ
り
。
則
ちtribuni plebis

な

り
。
之
は
最
初
は
二
人
な
り
し
。
故
に12 tables

以
前
の
改
革

の
必
要
な
る
はconsules

とtribuni plebis

な
り
。
而
し
て

tribuni plebis

は
其
職
掌
た
るplebeji

を
保
護
す
る
に
あ
り
。

然
れ
ド
モ
十
分
に
保
護
せ
ん
と
せ
ば
、
其
地
位
自
ら
高
か
ら
ざ
る

可
か
ら
ず
。
故
に
其
地
位
を
高
く
し
て
神
聖
犯
す
べ
か
ら
ず
と
せ

り
。
則
ちconsules

の
命
令
な
る
も
、
若
しplebs

の
為
め
に
不

利
益
な
れ
ばtribuni plebis

は
故
障
を
申
立
て
た
る
な
り
。
其

初
はtribuni plebis

はcom
itia centuriata

に
て
撰
び
、
任
期

一
年
な
り
と
す
。
蓋
し
此
はplebeji

中
よ
り
取
り
し
な
り
。
然

る
にtribuni plebis

を
設
け
し
以
后
の
結
果
はplebeji

の
為
め

に
大
利
益
あ
る
も
の
に
し
て
、
例
﹇
へ
﹈
ばP

ublius V
alerius 

﹇P
ublicola

﹈
氏
の
如
き
はtribuni plebis

な
り
し
がplebeji

を
保
護
しtribuni plebis

をcom
itia tributa

に
於
て
撰
挙
す

る
コ
ト
を
な
し
た
る
の
み
な
ら
ず
、
其
他com

itia tributa

の

決
議
も
或
道
を
経
ば
法
律
と
な
り
得
る
コ
ト
と
せ
り
。
抑
も

com
itia tributa

はplebeji

の
集
会
に
し
てpatricii

﹇
三
十
四

丁
表
﹈
の
み
に
て
成
るcom

itia curiata

あ
る
が
如
し
。
此
の

撰
挙
す
る
も
の
な
る
故
にconsules

の
処
置
た
るpatricii

及

plebeji
の
利
益
に
な
り
し
如
く
見
ゆ
れ
ど
も
、
併
し
実
際
は
却

てrex
よ
り
も
尚plebeji

の
為
め
に
不
利
益
な
り
し
。
之
れ

﹇
三
十
三
丁
表
﹈
撰
挙
の
時
に
勝
を
制
す
る
はpatricii

な
り
。

故
にplebeji
は
思
ふ
侭
に
人
を
撰
ぶ
能
は
ず
。
加
之consules

は
其
年
期
の
短
き
よ
り
し
て
自
然plebeji

の
人
望
を
失
ふ
コ
ト

を
も
注
目
せ
ず
、
因
てconsules

を
置
く
コ
ト
に
な
り
し
は

plebeji

の
為
に
不
利
益
な
り
し
。
然
る
に
当
時
戦
争
続
き

plebeji

も
貧
究
と
な
れ
り
。
因
て
止
む
を
得
ず
他
人
に
負
債
す

る
コ
ト
と
な
れ
り
。
而
し
て
金
銭
貸
借
の
方
法
且
つ
貸
主
に
対
し

て
尤
も
安
全
な
る
はnexum

な
る
方
法
な
り
。
之
は
其
式
た
る

や
売
買
の
場
合
のm

ancipatio

と
類
似
し
厳
な
る
も
の
に
し
て

其
効
果
は
実
に
厳
し
き
も
の
な
り
。
此
の
取
扱
は
此
く
厳
な
る
を

以
て
之
を
経
て
貸
借
を
な
せ
し
場
合
に
は
裁
判
処
に
て
定
め
し
と

同
一
の
効
果
を
有
し
、
若
し
返
済
せ
ざ
れ
ば
貸
主
は
借
主
を
訴
へ

ず
し
て
売
買
の
奴
隷
の
甚
し
き
は
生
命
を
恣
に
な
し
得
る
。
歴
史

に
も
借
金
の
数
丈
け
身
体
を
寸
断
す
る
も
宜
し
と
、
之
実
に
負
債

主
に
不
利
な
る
も
の
な
り
。
負
債
す
る
当
時
に
て
は
此
の
手
続
き

に
て
金
を
借
る
も
后
に
は
大
困
難
を
生
ず
。
此
事
に
於
て
も

patricii

とplebeji

と
は
非
常
の
葛
藤
を
生
ず
。
一
時
は

（
一
一
七
八
）
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三
四
一

は
ず
。
其
結
果
た
る
や
更
に
親
族
の
関
係
な
し
、
故
に
商
買
上
且

つ
平
生
の
交
際
も
円
滑
な
ら
ず
。
加
之
当
時
の
法
文
た
る
や
明
文

と
な
り
し
も
の
な
し
。
故
に
法
律
適
用
の
際
、
当
事
者
の
意
見
次

第
に
如
何
も
な
し
得
る
。
兎
に
角
ロ
ー
マ
社
会
は
堅
固
な
ら
ず
。

因
て
当
時
尤
も
必
要
と
す
る
は
法
律
を
明
文
と
す
る
と
同
時
に
法

律
に
可な

る

成べ
く

改
良
を
加
へ
之
を
堅
固
に
す
る
コ
ト
と
な
り
。
此
に
於

て462 B
.C

.

頃tribuni

の
一
人
な
るT

﹇erentilius

﹈ A
rsa

氏

は
法
律
改
良
並
に
法
律
を
明
文
に
記
載
す
る
コ
ト
に
付
て
大
に
其

必
要
を
主
張
せ
り
。
併
し
其
説
た
る
初
め
は
大
に
反
対
を
受
け
り
。

併
し
漸
々
勢
力
を
得451 B

.C
.

に
於
て12 tables

中
の10 

tables

丈
け
出
来
る
コ
ト
と
な
れ
り
。
翌
年
に
追
加
と
し
て

12 tables

成
れ
り
。
之
れ
所
謂12 tables

﹇
十
二
銅
律
﹈
な
り
。

此
の
表
に
付
て
は
種
々
の
説
あ
り
て
明
な
ら
ざ
れ
ド
モ
従
前
の
学

者
の
唱
へ
し
如
くG

reece

の
法
律
に
よ
る
に
あ
ら
ず
し
て
ロ
ー

マ
の
従
来
の
慣
習
に
基
き
作
り
し
も
の
な
ら
ん
と
云
ふ
に
あ
り
。

12 tables

﹇
十
二
銅
律
﹈
は
ロ
ー
マ
に
於
て
貴
重
す
る
に
係
ら

ず
早
く
失
ひ
し
を
以
て
詳
細
の
コ
ト
﹇
三
十
五
丁
表
﹈
は
知
る
能

は
ず
。
併
し
諸
々
に
採
用
す
る
を
以
て
学
者
は
之
を
集
め
り
。
例

﹇
へ
﹈
ばB

runs

氏
のF

ontes juris R
om

ani antiqui

の
如
し
。

此
中
に12 tables

﹇
十
二
銅
律
﹈
の
残
文
を
掲
ぐ
。
且
つ
第
一
よ

如
き
集
会
は
古
く
よ
り
あ
り
し
もplebeji

の
階
級
の
内
の
み
に

あ
り
て
公
の
も
の
に
あ
ら
ず
。
且
つ
議
決
あ
る
も
法
律
と
な
る
コ

ト
能
は
ず
。
然
る
にV

alerius

の
時com

itia tributa

に
於
て

国
家
に
関
す
る
コ
ト
あ
る
ト
キ
は
其
議
決
をconsules

に
提
出

し
てconsules
よ
り
之
をsenatores

に
示
し
之
を
宜
し
と
す
れ

ば
之
をcom

itia centuriata

に
提
出
す
。
若
しc

﹇om
itia

﹈ 
centuriata

に
て
可
決
せ
ばcom

itia tributa

に
於
て
決
せ
し
コ

ト
もlex

と
な
る
コ
ト
を
得
し
な
り
。
故
に12 tables

前
よ
り
に

c

﹇im
itia

﹈ tributa

は
必
要
な
る
も
の
な
り
。
但
しcom

itia 
tributa

は
勢
を
得
る
に
至
れ
ばplebeji
は
益
々
勢
力
を
得
る
。

然
し
ロ
ー
マ
の
改
務
機
関
復
雑
と
な
り
た
り
。
則
ち
一
方
に

c

﹇om
inita

﹈ curiata

あ
り
又

c

﹇om
itia

﹈ tributa

あ
り
又

c

﹇om
itia

﹈ centuriata

あ
り
て
相
並
び
存
在
せ
り
。

第
二
款　

12 tables

﹇
十
二
銅
律
﹈﹇
三
十
四
丁
表
﹈

12 tables

﹇
十
二
銅
律
﹈
の
生
ぜ
し
所
以
は
一
方
に
当
時
ロ
ー

マ
国
の
統
一
十
分
に
行
は
れ
ず
、
則
ち
集
会
の
如
き
も
三
種
あ
る

如
く
。
又
官
吏
上
に
て
も
或
役
人
はpatricii

よ
り
任
じ

patricii

の
為
め
に
利
を
計
り
、
或
官
吏
はplebeji

﹇
三
十
四
丁

裏
﹈
よ
り
任
じplebeji

の
為
め
に
利
を
計
る
が
如
し
。
其
他
婚

姻
上
に
於
て
もpatricii

とplebeji

と
に
親
族
と
な
る
コ
ト
能

（
一
一
七
九
）
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〇
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九
年
三
月
）

三
四
二

com
itia

の
手
を
経
て
作
り
し
も
の
少
く
而
し
て
裁
判
の
際
に
発

生
せ
し
も
の
多
し
。
且
つ
当
時
の
情
況
上
其
手
続
を
精
密
に
せ
ざ

れ
ば
裁
判
上
不
都
合
を
生
ず
。
加
之
此
中
（12 tables

﹇
十
二
銅

律
﹈）
の
規
則
は
当
時
従
来
人
民
自
ら
腕
力
に
訴
へ
救
生
を
求
め

し
コ
ト
を
反
射
せ
し
な
り
。
例
ば
召
喚
に
関
す
る
事
柄
も
規
定
し

あ
り
。
召
喚
は
原
告
自
ら
之
を
な
す
べ
き
コ
ト
に
し
て
干
渉
主
義

行
は
れ
ず
、
被
告
其
召
喚
に
応
ぜ
ざ
れ
ば
原
告
は
立
会
を
設
け
被

告
を
捕
へ
法
廷
に
引
致
す
。
又
被
告
は
老
衰
若
く
は
歩
行
に
堪
へ

ざ
る
ト
キ
は
原
告
自
ら
車
を
備
へ
法
廷
に
出
す
。
又
時
日
及
場
処

の
如
き
も
当
事
者
間
に
於
て
之
を
定
め
し
な
り
。
而
し
て
開
廷
と

な
れ
ば
相
方
の
も
の
は
法
廷
に
各
権
利
を
主
張
し
其
主
張
の
信
を

証
す
る
為
め
にsacram

entum

（
賭
金
）
を
出
す
な
り
。
其
他

一
二
の
手
続
を
経
て
裁
判
官
た
る
も
の
か
別
に
審
判
官
則
ち

judex, arbitor

を
命
じ
て
之
に
審
判
せ
し
む
。
又
執
行
手
続
き

に
関
し
て
も12 tables

﹇
十
二
銅
律
﹈
中
に
規
定
あ
り
。
之
に
よ

れ
ば
裁
判
後
尚
被
告
は
三
十
日
の
猶
予
を
許
さ
る
。
若
し
其
期
限

内
に
弁
済
し
能
は
ざ
れ
ば
原
告
は
被
告
を
法
廷
に
引
致
す
。
其
際

﹇
三
十
六
丁
表
﹈
に
尚
弁
済
す
る
能
は
ず
且
つ
他
人
が
被
告
を
助

け
ざ
る
ト
キ
は
、
原
告
は
鎖
を
以
て
被
告
を
縛
し
得
る
。
其
間

六
十
日
に
し
て
其
間
に
相
方
の
私
談
整
へ
ざ
れ
ば
市
場
の
開
け
る

り
第
十
二
迄
を
順
序
に
排
列
せ
り
。
此
中
に
掲
ぐ
る
処
は
残
文
の

完
全
な
ら
ざ
る
も12 tables

﹇
十
二
銅
律
﹈
の
本
来
を
表
は
せ
り
。

英
書
に
も12 tables

﹇
十
二
銅
律
﹈
を
表
は
せ
る
も
の
あ
り
て
註

釈
を
加
ふ
。12 tables

﹇
十
二
銅
律
﹈
の
文
面
は
極
め
て
簡
単
な

り
。
併
し
後
世
の
学
者
に
て12 tables

﹇
十
二
銅
律
﹈
は
良
く
出

来
実
に
賞
す
べ
き
も
の
な
る
コ
ト
を
云
ふ
も
の
あ
り
。
又
ロ
ー
マ

の
未
開
の
時
な
れ
ば
自
ら
野
蛮
時
代
の
有
様
を
有
し
ロ
ー
マ
の
後

世
の
法
律
と
異
な
れ
ド
モ
明
文
法
と
し
て
は
古
き
も
の
な
る
を
以

て
貴
重
な
る
材
料
に
し
て
法
律
の
初
め
て
発
生
ぜ
し
時
は
如
何
な

り
し
や
を
見
る
に
参
考
た
る
べ
し
。
況
ん
や
ロ
ー
マ
法
は
後
世
に

て
は
実
際
異
な
れ
ド
モ12 tables

﹇
十
二
銅
律
﹈
の
解
釈
を
加
へ

作
り
し
も
の
な
り
。
今
此
に12 tables

﹇
十
二
銅
律
﹈
中
の
規
定

を
分
類
す
れ
ば
訴
訟
法
に
関
す
る
規
定
は
比
較
的
に
精
密
に
シ
テ

且
つ
此
規
則
は
最
初
に
掲
げ
し
も
の
な
り
。
故
に
後
世
の
学
者
は

曰
く
第
一
第
二
第
三
等
の
銅
律
は
凡
て
訴
訟
手
続
き
に
関
す
と
云

ふ
。
而
し
て
何
故
当
時12 tables

﹇
十
二
銅
律
﹈
に
訴
訟
手
続
に

関
す
る
コ
ト
を
主
と
し
て
之
を
最
初
に
記
せ
し
か
ば
当
時
訴
訟
手

続
の
事
柄
を
常
に
見
し
故
な
り
。
蓋
し
何
れ
の
国
に
限
﹇
三
十
五

丁
裏
﹈
ら
ず
未
開
の
時
はlaw

は
殊
更
に
立
法
の
手
続
を
経
て
作

る
も
の
少
く
し
て
裁
判
間
に
漸
次
発
生
せ
り
。
ロ
ー
マ
に
て
も

（
一
一
八
〇
）
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三
四
三

所
有
せ
ば
収
得
し
得
る
と
同
じ
くusus

な
る
方
法
あ
り
。
男
女

一
処
に
或
年
限
間
同
居
す
れ
ば
夫
権
を
得
る
。
而
し
て
引
続
き
男

女
同
住
す
る
コ
ト
必
要
な
り
。
若
し
一
年
間
に
三
夜
続
て
夫
の
家

に
住
せ
ざ
れ
ば
夫
は
其
妻
に
付
てm

anus

を
失
ふ
な
り
。
故
に

12 tables

﹇
十
二
銅
律
﹈
はusus

を
明
瞭
に
せ
し
な
り
。
併
し

後
に
は
之
を
利
用
し
て
妻
が
夫
権
を
脱
す
る
も
の
多
く
な
れ
り
。

usucapio

とusus

と
比
せ
ば
当
時
妻
を
見
る
コ
ト
重
か
ら
ず
。

然
れ
ド
モ
全
く
物
件
視
せ
し
に
も
あ
ら
ず
。

相
続
に
関
す
る
規
定
も
あ
り
し
。
其
規
定
は
家
長
が
遺
言
な
く

し
て
死
せ
は
其
のsui heredes

が
相
続
す
。
若
し
此
の
な
き
場

合
に
はagnatii

に
関
す
る
親
族
則
ちagnati

の
最
近
の
者
相
続

す
。
之
も
な
き
時
はgentiles

之
を
相
続
す
。
右
は
無
遺
言
の
場

合
な
れ
ド
モ12 tables

﹇
十
二
銅
律
﹈
は
遺
言
相
続
を
も
認
め
し

な
り
。
財
産
法
に
関
す
る
規
定
あ
り
。
第
一
物
権
に
関
す
る
規
定

此
の
物
権
の
目
的
た
る
物
に
付
て
はres m

ancipii, res nec 
m
ancipii

を
認
め
且
所
有
権
収
得
の
方
法
に
付
てm

ancipatio

の
外
にusucapio

﹇
三
十
七
丁
表
﹈
あ
り
。
之
は
今
日
の
時
効
に

し
て
動
産
の
場
合
一
年
不
動
産
二
年
と
な
せ
り
。
第
二
、
債
権
法

に
関
す
る
規
定
あ
り
。
当
時12 tables

﹇
十
二
銅
律
﹈
中
に
掲
げ

た
る
契
約
の
方
法
はper aes et libram

な
り
。
其
儀
式
た
る

時
三
度
被
告
を
法
官
の
面
前
に
引
致
し
其
負
債
の
高
を
述
べ
、
若

し
第
三
回
目
の
日
に
於
て
弁
済
せ
ざ
れ
ば
之
を
殺
し
又
奴
隷
と
な

し
得
る
。
故
に
実
に
酷
薄
な
り
。
又12 tables

﹇
十
二
銅
律
﹈
中

に
親
族
に
関
し
て
も
規
定
あ
り
。
例
﹇
へ
﹈
ば
家
長
が
三
度
其
子

を
売
却
す
る
ト
キ
は
其
子
は
家
長
の
配
下
を
脱
す
。
則
ち
家
長
権

は
甚
だ
強
し
。
其
強
制
し
か
り
し
丈
け
其
権
を
濫
用
し
て
は
不
可

な
り
。
故
に12 tables
﹇
十
二
銅
律
﹈
の
規
定
を
設
け
其
濫
用
を

防
げ
し
な
ら
ん
。
又
ロ
ー
マ
に
て12 tables

﹇
十
二
銅
律
﹈
は
困

難
を
経
て
生
ぜ
し
も
の
な
れ
ド
モ
後
世
に
至
れ
ば12 tables

﹇
十
二
銅
律
﹈
に
付
て
不
都
合
の
コ
ト
あ
り
。
又
時
勢
の
変
遷
に

付
て
不
都
合
を
免
れ
ず
。
尚
ロ
ー
マ
人
は
之
を
表
面
上
変
更
す
る

コ
ト
を
好
ま
ず
。
故
に12 tables

﹇
十
二
銅
律
﹈
の
作
り
し
時

人
々
は
専
ら
其
の
解
釈
に
力
を
用
ひ
其
解
釈
次
第
時
勢
に
応
じ
て

用
へ
り
。
其
の
解
釈
の
巧
な
り
し
コ
ト
は
以
上
の
条
文
の
精
神
の

如
し
。
後
に
其
条
文
を
以
て
家
長
配
下
の
親
族
解
放
す
る
の
手
続

と
せ
り
。
併
し
之
に
て
は
漸
々
世
進
む
に
従
ひ
不
便
な
り
、
故
に

家
長
存
す
る
も
各
独
立
と
な
る
も
の
多
き
に
至
れ
り
。
且
又

12 tables

﹇
十
二
銅
律
﹈
中
に
若
し
妻
が
毎
年
三
夜
﹇
三
十
六
丁

裏
﹈
宛
引
続
き
て
夫
の
家
に
住
宿
せ
ざ
れ
ば
夫
の
配
下
を
脱
す
と
。

之
も
物
権
取
得
の
方
法
にusucapio

あ
り
て
或
年
限
間
或
物
を

（
一
一
八
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

三
四
四

有
す
る
権
利
が
甲
の
為
め
に
は
永
久
に
存
す
る
コ
ト
利
益
な
り
。

然
る
に
債
権
はem

tio venditio

の
場
合
に
て
甲
乙
間
売
買
の
約

束
を
な
し
債
権
債
務
の
関
係
が
特
段
な
る
人
に
対
し
て
成
立
す
。

加
之
債
権
債
務
の
関
係
は
甲
の
利
益
よ
り
云
へ
ば
債
権
債
務
の
関

係
早
く
消
滅
す
る
を
要
す
。
故
に
債
権
はrelative

の
み
な
ら
ず

早
﹇
く
﹈
消
滅
す
る
も
の
な
り
。
而
し
てem

tio venditio

﹇
と
﹈

m
ancipatio

と
大
別
あ
り
。

履
行
と
合
意
と
は
同
時
な
ら
ざ
る
も
可
な
り
。m

ancipatio

は

然
ら
ず
。
故
にm

ancipatio

を
契
約
中
に
入
れ
ず
。nexum

の

場
合
は
債
権
債
務
の
関
係
を
生
ず
。
他
日
借
り
た
る
金
を
返
済
す

べ
き
義
務
を
負
う
。
故
に
契
約
方
法
中
に
入
る
。
当
時
ロ
ー
マ
に

於
て
版
図
極
め
て
狭
く
人
口
少
く
社
会
の
現
象
単
純
な
り
。
故
に

nexum

行
は
れ
し
。
併
し
版
図
広

ひ
ろ
が

り
社
会
の
現
象
複
雑
な
る
に

従
ひ
消
滅
す
る
に
至
れ
り
。

﹇
三
十
八
丁
表
﹈
債
権
はdelictum

（
私
犯
）
よ
り
生
ず
る
場

合
あ
り
。
私
犯
は
本
人
の
意
思
に
反
す
る
に
よ
り
生
ず
る
な
り
。

12 tables

﹇
十
二
銅
律
﹈
中
に
私
犯
に
よ
り
生
ず
る
関
係
の
規
定

あ
り
。
例
﹇
へ
﹈
ばfurtum

の
如
し
。
此
中
に
はm

anifestum

、

nec m
anifestum

の
別
あ
り
、
此
別
は
ロ
ー
マ
のfurtum

は
窃

盗
と
訳
し
其
中
に
加
害
者
が
現
処
に
於
て
捕
へ
ら
れ
し
ト
キ
は

厳
な
り
。
但
しper aes et libram

﹇
銅
と
﹈
衡
と
に
よ
る
な
り
。

其
中
に
例
﹇
へ
﹈
ばnexum

, m
ancipatio

の
如
き
を
含
む
。
併

し
此
場
合
に
於
て
は
主
と
し
てnexum

を
述
ぶ
。
何
故
に

nexum

を
入
れ
てm

ancipatio

を
容
れ
ざ
る
か
と
云
ふ
に
、
当

時
のm

ancipatio
は
売
買
な
る
を
以
て
契
約
の
式
を
様
々
に
取

れ
る
。
併
しm

ancipatio

はem
tio venditio

（
売
買
）
と
は
異

な
り
て
、
所
有
権
収
得
の
方
法
に
し
て
契
約
中
に
入
れ
難
き
な
り
。

今
、m

ancipatio

とem
tio venditio

は
別
を
述
ぶ
る
に
先
ち
、

物
権
と
債
権
の
別
を
述
べ
し
。
物
権
人
権
に
付
て
此
に
詳
述
す
る

の
暇
な
し
。
其
大
要
は
物
権
は
人
を
し
て
直
接
に
或
る
特
段
な
る

物
を
支
配
せ
し
む
る
権
な
り
。
此
権
はrelative

に
あ
ら
ず
し
て

absolute

な
り
。
債
権
は
或
特
段
な
る
人
を
し
て
或
特
段
な
る
人

に
或
履
行
を
要
求
せ
し
む
る
権
な
り
。
此
権
はrelative

な
り
。

人
権
の
時
は
時
と
し
て
人
と
物
と
の
間
に
関
係
生
ず
る
あ
り
。
併

し
其
関
係
は
或
特
段
な
る
人
を
経
て
生
ず
る
関
係
な
り
。
例

﹇
へ
﹈
ば
甲
を
所
有
﹇
三
十
七
丁
裏
﹈
者
と
し
馬
を
有
す
と
す
。

此
場
合
に
甲
は
馬
に
付
て
有
す
権
利
は
或
特
段
の
乙
丙
丁
に
対
し

て
成
立
す
る
権
利
に
あ
ら
ず
し
て
凡
て
の
人
に
対
し
て
成
立
す
る

も
の
な
り
。
故
に
甲
と
馬
と
の
関
係
は
或
特
段
な
る
手
を
経
て
成

立
す
る
権
利
に
あ
ら
ず
。
又
此
の
両
者
の
差
は
物
権
は
甲
か
馬
を

（
一
一
八
二
）
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三
四
五

に
関
し
て
大
切
な
る
規
定
一
二
箇
条
あ
り
し
。
則
ち12 tables

﹇
十
二
銅
律
﹈
中
に
市
民
の
生
命
に
関
す
る
裁
判
は
只com

itia 
centuriata

に
之
を
な
す
コ
ト
を
得
る
。com

itia centuriata

は

plebeji

、patricii

も
両
方
出
席
す
れ
ば
な
り
、
然
ら
ざ
れ
ば

plebeji

は
不
公
平
を
被
る
コ
ト
あ
り
。
其
他
一
箇
人
の
利
害
の

為
め
にlaw

を
作
る
コ
ト
能
は
ず
と
云
ふ
コ
ト
も
あ
り
し
。
ロ
ー

マ
に
於
て12 tables

﹇
十
二
銅
律
﹈
は
非
常
な
る
困
難
を
経
て
起

り
し
に
係
ら
ず
早
く
消
滅
す
。
併
し
之
を
大
切
に
し
て
人
民
皆
之

を
暗
誦
せ
り
。
則
ちC

icero

の
時
代
と
雖
ド
モ
児
童
が
之
を
暗

記
せ
し
と
云
ふ
な
り
。
且
つ
ロ
ー
マ
人
は12 tables

﹇
十
二
銅

律
﹈
を
尊
び
し
コ
ト
はC

icero

氏
の
百
巻
の
著
書
よ
り
勝
れ
り

と
、
又
以
て
之
を
重
ぜ
し
を
知
る
べ
し
。
此
の
有
様
な
れ
ば

12 tables

﹇
十
二
銅
律
﹈
は
之
を
容
易
に
改
む
る
コ
ト
を
な
さ
ず
。

併
し
当
時
法
律
上
の
疑
は
事
実
上
却
て
多
く
な
れ
り
。12 tables

﹇
十
二
銅
律
﹈
の
制
定
に
よ
り
て
減
ぜ
ざ
り
し
な
り
。
則
ち
之
れ

な
く
し
て
は
起
ら
ざ
り
し
な
ら
ん
と
も
思
は
る
ゝ
疑
も
却
て
起
れ

り
。
例
﹇
へ
﹈
ば
日
本
の
古
は
令
、
律
﹇
三
十
九
丁
表
﹈
生
ず
、

今
日
よ
り
見
れ
ば
当
時
の
社
会
の
現
象
と
如
何
な
る
関
係
を
有
せ

し
か
と
云
う
に
却
て
令
、
律
は
詳
し
く
過
ぎ
た
る
の
感
あ
り
。
故

に
令
、
律
生
じ
、
其
法
典
を
応
用
せ
ば
最
早
疑
問
起
ら
ざ
る
が
如

m
anifestum

と
称
へ
現
処
に
捕

と
ら
へ

ら
れ
ざ
る
時
は

nec 
m
anifestum

と
称
す
る
な
り
。
詳
し
き
はG

aius

中
に
あ
り
。

而
し
てfurtum

の
場
合
に
債
権
債
務
の
関
係
生
ず
る
時
は
則
ち

nec m
anifestum

の
時
は
加
害
者
が
幾
分
の
償
金
を
払
ふ
コ
ト
と

な
れ
り
。
ロ
ー
マ
にn
﹇ec

﹈ m

﹇anifestum

﹈
とm

﹇anifestum

﹈

と
は
体
裁
大
に
異
な
りm
﹇anifestum

﹈
は
被
害
者
に
加
害
者
を

与
へ
奴
隷
と
な
せ
り
。
后
に
は
変
じ
加
害
者
は
四
倍
の
償
金
を
払

ふ
コ
ト
と
な
せ
り
。n

﹇ec
﹈ m
﹇anifestum

﹈
は
少
し
の
差
異
に

て
大
な
る
制
裁
あ
り
。
此
の
当
を
得
た
る
標
準
は
被
害
者
の
憤
怒

の
軽
重
を
標
準
と
し
て
制
裁
の
差
を
定
む
。
例
﹇
へ
﹈
ば
私
は
帽

を
盗
れ
た
る
と
す
。
時
を
経
ず
し
て
見
付
け
ら
れ
た
る
時
は
憤
怒

去
ら
ず
、
之
を
残
酷
に
取
扱
ふ
。
時
を
経
れ
ば
怒
冷
む
。
故
に

m

﹇anifestum

﹈
とn

﹇ec

﹈ m

﹇anifestum

﹈
と
自
ら
区
別
を
立
て

し
な
り
。

其
他delictum

よ
り
関
係
を
生
ぜ
し
は
他
人
に
瘡き

ず

を
負
は
し

む
れ
ば
其
軽
重
﹇
三
十
八
丁
裏
﹈
に
よ
り
若
干
の
金
を
払
は
し
む
。

加
之
若
し
他
人
の
物
を
毀
損
せ
ば
、12 tables

﹇
十
二
銅
律
﹈
に

於
て
賠
償
す
べ
き
を
命
ぜ
り
。
右
述
べ
し
処
は
訴
訟
法
民
法
の
規

定
に
相
当
す
る
も
の
な
り
。12 tables

﹇
十
二
銅
律
﹈
中
に
其
他

刑
法
等
の
規
定
あ
り
。
尚
他
に
当
時
のplebeji

并
にpatricii

（
一
一
八
三
）
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三
四
六

秘
密
の
智
識
は
代
々
伝
は
れ
り
。
此
は
法
律
上
の
事
柄
を
記
録
せ

り
、
之
を
世
界
に
示
さ
ず
、pontifi ces

間
に
保
存
せ
り
。
此
の

如
く
一
種
の
法
律
専
門
の
学
者
あ
り
し
に
よ
り
法
律
の
学
問
世
界

に
広
ま
ら
ざ
る
に
先
だ
ちpontifi ces

中
に
広
ま
れ
り
。
此
官
は

patricii

よ
り
取
り
し
を
以
てpontifi ces

の
秘
せ
し
コ
ト
は

patricii

の
利
に
な
りplebeji

の
不
利
と
な
り
し
コ
ト
多
し
。

304 B
.C

.

に
ロ
ー
マ
の
有
名
な
る
政
治
家
中

A

﹇ppius

﹈ 
C

﹇laudius

﹈ C
aecus

氏
あ
り
。
氏
は
会た

ま

々た
まpontifi ces

の
秘
せ

し
記
録
を
得
て
之
をF

lavius

氏
に
命
じ
て
世
に
公
に
せ
し
め
た

り
。
此
事
た
る
ロ
ー
マ
法
律
学
問
上
大
変
化
を
来
し
た
り
。
之
を

公
に
し
た
る
に
よ
り
てpontifi ces

の
貯
へ
し
法
律
の
智
識
は
真

に
世
界
に
広
り
法
律
の
智
識
大
に
振
ふ
。
加
之
此
事
た
る

pontifi ces

の
勢
力
の
上
に
大
影
響
を
来
せ
り
。
即
ち
此
の
訴
訟

上
に
有
す
る
勢
を
失
ふ
に
至
る
。
而
し
て
﹇
四
十
丁
表
﹈jus

と

fas

と
の
分
科
漸
々
進
む
に
至
れ
り
。
其
結
果pontifi ces

の
任

用
に
及
び300 B

.C
.

に
至
りplebeji

も
其
の
官
と
な
り
得
る
に

至
れ
り
。
之
れ
よ
り
し
て
法
律
の
学
問
広
くplebeji

も

pontifi ces

と
な
る
に
至
り
。
有
名
な
る
人
はplebeji

に
多
く
輩

出
す
る
に
至
れ
り
。
故
に
法
律
の
智
識
上
に
於
て
もpatricii

と

plebeji
の
調
和
を
助
け
り
。
此
の
公
に
し
た
る
書
をjus civile 

し
。
併
し
日
本
は
大
宝
令
生
じ
て
却
て
法
律
学
問
の
発
達
を
催
す

に
至
れ
り
。
之
れ
人
々
は
大
宝
令
の
取
捨
に
苦
﹇
し
﹈
む
故
に
註

釈
者
を
作
り
其
解
釈
を
一
定
す
る
の
必
要
あ
り
。
其
註
釈
附
加
す

る
に
至
る
。12 tables

﹇
十
二
銅
律
﹈
も
之
れ
と
同
一
な
り
と
す
。

12 tables

﹇
十
二
銅
律
﹈
后
は
ロ
ー
マ
人
は
銅
律
の
註
釈
に
注

目
せ
り
、
従
て
其
術
発
達
せ
り
。
社
会
の
現
象
種
々
活
動
す
る
を

以
て
漸
々
有
様
を
異
に
せ
り
。
併
し12 tables

﹇
十
二
銅
律
﹈
の

文
面
は
之
を
変
更
す
る
に
忍
び
ず
。
ロ
ー
マ
人
は
之
を
種
々
に
解

釈
し
之
を
応
用
せ
り
。
例
﹇
へ
﹈
ば
家
長
が
子
を
三
度
売
る
ト
キ

は
子
は
家
長
の
配
下
を
脱
す
る
が
如
し
、
此
他
此
の
如
き
類
多
し
。

此
点
に
於
て
も12 tables

﹇
十
二
銅
律
﹈
后
は
解
釈
の
術
大
に
神

を
敬
しjus

の
外
にfas

あ
る
コ
ト
を
信
ぜ
り
。fas

の
中
に
訴

訟
の
時
日
、
場
処
、
儀
式
を
規
定
せ
り
。
故
にpontifi ces

官
は

fas

に
関
す
る
コ
ト
な
ら
ば
裁
判
の
と
き
に
参
列
﹇
三
十
九
丁
裏
﹈

し
て
裁
判
上
の
事
柄
に
てfas

に
触
る
ゝ
コ
ト
あ
る
や
否
を
監
督

せ
り
。
故
にpontifi ces

はfas

に
通
ぜ
ん
と
同
時
にjus

に
通

ぜ
り
。
之
よ
り12 tables

﹇
十
二
銅
律
﹈
の
解
釈
も
此
官
の
主
と

し
て
司
ど
る
に
至
れ
り
。pontifi ces

は
久
し
く
存
す
。
此
の
得

た
る
法
律
上
の
智
識
を
代
々
伝
へ
之
は
地
位
を
維
持
す
る
為
め
に

己
の
得
た
る
智
識
を
世
界
に
知
ら
し
め
ず
、
故
にpontifi ces

の

（
一
一
八
四
）
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三
四
七

centuriata

に
て
はcenturia

か
財
産
高
に
よ
り
分
た
る
。

tribus

は
同
地
域
に
あ
る
も
の
は
富
貧
に
差
な
く
同tribus

と
せ

り
。c

﹇om
itia

﹈ centuriata

は
財
産
高
の
多
き
も
の
は
勝
を
占

む
る
もtribus

は
之
れ
と
大
に
異
な
れ
り
、
則
ちplebeji

の
為

め
に
利
益
な
り
。
又leges V

aleriae

に
於
て
非
常
の
権
あ
り
て

其
処
置
に
対
し
て
人
民
に
上
訴
す
る
コ
ト
を
許
さ
ざ
る
官
を
置
か

ざ
る
コ
ト
と
せ
り
。
之
れ
其
大
権
利
を
濫
用
す
る
を
防
ぐ
為
め
な

り
。
第
二
は
ロ
ー
マ
に
於
てtribuni m

ilitum

（
詳
書
せ
ば

consulari potestate

﹇
執
政
官
権
限
の
軍
事
担
当
官
、
執
政
官

格
軍
司
令
官
な
ど
の
こ
と
﹈）
とcensor

を
置
け
り
。plebeji

の
漸
々
勢
を
得
る
に
従
ひ
自
然consules

の
官
た
ら
ん
コ
ト
を

望
み
日
々
に

plebeji

よ
り
迫
れ
り
。
然
し

patricii

は

consules

を
殊
に
重
じ
其
の
名
誉
を
与
ふ
能
は
ず
と
な
し
、445 

B
.C

.

に
所
謂tribuni m

ilitum

﹇
四
十
一
丁
表
﹈
を
置
き

consules

を
廃
せ
り
。
其
に
はplebeji

も
就
職
し
得
る
、
同
時

に
其
報
酬
と
し
て
別
に
其
二
人
のcensores

を
置
き
其
に
は
只

だpatricii

を
以
て
之
に
任
す
と
せ
り
。
王
然
る
にcensores

の

職
は
要
す
る
に
風
俗
の
監
督
、
祠
社
、
道
路
、
橋
梁
及
び
就
中
風

俗
を
司
り
し
為
めcensores

の
勢
強
か
り
し
、
右
の
如
く
折
衷

策
を
取
り
た
り
。
尚patres

はplebeji

に
譲
りtribuni 

F
lavianum

と
云
ふ
。

第
三
款　

十
二
銅
律
后
に
於
け
る
法
制
の
沿
革

12 tables
﹇
十
二
銅
律
﹈
の
制
度
定
に
付
て
其
原
因
多
か
り
し

も
大
原
因
はpatricii

とplebeji

と
の
調
和
を
計
る
に
あ
り
。

然
る
に
之
れ
生
ぜ
し
よ
り
此
調
和
全
く
行
は
れ
て
調
和
を
要
せ
ざ

る
と
云
ふ
に
然
ら
ず
。
尚
両
者
権
衡
を
得
ず
。
ロ
ー
マ
は
外
国
に

手
を
出
し
版
図
を
広
む
る
に
当
り
、
其
前
に
内
部
の
調
和
の
必
要

あ
り
。
因
て12 tables

﹇
十
二
銅
律
﹈
の
后
内
部
の
調
和
の
改
良

に
付
て
法
制
上
に
変
更
あ
り
。
中
主
な
る
は
公
法
上
の
コ
ト
な
り
。

丁
度449 B

.C
.

有
名
な
るleges V

aleriae et H
oratiae

な
る

法
律
に
よ
り
二
重
大
な
る
コ
ト
定
ま
れ
り
。
其
一
は
此
法
律
に
よ

り
新
に

com
itia tributa

生
ぜ
し
な
り
。
之
は
前
述
の

c

﹇om
itia

﹈ tributa

と
全
く
別
に
し
て

patricii
、plebeji

﹇
四
十
丁
裏
﹈
は
集
会
に
於
て
土
地
の
区
域
た
るtribus
に
従
て

発
言
し
得
る
な
り
。
此
の
方
法
に
よ
り
人
民
の
集
会
に
て
決
し
た

る
コ
ト
は
法
律
の
功
力
を
有
し
得
る
。
詳
言
せ
ばcom

itia 
centuriata

は
各centuria

の
集
合
に
し
て
各
法
人
を
な
し
、
各

発
言
権
を
有
せ
し
もc

﹇om
itia

﹈ t

﹇ributa

﹈
に
て
は
土
地
の
同

区
域
に
属
す
る
も
の
はvoting body

﹇
投
票
団
﹈
を
な
し

1 tribus

は
一
の
発
言
を
な
す
コ
ト
と
な
れ
り
。
故
にc

﹇om
itia

﹈ 

（
一
一
八
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

三
四
八

べ
か
ら
ざ
る
に
至
る
。
上
述
は
主
と
し
て
公
法
な
り
。

私
法
に
付
て
云
へ
ば
大
な
る
コ
ト
はpatricii

とplebeji

と

は
互
に
結
婚
し
得
る
。
此
コ
ト
は445 B

.C
.

に
於
てlex 

C
anuleia

な
る
法
律
に
よ
り
て
定
り
し
な
り
。
此
事
た
る
重
大

な
ら
ざ
る
如
く
見
ゆ
れ
ド
モ
両
者
調
和
上
大
影
響
を
有
す
る
な
り
。

而
し
て
互
に
族
親
上
の
関
係
を
有
し
他
人
視
せ
ざ
る
に
至
り
円
滑

と
な
れ
り
。

第
二
節　

Italy

半
島
を
征
服
し
た
る
后Punic

戦
争
前
の
有
様

第
一
款　

Italy

諸
国
征
服
の
概
略
﹇
四
十
二
丁
表
﹈

ロ
ー
マ
に
於
て
一
時
は
内
部
の
調
和
行
れ
ず
。
此
前
に
は
ロ
ー

マ
人
は
如
何
に
武
勇
な
る
も
外
国
人
に
手
を
出
す
能
は
ざ
り
し
。

然
る
に367 B

.C
.

に
はconsules

をplebeji

よ
り
撰
び
両
階
級

の
軋
轢
漸
々
減
し340 or 350 B

.C
.

頃
に
は
ロ
ー
マ
人
も
内
部

の
破
裂
を
恐
る
ゝ
に
足
ら
ず
。
因
て
安
心
し
てItaly

諸
国
征
服

に
従
事
し
其
結
果
版
図
を
広
め
国
威
を
輝
し
ロ
ー
マ
内
部
を
堅
固

に
せ
り
。
蓋
し
ロ
ー
マ
国
と
雖
も340 or 350 B

.C
.

頃
に
は
小

く
人
々
少
し
。
然
る
に343 B

.C
.

頃
よ
り
ロ
ー
マ
人
はItaly

諸

国
、
例
﹇
へ
﹈
ばS

am
m
nites, E

trusci, U
m
bri

等
を
征
伐
し

266 B
.C

.

頃
に
はItaly

半
島
の
全
部
は
ロ
ー
マ
の
命
令
を
聞
く

コ
ト
と
な
れ
り
。

m
ilitum

を
廃
し
、
再
び

consules

を
置
き367 B

.C
.

に

consules

は
其
一
人
はplebeji

を
以
て
之
に
任
す
る
コ
ト
と
せ

り
。
加
之patrici

はtribuni m
ilitum

を
置
きplebeji

も
之
に

任
す
る
コ
ト
に
せ
し
。
報
酬
と
し
て
置
き
しcensores

も415 
B
.C

.

に
又
々plebeji

を
以
て
之
を
任
す
る
コ
ト
に
せ
り
。
漸
々

日
を
追
ふ
に
従
ひplebeji

はpatricii

と
肩
を
比
ぶ
る
に
至
れ
り
。

併
しpatricii

は
報
酬
を
望
み366 B

.C
.

に
新
にpraetor

を
置

き
た
り
。
之
は
ロ
ー
マ
の
歴
史
上
重
大
な
る
関
係
を
有
し
ロ
ー
マ

の
法
律
の
尤
も
進
歩
せ
し
時
な
り
。
而
し
てpraetor

の
司
る
処

は
ロ
ー
マ
市
民
の
訴
訟
な
り
し
。praetor

の
職
は
主
と
し
て

ロ
ー
マ
区
内
の
民
事
訴
訟
を
司
る
。
其
初
め
は
只patricii

を
以

て
任
せ
し
もpatricii

も
遂
に337 B

.C
.

にplebeji

﹇
四
十
一
丁

裏
﹈
に
譲
り
之
に
任
ぜ
し
む
る
コ
ト
と
せ
り
。
而
し
てpraetor

は
法
律
の
進
歩
上
至
大
の
影
響
を
及
せ
り
。
一
例
を
示
せ
ば

praetor

置
か
れ
し
以
后
司
法
と
他
の
行
政
と
分
科
す
る
端
緒
開

け
、
又jus

とfas

の
分
科
を
助
け
り
。consules

は
従
来
裁
判

の
コ
ト
を
司
り
し
も
一
変
し
てconsules

よ
り
離
る
る
に
至
る
。

故
に
司
法
と
行
政
と
分
離
せ
り
。
其
他pontifi ces

は
裁
判
上
大

勢
力
を
有
せ
し
もpraetor

以
来
裁
判
上
の
一
官
吏
を
生
ず
。
故

にpontifi ces

も
勢
力
を
失
ひ
従
てjus

とfas

と
分
離
せ
ざ
る

（
一
一
八
六
）



宮
崎
道
三
郎
博
士
講
述
『
比
較
法
制
史
』
緒
言
及
び
第
一
部　

羅
馬
法
制
史
（
吉
原
）

三
四
九

よ
り
種
々
の
も
の
あ
り
一
様
な
ら
ず
。
故
に
其
大
略
を
述
ぶ
る
甚

だ
難
し
。
一
例
を
示
せ
ばL

atin

のm
unicipia

は
他
の

m
unicipia

よ
り
其
地
位
高
く
其
の
市
民
は
ロ
ー
マ
に
移
住
す
れ

ば
直
ち
に
ロ
ー
マ
市
民
と
同
権
を
得
る
。
又
たm

unicipia

中
に

て
も
ロ
ー
マ
人
の
為
め
に
力
を
尽
し
功
あ
る
も
の
は
ロ
ー
マ
よ
り

﹇
四
十
三
丁
表
﹈
特
に
其
地
の
人
民
に
ロ
ー
マ
市
民
と
同
権
を
有

せ
し
む
。
固
よ
り
此
コ
ト
た
る
名
誉
の
為
め
に
し
て
其
権
利
を
行

使
す
る
に
は
大
に
不
便
な
り
し
コ
ト
あ
り
。
例
﹇
へ
﹈
ば
ロ
ー
マ

本
国
よ
り
距
り
た
るm

unicipia

は
官
吏
と
な
り
又
発
言
す
る
コ

ト
実
際
能
は
ざ
る
な
り
。

praefectura

も
同
じ
く
ロ
ー
マ
に
征
せ
ら
しItaly

の
市
府
よ

り
な
れ
り
。
此
の
場
合
は
ロ
ー
マ
人
は
尤
も
虐
待
せ
し
も
の
な
り
。

故
にm

unicipia

に
は
自
治
政
を
許
せ
し
もpraefectura

に
は

然
ら
ず
。
ロ
ー
マ
よ
りpraefectura

な
る
官
吏
を
送
り
支
配
せ

し
め
し
な
り
。
此
く
此
の
官
吏
を
使
し
支
配
せ
し
め
し
故
に
此
名

あ
り
。
ロ
ー
マ
人
は
之
等
の
人
民
を
軽
蔑
し
自
然
他
国
人
視
せ
り
。

故
にpraefectura

の
人
民
をperegrini

（
外
人
）
中
に
算
入
せ

し
コ
ト
あ
り
。

civitates federatae

と
は
訳
し
て
同
盟
国
ト
モ
云
ふ
べ
き
も

の
に
し
てItaly

市
府
に
て
ロ
ー
マ
の
威
力
を
恐
れ
同
盟
せ
し
も

第
二
款　

m
unicipia, praefecturae, civitates federatae, 

coloniae
之
を
述
ぶ
る
に
先
ち
ロ
ー
マ
市
民
の
権
利
に
付
て
一
言
せ
ん
。

抑
も
上
述
の
如
く
ロ
ー
マ
の
両
階
級
調
和
し
同
様
の
権
利
を
享
有

し
、
其
市
民
は
法
律
上
如
何
な
る
権
利
を
有
せ
し
か
と
云
ふ
に
、

ロ
ー
マ
市
民
は
一
方
に
公
権
の
上
に
於
て
は
第
一
に
ロ
ー

﹇
四
十
二
丁
裏
﹈
マ
本
国
に
官
吏
と
な
る
権
利
、
又com
itia

の

会
員
と
な
り
発
言
す
る
権
利
を
有
し
、
他
方
則
ち
私
権
の
上
に
於

てjus civile

に
従
て
財
産
を
有
し
、
其
他
結
婚
し
遺
言
し
及
び

相
続
す
る
の
権
を
有
せ
り
。
然
る
に
ロ
ー
マ
人
はItaly

半
島
を

征
せ
し
后
、
其
征
服
国
と
本
国
と
の
間
に
種
々
の
関
係
を
有
し
、

其
地
方
に
於
て
本
国
に
服
従
す
る
有
様
異
に
し
て
寛
待
せ
ら
る
ゝ

あ
り
。
又
虐
待
せ
ら
る
ゝ
あ
り
。
又
本
国
と
同
位
地
に
立
つ
も
の

あ
り
。
因
て
其
本
国
と
征
服
国
と
の
関
係
は
第
一
にm

unicipia

あ
り
。
之
は
ロ
ー
マ
人
に
征
せ
ら
れ
しItaly

の
市
府
よ
り
成
り
、

其
市
の
人
民
は
ロ
ー
マ
本
国
の
市
民
と
同
一
の
権
を
有
す
る
能
は

ず
、
只
其
権
利
の
一
半
を
有
す
る
の
み
。
蓋
しm

unicipia

の
市

民
は
只
公
法
上
ロ
ー
マ
市
民
と
同
一
の
権
利
を
有
せ
し
、
故
に
本

国
に
官
吏
と
な
り
又
集
会
の
議
員
と
な
る
コ
ト
能
は
ず
。
併
し
私

権
上
の
権
利
を
有
せ
り
。
併
しm

unicipia

は
其
時
代
其
地
方
に

（
一
一
八
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

三
五
〇

り
。
従
て
属
国
に
ロ
ー
マ
の
開
化
を
及
ぼ
す
に
功
あ
り
。
又
ロ
ー

マ
の
開
化
に
大
に
功
を
及
ぼ
せ
し
も
の
な
り
。

第
三
款　

recuperatio, legis actio per condictionem
 

﹇
四
十
四
丁
表
﹈

ロ
ー
マ
人
はItaly

半
島
諸
国
を
征
し
其
結
果
と
し
てItaly

人
民
とsocii

取
引
す
。
其
取
引
は
時
を
経
る
に
従
ひ
頻
繁
と
な

れ
り
。
併
し
其
取
引
に
伴
ふ
て
訴
訟
も
起
れ
り
。
然
る
に
其
訴
訟

の
如
き
は
内
外
人
相
互
の
間
に
起
り
し
も
の
な
る
故
に
一
様
の
裁

判
手
続
を
以
て
裁
判
す
る
能
は
ず
。
故
に
ロ
ー
マ
国
人
と
同
盟
国

人
と
予
め
裁
判
手
続
を
定
め
り
。
其
特
別
の
裁
判
手
続
き
は

recuperatio

な
り
。
元
よ
り
此
時
代
は
古
き
故
に
判
然
せ
ざ
れ

ド
モ
其
の
一
般
を
述
べ
し
に
、
例
﹇
へ
﹈
ば
ロ
ー
マ
人
が
同
盟
国

人
に
対
し
訴
訟
を
起
す
に
は
、
原
告
人
は
先
づ
立
会
人
を
伴
ひ
被

告
の
処
に
至
り
、
其
要
求
の
主
旨
を
述
ぶ
る
と
同
時
に
其
時
よ
り

し
て
第
三
十
日
目
に
ロ
ー
マ
の
法
廷
に
出
頭
せ
ん
コ
ト
を
命
ぜ
り
。

之
等
の
手
続
き
をcondictio

と
称
せ
り
。
而
し
て
其
期
日
に
至

れ
ば
原
被
共
に
出
廷
し
原
告
は
或
る
式
に
よ
り
請
求
を
陳
べ
、
被

告
は
法
官
よ
り
し
て
答
弁
の
命
令
を
受
け
答
弁
す
。
相
互
の
議
論

終
れ
ばpraetor

の
如
き
法
官
は
三
人
の
審
判
官
を
撰
定
す
。
然

る
ト
キ
に
当
事
者
が
第
三
日
目
に
審
判
官
の
処
に
出
頭
し
証
明
す

の
な
り
。
然
れ
ド
モ
之
れ
は
ロ
ー
マ
の
勢
力
あ
る
国
に
対
し
て
対

等
の
同
盟
を
な
す
、
故
に
ロ
ー
マ
に
対
し
て
援
兵
を
出
し
又
時
と

し
て
金
銭
を
収
む
る
義
務
を
有
す
。
併
し
其
独
立
を
絶
つ
た
る
に

あ
ら
ざ
る
故
に
其
国
内
の
政
治
は
之
を
行
ふ
な
り
。
ロ
ー
マ
人
は

之
等
の
国
を
はsocii
と
云
へ
り
。

﹇
四
十
三
丁
裏
﹈coloniae

は
殆
ん
ど
説
明
を
要
せ
ず
、
則
ち

ロ
ー
マ
の
殖
民
地
な
り
。
抑
も
ロ
ー
マ
人
はItaly

諸
国
を
征
す

る
に
当
り
ロ
ー
マ
人
は
鎮
守
の
為
め
に
人
を
送
り
其
地
に
住
居
せ

し
む
。
此
に
於
て
征
服
地
に
殖
民
地
あ
り
し
な
り
。
而
し
て
慣
例

と
し
て
殖
民
た
る
も
の
則
ちcoloni
に
は
殖
民
地
の
⅔
を
授
け

土
人
は
⅓
を
有
す
る
コ
ト
を
得
た
る
な
り
。
而
し
て
殖
民
地
の

成
立
の
有
様
は
本
国
を
基
と
な
し
政
治
団
体
を
な
せ
り
。
尤
も
殖

民
地
に
よ
り
て
は
多
少
其
享
有
す
る
の
土
地
に
不
同
あ
り
。
例
へ

ば
ロ
ー
マ
人
の
移
住
せ
し
処
に
て
は
其
人
民
は
ロ
ー
マ
人
と
同
一

な
り
。
併
しL

atin

人
を
し
て
殖
民
た
ら
し
め
た
る
も
の
は

m
unicipia

人
民
と
同
一
に
し
て
ロ
ー
マ
市
民
の
権
の
一
半
を
有

せ
り
。
而
し
て
其
殖
民
地
た
る
ロ
ー
マ
の
対
外
政
略
上
必
要
且
つ

功
を
奏
せ
し
も
の
な
り
。
則
ち
殖
民
地
は
本
国
と
属
国
と
の
間
に

立
ち
気
脈
を
巧
に
通
ぜ
り
。
因
て
制
度
風
俗
は
殖
民
地
を
経
て
他

に
広
り
又
他
国
の
風
俗
習
慣
は
殖
民
地
を
経
て
ロ
ー
マ
に
伝
は
れ

（
一
一
八
八
）



宮
崎
道
三
郎
博
士
講
述
『
比
較
法
制
史
』
緒
言
及
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第
一
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羅
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三
五
一

し
てG

aius

氏
はgeneral form

 of action

と
云
へ
り
。legis 

actio per sacram
entum

﹇
四
十
五
丁
表
﹈ in rem

の
如
き
は
多

く
は
物
権
取
戻
し
の
訴
の
場
合
の
時
に
用
ひ
、legis actio per 

sacram
entum

 in personam

の
如
き
は
債
権
債
務
間
の
争
に
用

ゆ
る
も
の
な
り
。
訴
訟
手
続
の
取
戻
に
て
奴
隷
の
例
を
述
べ
し
は

in rem

の
場
合
な
り
。
又
例
﹇
へ
﹈
ば
奴
隷
に
付
て
訴
訟
を
起

し
其
物
権
を
取
戻
さ
ん
と
す
る
に
は
原
被
両
者
法
廷
に
出
て
原
告

は
其
の
奴
隷
を
捕
へ
棒
を
以
て“H

unc ego hom
inem

 ex jure 
Q
uiritium

 m
eum

 esse ajo etc. ”

﹇「
予
は
こ
の
奴
隷
を
ロ
ー
マ

市
民
法
に
基
づ
き
て
予
の
も
の
な
り
と
主
張
す
云
々
。」﹈
と
述
べ

棒
を
触
れ
る
な
り
。
被
告
も
同
言
葉
を
述
ぶ
。
然
る
ト
キ
は
裁
判

官
則
ちpraetor

は“M
ittite am

ba hom
inem

. ”

﹇「
双
方
と
も

奴
隷
を
放
て
」﹈
な
る
語
を
述
ぶ
。
此
意
は
相
方
共
に
其
人
類
を

放
つ
可
し
と
云
ふ
に
し
て
其
争
を
な
だ
め
る
な
り
。
右
終
れ
ば
原

告
は
被
告
に
対
し
又
一
定
の
式
あ
り
。
汝
は
何
故
に
要
す
る
か
を

陳
述
せ
よ
と
云
ふ
な
り
。
被
告
は
之
に
対
し
一
定
の
式
あ
り
之
に

答
弁
す
る
な
り
。
然
る
ト
キ
にsacram

entum

に
付
て
原
被

﹇
告
﹈
共
に
挑
み
合
ふ
な
り
。
其
他
種
々
の
儀
式
あ
り
し
な
り
。

例
﹇
へ
﹈
ばlegis actio 

﹇per

﹈ sacram
entum

 in personam

に
て
も
一
定
の
式
あ
り
。
原
告
の
申
立
て
る
言
葉
の
如
き
は“A

io 

る
な
り
。
之
等
の
審
判
官
の
コ
ト
をrecuperatores

と
云
ふ
。

而
し
て
之
は
当
事
者
の
立
証
を
聞
き
然
る
べ
き
判
決
を
下
す
。
然

﹇
四
十
四
丁
裏
﹈
る
にrecuperatio

の
手
続
き
は
之
を
ロ
ー
マ

の
当
時
普
通
行
は
る
ゝ
訴
訟
手
続
き
に
比
す
れ
ば
簡
便
な
り
。
蓋

し
ロ
ー
マ
に
は
訴
訟
の
性
質
に
よ
り
手
続
き
異
な
れ
り
。
例

﹇
へ
﹈
ばlegis actio per sacram

entum

或
はlegis actio 

sacram
ento

其

他

legis actio per judicis arbitrive 
posulationem

又

legis actio per pignoris capionem

又

legis actio per m
anus injectionem

の
如
き
名
あ
る
種
々
の
訴

訟
手
続
き
ロ
ー
マ
本
国
に
行
は
る
。
之
れ
等
に
付
て
はG

aius

の

Institutiones

に
あ
り
。
之
等
の
訴
訟
手
続
き
は
一
般
に
儀
式
、

非
常
に
厳
格
に
し
て
言
葉
の
如
き
も
儀
式
上
一
定
し
又
な
す
べ
き

挙
動
も
儀
式
上
一
定
し
少
し
も
誤
る
コ
ト
能
は
ざ
り
し
な
り
。
一

例
を
示
せ
ばlegis actio sacram

ento

中
に
も
二
種
あ
り
て

（1

）legis actio per sacram
entum

 in rem
, 

（2

）legis actio 
per sacram

entum
 in personam

あ
り
。
其
場
合
に
よ
り
儀
式

多
少
異
な
れ
り
。
本
末R

om
an law

は
訴
訟
手
続
に
よ
り
て
主

と
し
て
発
達
す
。
故
に
訴
訟
手
続
を
研
究
す
る
コ
ト
尤
も
必
要
な

り
。
当
時R

om
an law

の
儀
式
の
厳
格
に
し
て
以
上
の
二
者
は

用
ひ
方
異
な
れ
ド
モ
他
の
訴
訟
手
続
に
比
す
れ
ば
其
儀
式
厳
格
に

（
一
一
八
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

三
五
二

が
共
に
或
神
前
に
至
り
誓
を
な
す
と
同
時
に
相
方
の
も
の
が
問
答

体
に
言
顕
す
な
り
。
而
シ
テ
其
場
合
に
は
用
ひ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る

言
葉
あ
り
し
な
り
。
言
葉
使
力
尤
も
厳
格
な
る
も
の
あ
り
。
其
の

体
裁
は
﹇
四
十
六
丁
表
﹈
次
の
如
し
。
要
約
者
は
約
諾
者
に
対
し

て

約
す

か

S
pondesne  

私
に

m
ihi  centum

 
与

ふ
べ

き
を

dare
?

と
此
言
葉
は
必
す
用
ふ
べ
き
も
の
な
り
。
之
に
対
し
て
約
諾
者
は

spondes

と
答
へ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
併
し
此
方
式
は
神
前
に
誓
ふ

と
か
一
定
の
言
葉
を
用
ふ
べ
き
の
不
便
あ
り
し
の
み
な
ら
ず
他
に

も
不
便
あ
り
。
而
し
て
問
答
体
な
る
を
以
て
相
手
方
が
現
所
に
あ

ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
唖
者
及
聾
者
と
か
又
手
紙
に
て
は
な
す
べ
か

ら
ず
。
併
しnexum

に
比
す
れ
ば
立
会
人
等
を
要
せ
ざ
る
を
以

て
稍
簡
易
な
り
。stipulatio

はsponsio

に
能
く
似
た
る
も
の
な

り
。
故
に
中
にstipulatio

sponsio

　

stipulatio

と
す
る
も
あ
り
。
而
し

てstipulatio

は
新
し
く
起
り
し
も
の
な
り
。
之
れ
は
践
式
契
約

に
し
て
此
場
合
は
相
方
共
に
問
答
体
に
言
顕
す
な
り
。
併
し

sponsio

の
如
く
用
語
厳
な
ら
ず
且
つ
神
前
に
誓
ふ
コ
ト
な
し
。

故
にsponsio

よ
り
稍
簡
易
な
り
。
其
方
式
は

P
rom

ittisne m
ihi centum

 dare?

te m
ihi decem

 m
ilia dare oportere. ”

（「
汝
は
吾
に
対
し
て

一
萬
金
を
与
ふ
べ
き
コ
ト
を
主
張
す
」）
と
。
被
告
之
に
答
ふ
る

に“N
ego m

e tibi decem
 m

ilia dare oportere. ”

（「
吾
は
汝

に
金
を
払
ふ
﹇
四
十
五
丁
裏
﹈
義
務
を
持
つ
コ
ト
を
打
消
す
」）

と
此
弁
論
終
れ
ば

in rem

の
場
合
の
如
く

provocatio 
sacram

ento

な
る
手
続
あ
り
て
賭
金
に
付
て
互
に
挑
合
ふ
。
此

他
種
々
の
儀
式
あ
り
し
な
り
。
ロ
ー
マ
に
於
て
社
会
の
現
象
の
有

様
単
純
に
し
て
取
引
頻
繁
な
ら
ざ
る
ト
キ
は
夫
れ
に
て
宜
し
か
り

し
も
漸
々
進
む
に
従
ひreciperatio
は
大
に
影
響
す
る
に
至
る

な
り
。

不
便
な
る
訴
訟
手
続
は
社
会
の
幼
稚
な
る
時
に
あ
り
て
は
其
不

便
を
感
ぜ
ざ
る
もItaly

諸
国
征
服
后
に
其
影
響
を
受
け
社
会
の

現
象
複
雑
と
な
り
訴
訟
も
従
て
多
く
な
れ
り
。
且
つ
当
時
契
約
の

方
式
も
社
会
の
進
歩
と
共
に
数
を
増
し
当
時
契
約
中
に
はnexum

の
外
にsponsio, stipulatio, expensilatio

等
の
方
式
次
第
に

行
は
る
。
此
等
の
方
式
はexpensilatio

に
比
す
れ
ば
一
層
簡
易

な
る
も
の
な
り
。
当
時
は
債
権
債
務
の
関
係
を
生
ず
る
に
も
手
続

は
簡
易
な
り
し
。
元
よ
り
此
の
方
式
に
は
多
少
の
式
あ
り
て
践
式

契
約
な
り
。
合
意
の
み
に
よ
り
て
な
る
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。

sponsio

と
は
一
種
の
践
式
契
約
に
し
て
其
式
た
る
相
方
の
も
の

（
一
一
九
〇
）



宮
崎
道
三
郎
博
士
講
述
『
比
較
法
制
史
』
緒
言
及
び
第
一
部　

羅
馬
法
制
史
（
吉
原
）

三
五
三

盟
国
人
と
ロ
ー
マ
人
の
特
別
の
訴
訟
手
続
の
出
来
を
以
来
従
来
の

ロ
ー
マ
訴
訟
手
続
を
も
改
む
る
コ
ト
を
感
じrecuperatio

の
制

に
倣
ひ
﹇
四
十
七
丁
表
﹈
別
種
の
新
訴
訟
手
続
を
用
ゆ
る
に
至
る
。

其
の
新
訴
訟
手
続
はlegis actio per condictionem

な
り
。
之

を
用
ふ
る
に
至
り
し
年
月
は
判
然
せ
ざ
れ
ド
モ
或
る
学
者
はlex 

S
ilia

な
る
法
律
あ
り
（269 B

.C
.

）
に
て
之
れ
に
よ
り
て
定
り

し
な
ら
ん
と
。
併
し
異
論
あ
り
て
一
定
せ
ず
。
而
し
て
此
訴
訟
手

続
はrecuperatio

に
基
き
し
コ
ト
は
別
に
証
明
を
要
せ
ず
。

recuperatio

の
場
合
の
如
くcondictio

を
全
て
生
ず
る
な
り
。

故
に
此
名
あ
る
な
ら
ん
。
此
場
合
に
も
原
告
は
被
告
に
其
の
求
の

主
旨
を
陳
述
す
る
と
共
に
第
三
十
日
目
に
出
廷
す
る
コ
ト
を
命
ず

る
な
り
。

legis actio per condictionem

は
著
名
な
る
も
之
に
付
て
は

歴
史
の
材
料
乏
し
く
し
てG

aius

のInst.

中
に
も
詳
し
か
ら
ず
。

兎
に
角
此
の
手
続
き
は
有
力
な
る
学
者
の
説
に
よ
れ
ばlegis 

actio per sacram
entum

の
如
くsacram

entum

を
用
ゆ
る
儀

式
な
り
。
他
の
も
の
に
比
す
れ
ば
一
層
簡
便
な
り
し
も
の
な
ら
ん
。

且
つ
此
手
続
は
他
の
手
続
よ
り
簡
便
な
り
し
為
め
世
人
が
猥
り
に

訴
訟
を
起
す
コ
ト
を
恐
れ
之
を
起
す
に
付
て
は
検
証
手
段
を
要
す

る
コ
ト
と
し
猥
り
に
訴
へ
出
る
コ
ト
を
防
ぐ
手
段
あ
り
し
。
其
手

の
如
し
。
之
の
語
は
普
通
な
れ
ド
モ
必
ず
し
も
此
通

と
お
り

な
ら
ざ
る

べ
か
ら
ず
と
云
う
コ
ト
な
し
。
約
諾
者
之
に
対
し
てP

rom
itto

と
答
ふ
な
り
。
之
等
のsponsio, stipulatio

﹇
四
十
六
丁
裏
﹈

は
其
応
用
の
尤
も
広
が
り
し
も
の
な
り
。
尚
其
作
用
に
付
て
は

S
ohm

, R
om

an law
中
に
尤
も
善
く
著
せ
り
。

expensilatio

も
一
種
の
践
式
契
約
な
れ
ド
モ
其
式
は
前
二
者

と
異
な
れ
り
。
前
二
者
は
問
答
体
は
必
要
な
り
し
も
此
場
合
は
相

方
の
合
意
の
結
果
を
帳
簿
に
記
入
し
之
が
儀
式
と
な
り
法
律
上
功

﹇
力
﹈
を
有
し
契
約
と
な
る
な
り
。

蓋
し
ロ
ー
マ
に
て
はtabulae accepti et expensi

と
称
し
て

金
銭
の
出
納
簿
の
如
き
も
の
あ
り
し
な
り
。
其
記
入
せ
し
手
続
判

然
せ
ず
。
之
よ
り
ロ
ー
マ
書
に
は
種
々
の
説
を
著
せ
る
も
一
定
せ

ず
。
ロ
ー
マ
人
の
間
に
も
当
時
は
此
の
如
く
種
々
の
方
式
あ
り
て

従
前
の
も
の
よ
り
甚
だ
簡
易
な
り
し
。
之
も
当
時
の
社
会
の
要
務

の
頻
繁
に
な
る
に
従
ひ
訴
訟
も
多
く
な
り
た
る
結
果
な
り
。
訴
訟

手
続
は
当
時
の
時
世
に
付
て
考
ふ
れ
ば
従
来
の
不
便
な
る
も
の
に

て
は
用
を
便
せ
ず
。
故
に
ロ
ー
マ
に
て
訴
訟
手
続
を
簡
易
に
せ
ざ

る
べ
か
ら
ず
。
併
し
ロ
ー
マ
人
も
同
盟
国
人
と
ロ
ー
マ
人
の
間
に

recuperatio

の
如
き
特
別
の
裁
判
の
な
か
り
し
時
は
不
便
を
感

じ
訴
訟
を
改
良
す
る
コ
ト
を
感
ず
る
コ
ト
も
大
な
ら
ず
。
併
し
同

（
一
一
九
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

三
五
四

或
点
に
て
は
奴
隷
に
類
す
る
処
あ
る
も
其
の
異
点
は
奴
隷
は
主
人

た
る
も
の
の
有
無
に
﹇
四
十
八
丁
表
﹈
係
ら
ず
権
利
の
主
体
と
な

り
得
ず
。
因
て
主
人
亡
す
る
も
権
利
義
務
を
有
せ
ず
。
家
族
の
存

命
中
は
権
利
主
体
と
な
り
得
ざ
る
の
み
な
り
。
若
し
家
長
亡
せ
ば

権
利
主
体
と
な
る
。
又
当
時
の
ロ
ー
マ
人
は
他
国
人
を
軽
蔑
す
る

風
あ
る
を
以
て
殊
に
条
約
に
て
ロ
ー
マ
人
と
取
引
を
有
す
る
他
国

人
と
雖
ド
モ
私
法
に
於
て
ロ
ー
マ
人
と
同
等
の
権
を
有
せ
ざ
る
点

少
か
ら
ず
。

物
権

│
先
づ
物
権
の
コ
ト
を
述
べ
し
。
此
時
代
に
は
ロ
ー
マ

に
も
多
く
の
国
を
征
し
従
前
に
比
す
れ
ば
歩
を
進
め
り
。
尚
其
主

た
る
生
業
は
農
業
に
あ
り
。
故
に
他
のres nec m

ancipi

とres 
m
ancipi

と
を
区
別
しres m

ancipi

を
重
ぜ
り
。
尚
此
他
此
時

代
にres in com

m
ercium

, res extra com
m
ercium

（
不
融
通

物
、
融
通
物
）
あ
り
。
此
区
別
はres extra com

m
ercium

を

述
ぶ
れ
ば
判
然
せ
ん
。
之
はres sacrae, res religiosae, res 

publicae

を
含
む
。res sacrae

は
或
る
一
定
の
公
の
手
続
に
よ

り
神
の
用
に
供
し
た
る
も
の
に
し
て
社
地
寺
地
の
如
し
。res 

religiosae

は
墳
墓
の
如
く
死
人
を
収
む
る
処
な
り
。res 

publicae
は
公
共
の
道
路
公
共
の
劇
場
の
如
き
に
し
て
永
久
公
衆

の
用
に
供
す
る
不
融
通
物
と
な
れ
り
。﹇
四
十
八
丁
裏
﹈

段
と
は
訴
訟
を
起
す
時
に
当
り
て
相
方
の
も
の
を
し
てsponsio

の
契
約
式
に
よ
り
て
敗
訴
訟
者
は
訴
訟
の
目
的
た
る
金
額
の
⅓

に
当
る
金
銭
を
別
に
﹇
四
十
七
丁
裏
﹈
勝
訴
者
に
与
へ
る
コ
ト
を

約
せ
し
む
。
故
に
若
し
敗
訴
せ
は
要
求
額
の
み
な
ら
ず
敗
訴
の
為

め
に
は
別
に
⅓
を
出
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
故
に
他
の
手
続
よ
り
一

層
簡
易
な
り
し
な
ら
ん
。
併
しlegis actio per condictionem

の
如
き
は
社
会
の
変
遷
上
止
む
を
得
ず
作
り
し
も
の
な
れ
ば
一
般

の
場
合
用
ひ
し
に
あ
ら
ず
。
其
初
め
て
用
ひ
し
場
合
に
大
に
制
限

せ
ら
れ
只
原
告
が
或
る
一
定
し
た
る
金
額
を
要
求
し
た
る
場
合
に

の
み
用
ひ
し
な
り
。
例
へ
ばstipulatio
或
はexpensilatio

に

て
約
せ
し
金
額
の
如
き
は
金
額
定
る
を
以
て
此
の
場
合
に
用
ひ
し

な
り
。
此
く
一
定
の
額
を
要
求
す
る
手
続
な
る
を
以
て
極
く
迅
速

を
尊
ぶ
コ
ト
を
推
知
す
る
に
足
る
。
後
に
は
其
区
域
広
く
金
銭
の

み
な
ら
ず
特
定
の
品
物
を
要
求
す
る
場
合
に
も
用
ふ
る
に
至
れ
り
。

第
四
款　

私
法
の
有
様

権
利
の
主
体

│
当
時
ロ
ー
マ
に
於
て
権
利
の
主
体
た
る
も
の

は
只
自
由
の
人
民
の
み
な
り
し
。
当
時
も
奴
隷
あ
り
て
人
類
に
相

異
な
き
も
権
利
主
体
と
な
ら
ず
。
故
に
権
利
義
務
を
有
せ
ず
。
併

し
当
時
は
人
民
と
雖
ド
モ
家
長
権
盛
な
る
を
以
て
家
族
は
家
長
の

存
命
中
は
其
権
力
の
為
め
に
圧
倒
さ
れ
て
何
等
の
権
を
も
有
せ
ず
。

（
一
一
九
二
）



宮
崎
道
三
郎
博
士
講
述
『
比
較
法
制
史
』
緒
言
及
び
第
一
部　

羅
馬
法
制
史
（
吉
原
）

三
五
五

り
他
方
に
所
有
権
を
譲
り
渡
さ
ん
と
す
る
ト
キ
は
形
式
上
仮
り
の

m
ancipatio

を
な
す
。
此
場
合
は
只
僅
か
の
金
を
一
方
よ
り
他
方

に
渡
し
て
表
面
上m

ancipatio

式
あ
り
し
コ
ト
を
装
ふ
コ
ト
あ
り
。

真
の
相
当
の
価
を
直
ち
に
払
は
ず
。
此
の
沿
革
に
付
て
はS

ohm

のR
om

an law

に
詳
く
あ
り
。
又
所
有
権
収
得
の
方
法
と
し
て

in jure cessio

な
る
方
式
あ
り
。
此
のjure

﹇jus

﹈
は
ロ
ー
マ

語
に
て
は
法
令
な
る
コ
ト
な
れ
ド
モ
此
場
合
は
法
廷
を
云
ふ
。

cessio

は
譲
る
と
云
ふ
コ
ト
に
し
て
或
人
は
訳
し
て
擬
訴
棄
権
と

す
。
之
は
仮
設
の
訴
訟
に
よ
り
所
有
権
を
収
得
す
る
方
法
な
り
。

此
方
式
は
全
く
訴
訟
法
上
よ
り
起
り
基
本
は12 tables

﹇
十
二
銅

律
﹈
の
条
文
に
基
き
此
の
如
き
方
式
生
ぜ
し
な
り
。
其
の
条
文
と

はconfessio pro judicatus est

に
し
てconfessus

は
法
廷
に

てconfess

し
た
る
も
の
。judicatus

は
宣
告
を
受
け
た
る
も
の
、

pro

は
向
つ
て
、est

は
あ
れ
。
之
は
宣
告
を
受
け
た
る
も
の
と

同
一
に
見
做
す
と
云
ふ
に
あ
り
。
故
に
法
廷
に
当
事
者
が
或
事
柄

を
自
白
し
又
自
認
し
た
る
時
は
其
事
柄
は
裁
判
の
宣
告
に
よ
り
此

く
定
れ
る
も
の
と
同
一
に
見
做
す
と
す
る
な
り
。
然
る
に
所
有
権

取
得
の
方
法
は
昔
は
甚
だ
少
く
且
つ
不
便
な
る
を
以
て
ロ
ー
マ
人

の
法
律
に
巧
み
な
る
新
に
所
有
権
取
得
の
方
法
を
作
れ
り
。
例

﹇
へ
﹈
ば
甲
が
﹇
四
十
九
丁
裏
﹈
乙
に
所
有
権
を
譲
渡
さ
ん
と
す

物
権
（jura in re

）
の
区
別

│
物
権
と
は
物
を
以
て
直
接

に
権
利
主
体
の
目
的
に
属
せ
し
む
る
権
利
に
し
て
所
有
権

（dom
inium

 or proprietas

）
とjus in re aliena

と
に
分
る
。

而
し
てjus in re aliena

と
は
其
意
味
が
他
人
の
物
の
上
に
成

立
す
る
権
利
と
云
ふ
コ
ト
に
し
て
、
此
二
者
の
区
別
は
、

dom
inium

は
物
を
以
て
一
般
の
関
係
に
於
て
権
利
主
体
の
配
下

に
属
せ
し
む
。jus in re aliena

に
て
は
甲
の
所
有
す
る
物
を
或

特
段
な
る
関
係
に
よ
り
乙
の
配
下
に
属
せ
し
む
る
コ
ト
な
り
。
当

時
此
等
の
語
あ
り
し
や
否
や
は
判
然
せ
ざ
り
し
ト
モ
実
際
此
の
区

別
あ
り
し
な
り
。jus in re aliena
の
中
に
は
種
々
の
物
あ
り
。

凡
て
のjus in re aliena

は
此
時
代
に
発
達
せ
ざ
る
も
其
中
の

或
物
は
発
達
せ
ん
と
考
へ
ら
る
。
之
を
述
ぶ
る
前
に
所
有
権
に
付

て
述
ぶ
れ
ば
当
時
所
有
権
を
取
得
す
る
方
式
の
如
き
は
己
に
種
々

の
も
の
あ
り
。
所
有
権
取
得
方
式
中
先
づm

ancipatio
あ
り
。

m
ancipatio

は
此
時
代
にim

aginaria venditio

と
な
り
て
専
ら

所
有
権
取
得
の
方
式
と
し
て
用
ひ
ら
る
。
之
は
仮
設
の
売
買
な
り
。

m
ancipatio

は
其
初
め
に
於
て
は
真
の
売
買
の
時
に
行
ひ
し
も
の

に
し
て
物
品
を
渡
す
と
同
時
に
相
当
の
代
価
を
渡
す
。
併
し

12 tables

﹇
十
二
銅
律
﹈
后
、
鋳
造
の
貨
幣
生
ぜ
り
。
此
頃
よ
り

単
に
﹇
四
十
九
丁
表
﹈
売
買
の
み
な
ら
ず
他
の
場
合
に
も
一
方
よ

（
一
一
九
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

三
五
六

せ
は
争
を
生
ず
。
此
時
に
当
り
時
効
の
制
必
用
な
り
。
又
其
他

﹇
十
文
字
分
空
白
﹈
あ
り
。
之
れ
も
所
有
権
収
得
の
方
式
と
な
り
。

之
を
訳
し
て
裁
判
官
の
裁
決
と
云
ふ
。
裁
判
官
の
裁
決
に
よ
り
所

有
権
収
得
の
効
果
を
生
ず
る
な
り
。
例
﹇
へ
﹈
ば
共
有
物
分
割
の

場
合
の
如
し
。
例
﹇
へ
﹈
ば
甲
乙
が
一
物
を
所
有
す
る
時
は
甲
が

其
物
の
何
れ
の
部
分
に
付
て
も
権
を
有
し
又
乙
も
何
れ
の
部
分
に

も
権
を
有
す
。
故
に
甲
乙
互
に
単
独
に
有
す
る
部
分
な
し
。
此
時

に
裁
判
官
は
之
を
両
分
し
て
定
め
る
ト
キ
の
如
し
。
又
地
所
の
一

部
は
甲
乙
何
れ
に
属
す
る
か
と
云
ふ
時
に
は
其
土
地
を
甲
に
与
へ

乙
に
其
代
り
に
他
の
土
地
を
与
ふ
る
コ
ト
あ
る
如
き
な
り
。

jus in re aliena

中
に
は
種
々
あ
り
。
此
中
此
時
代
に
已
に
発

達
せ
し
はservitutes rerum

に
し
てservitutes

と
は
他
人
の

所
有
物
上
に
属
す
る
一
種
の
所
有
権
に
し
て
他
人
の
物
を
使
用
す

る
権
利
な
り
。
其
権
利
は
一
定
の
も
の
な
り
。
之
に
は
二
種
あ
り
。

1. servitutes personarum

　

2. servitutes rerum

に
し
て
第

一
は
特
段
な
る
人
に
限
り
権
利
主
体
と
な
り
。
第
二
は
或
特
段
な

る
土
地
を
所
有
す
る
人
に
限
り
て
権
利
主
体
と
な
り
得
る
な
り
。

此
に
云
ふ
処
は
第
一
に
関
係
な
く
し
て
第
二servitutes rerum

或
はservitutes praediorum

に
関
す
る
﹇
五
十
丁
裏
﹈
コ
ト

な
り
。
之
を
（a

） servitutes rusticorum

と
（b

） servitutes 

る
ト
キ
は
甲
乙
共
に
仮
り
に
訴
訟
を
起
し
法
廷
に
至
り
譲
受
人
は

自
己
の
所
有
者
な
る
コ
ト
を
述
ぶ
。
譲
渡
人
は
弁
駁
せ
ず
し
て
譲

受
人
は
本
来
所
有
主
な
り
し
コ
ト
と
定
る
な
り
。
故
に12 tables

﹇
十
二
銅
律
﹈
の
条
文
の
如
き
訴
訟
手
続
上
の
一
規
則
よ
り
一
変

し
物
権
収
得
の
一
箇
の
方
式
と
な
り
し
な
り
。
尤
もm

ancipatio 
in jure cessio

は
何
れ
も
多
少
不
便
あ
り
。
其
手
続
簡
略
な
り

と
云
ふ
能
は
ず
。
故
に
主
と
し
てres m

ancipi

の
場
合
に
用
へ

り
、
一
般
に
用
ひ
ざ
る
な
り
。
其
他
のres nec m

ancipi

の
場
合

に
は

（
引

渡
）

traditio

に
よ
り
て
所
有
権
を
収
得
せ
し
な
り
。traditio

と
は
之
を
要
す
る
に
所
有
権
移
転
の
意
思
を
以
て
物
の
所
有
権
を

他
人
に
移
す
に
し
て
其
手
続
簡
略
な
り
。
其
他
所
有
権
収
得
の
方

法
に
一
二
あ
り
。
則
ちusucapio

に
し
て
時
効
の
制
な
り
。
当

時usucapio

の
制
度
の
必
用
な
る
コ
ト
は
例
﹇
へ
﹈
ば
友
人
間

又
は
親
族
間
に
於
て
所
有
権
を
譲
渡
さ
ん
と
す
る
ト
キ
は
友
人
な

り
又
親
族
な
る
故
に
相
手
方
に
信
用
を
置
きm

ancipatio, in 
jure cessio

を
行
は
ず
し
て
之
を
行
ふ
な
り
。
併
し
場
合
に
よ
れ

ば
什
日
に
至
り
て
争
な
き
に
も
あ
ら
ず
。
則
ちm

ancipatio

又

はin jure cessio

の
式
を
挙
げ
ず
し
て
一
方
よ
り
他
方
に
渡
せ

ば
例
へ
親
族
間
と
雖
ド
モ
尚
所
有
権
譲
渡
の
効
果
を
﹇
五
十
丁

表
﹈
生
ぜ
ず
。
故
に
前
の
引
渡
渡
人
に
尚
己
の
も
の
な
り
と
主
張

（
一
一
九
四
）



宮
崎
道
三
郎
博
士
講
述
『
比
較
法
制
史
』
緒
言
及
び
第
一
部　

羅
馬
法
制
史
（
吉
原
）

三
五
七

の
道
路
を
通
行
す
る
と
同
様
の
コ
ト
を
な
し
得
る
と
其
他
尚

servitus aquaeductus

﹇
引
水
役
権
﹈
あ
り
。
之
は
他
人
の
地

所
を
通
し
て
水
を
導
く
権
な
り
（
之
も
物
権
な
り
）。
其
他

servitus aquae hauriendae

﹇
汲
水
役
権
﹈
な
る
も
の
あ
り
。

之
は
他
人
の
土
地
に
於
て
水
を
汲
む
の
権
な
り
。
此
他
尚
ロ
ー
マ

に
於
て
種
々
のservitutes praediorum

﹇
地
役
権
﹈
あ
り
。
例

﹇
へ
﹈
ば
他
人
の
土
地
に
て
砂
を
取
り
又
は
他
人
の
土
地
に
て
畜

類
に
水
を
呑
す
権
等
あ
り
。
之
等
のservitus

は
多
く
は
田
舎
に

あ
り
且
つ
農
業
時
な
れ
ば
之
等
は
必
要
な
り
し
。
之
を
制
定
せ
し

方
法
は
ロ
ー
マ
に
て
一
定
しm

ancipatio

及
びin jure cessio

に
よ
り
て
設
定
せ
り
。in jure cessio

に
於
て
設
定
す
る
場
合

も
当
事
者
が
仮
に
訴
訟
を
起
す
な
り
。
例
﹇
へ
﹈
ば
甲
の
土
地
の

所
有
主
が
乙
の
土
地
の
所
有
主
に
対
しactus

﹇
通
行
権
﹈
の
訴

訟
を
起
す
。
乙
は
之
を
黙
す
。
此
に
於
て
甲
はactus

を
有
す
る

に
至
る
。m

ancipatio

の
場
合
に
てm

ancipatio

に
よ
り
て

servitus

を
設
定
す
る
に
は
一
定
の
式
語
を
述
べ
て
以
て
、
之
を

設
定
す
る
な
り
。

servitutes praediorum
 urbanorum

はJustinian Inst.

に

説
明
す
る
。P

raediorum
 urbanorum

 sunt servitutes quae

﹇
五
十
一
丁
裏
﹈aedifi ciis inhaerent

﹇「
建
物
役
権
は
建
物
に

urbanorum

と
の
二
種
に
分
つ
。
ａ
は
田
舎
に
し
て
ｂ
は
市
府
と

訳
す
。
而
シ
テ
ａ
は
多
く
は
田
舎
に
あ
るservitutes

に
し
て
ｂ

は
市
府
に
多
し
。
故
に
此
名
あ
る
な
り
。
ａ
、
ｂ
の
中
に
又
種
々

の
物
含
ま
る
。
例
﹇
へ
﹈
ば
ａ
の
中
に
はservitus itineris 

（or 
iter

）
あ
り
て
訳
し
て
通
行
権
と
す
。
詳
言
せ
ば
他
人
の
地
所
を

歩
行
し
又
は
騎
行
す
る
権
利
な
り
。
此
の
権
利
は
物
権
な
り
。
之

を
若
し
人
権
と
せ
ば
其
土
地
の
所
有
主
変
じ
た
る
時
に
は
従
来
其

土
地
を
通
行
せ
し
人
に
対
し
て
大
に
不
便
な
り
。
何
と
な
れ
ば
新

所
有
主
は
其
通
行
を
拒
絶
し
た
る
時
に
は
大
に
困
る
コ
ト
あ
り
。

故
に
其
物
権
と
す
る
の
必
要
あ
る
な
り
。
此
他servitus actus 

（or actus

）
な
る
も
の
あ
り
。
之
も
通
行
権
な
れ
ド
モ
詳
く
言

へ
ばiter

と
異
な
り
駄
獣
若
く
は
車
を
牽ひ

く
の
権
な
り
。
故
に

actus

はiter

を
含
む
な
り
。
此
他
に
尚servitus viae 

（via

）

な
る
も
の
あ
り
。
之
も
（viae

は
道
と
訳
す
。）
通
行
権
な
れ
ド

モ
詳
く
言
へ
ば
道
路
権
と
云
へ
ば
可
な
り
。
元
よ
り
之
とactus

と
の
区
別
判
然
せ
ず
、
学
者
間
に
も
古
よ
り
議
論
あ
る
処
な
り
。

之
等
の
事
柄
に
付
て
はE

lvers

﹇, R
udolf, 1825-？

﹈ （
独
人
）

のD
ie röm

ische S
ervitutenlehre

﹇1854

﹈
に
詳
述
す
る
処
あ

り
。
此
説
に
よ
れ
ばactus

の
﹇
五
十
一
丁
表
﹈
只
特
段
な
る
事

柄
に
対
し
て
の
み
権
利
主
体
た
り
。viae

の
場
合
に
は
恰
も
公
共

（
一
一
九
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

三
五
八

8. servitus ne prospectus offi  ciatur

は
眺
望
を
害
せ
し
め
ざ

る
の
権
な
り
。
此
他
種
々
の
も
の
あ
り
。

﹇
五
十
二
丁
表
﹈

ロ
ー
マ
に
於
て
はservitutes p. u.

を
設
定
す
る
方
法
に
至

り
て
はs. p. rusticorum

の
場
合
よ
り
少
し
。
之
を
設
定
す
る

方
法
にm

ancipatio

とin jure cessio

と
あ
り
。s.p.u.

の
場

合
に
はin jure cessio

の
み
あ
る
な
り
。
此
の
設
定
の
方
法
の

異
な
る
所
以
はs. p. rusticorum

を
貴
び
し
故
に
其
設
定
の
方

法
二
つ
あ
り
し
な
り
と
云
ふ
説
あ
り
。

in jure cessio

に
よ
りservitus

を
設
定
せ
し
コ
ト
易
し
。

m
ancipatio

に
よ
り
設
定
す
る
コ
ト
解
し
難
し
。
而
し
て
例

﹇
へ
﹈
ば
一
の
土
地
あ
り
て
第
一
号
第
二
号
を
初
め
は
甲
一
人
に

て
有
せ
し
も
第
二
号
を
乙
に
売
れ
り
と
す
。
此
場
合
に
は
甲
の
感

ず
る
処
は
第
二
号
を
通
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
コ
ト
な
り
。
第
二
号

地
を
乙
に
譲
る
時m

ancipatio

に
よ
り
て
売
る
コ
ト
通
常
の
式

あ
り
。
此
時
に
甲
が
乙
に
第
二
号
地
を
売
る
も
通
行
権
を
得
ん
と

す
る
に
はm

ancipatio

の
式
を
挙
ぐ
。
此
ト
キ
或
一
定
の
式
語

を
挙
げ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
則
ちiter

は
甲
に
属
す
と
の
式
語
を

挙
ぐ
。
然
る
ト
キ
は
甲
はiter

を
得
る
コ
ト
と
な
る
な
り
。

附
着
す
る
も
の
を
謂
ふ
」
矢
田
一
男
訳
を
参
照
﹈（Justinian 

C
ode

の
書
き
た
る
コ
ト
な
り
）
の
如
く
建
物
に
付
て
の
或
種

﹇
の
﹈
権
な
り
。
而
シ
テ

servitutes praediorum

中

servitutes praediorum
 urbanorum

も
多
少
発
達
せ
り
。

servitutes praediorum
 urbanorum

中
種
々
の
も
の
あ
り
。
悉

く
当
時
行
は
れ
し
と
は
云
ふ
能
は
ず
。
此
種
類
のservitutes

の

例
を
挙
ぐ
れ
ば
、1. servitus protegendi

﹇
張
出
役
権
﹈
は
建

物
の
或
物
を
隣
地
の
空
中
に
差
出
す
権
な
り
。2. servitus tigni 

im
m
ittendi

﹇
梁
木
差
込
役
権
﹈
は
建
物
の
木
材
を
他
人
の
建
物

に
嵌
込
む
の
権
な
り
。3. servitus oneris fererdi

﹇
支
柱
負

担
引
受
役
権
﹈
は
2
の
も
の
と
能
く
類
似
す
る
も
の
に
し
て
吾
建

物
を
支
柱
せ
し
む
る
の
権
（
隣
家
の
建
物
を
し
て
）
な
り
。4.

jus 
少

量
の

雨
滴

stillicidi  
或

は

vel  
多

量
の

雨
滴

fl um
inis  

受
け

る
［

こ
と

の
］

recipiendi

は
市
府
の
人
家
相
密
の

処
す
必
要
あ
る
な
り
。5. servitus 

煙

fum
i  im

m
ittendi

は
隣
地

へ
多
分
の
煙
を
排
出
す
る
の
権
な
り
。
此
他
種
々
の
も
の
あ
り
。

例
﹇
へ
﹈
ば
隣
地
に
肥
料
を
作
る
の
権
等
あ
り
。
又
ロ
ー
マ
ン

ブ
ッ
ク
に
多
く
出
づ
る
。6. servitus altius non tollendi

﹇
承

役
地
に
さ
ら
に
高
く
建
築
さ
せ
な
い
役
権
﹈
は
隣
地
に
於
て
高
き

建
物
を
作
ら
し
め
ざ
る
の
権
な
り
。7. servitus ne lum

inibus 
offi  ciatur

は
建
物
を
建
て
光
線
を
妨
げ
し
め
ざ
る
の
権
な
り
。

（
一
一
九
六
）
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三
五
九

有
せ
ざ
る
も
ロ
ー
マ
と
取
引
を
許
さ
れ
た
る
も
の
は
之
を
許
さ
る
。

加
之
不
便
少
し
。
而
し
て
以
上
の
二
者
は
並
び
行
は
れ
た
れ
ド
モ

漸
々
世
の
進
む
に
従
ひ

sponsio

は
圧
倒
せ
ら
れ
漸
々

stipulatio

に
化
せ
ら
る
。
其
他expensilatio

あ
り
て
前
述
せ
り
。

此
等
は
契
約
の
重
も
な
る
も
此
他
に
保
証
あ
り
て
担
保
と
せ
り
。

併
し
保
証
す
る
に
は
種
々
の
仕
方
あ
り
一
種
な
ら
ず
。
故
に
場
合

﹇
五
十
三
丁
表
﹈
に
よ
れ
ばsponsio

に
あ
り
て
之
を
な
す
コ
ト

あ
り
。
又fi deprom

issio

に
よ
り
て
な
す
コ
ト
あ
り
。
而
し
て

fi deprom
issio

は
其
有
様
はsponsio

と
類
似
し
問
答
時
に
合
意

を
表
は
す
も
の
に
し
て
其
言
葉
は
少
し
く
異
な
る
の
み
。
加
之

sponsio

は
ロ
ー
マ
市
民
の
資
格
を
有
す
る
も
の
の
み
﹇
に
﹈
限

り
之
を
得
る
も
、fi deprom

issio

は
ロ
ー
マ
市
民
以
外
の
も
の

も
之
を
な
し
得
る
。
早
く
云
へ
ば
二
者
は
儀
式
に
用
ゆ
る
語
と
之

に
用
ゆ
る
人
の
資
格
異
な
る
の
み
。
然
る
に
保
証
な
る
コ
ト
は
保

証
人
に
取
り
て
其
責
任
重
く
保
証
人
は
債
主
に
対
し
恰
も
本
人
同

様
の
地
位
に
立
つ
も
の
な
り
。
故
に
保
証
人
が
数
人
あ
る
時
其
中

の
一
人
が
全
部
の
義
務
を
尽
す
コ
ト
あ
る
も
其
弁
済
せ
し
保
証
人

は
本
人
に
対
し
又
他
の
保
証
人
に
償
を
求
む
る
コ
ト
能
は
ず
。
自

分
一
人
に
て
弁
済
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
此
事
も
時
を
経
る

に
従
ひ
改
ま
れ
り
。
例
へ
ばlex A

puleia

法
律
の
如
き
な
り
。

此

H
unc  

土
地

を

fundum
 

地
名

な
る

C
ornerianum

 ex jure 
R
om

an law
に

よ
り

て

Q
uiritum

 
吾

の
物

m
eum

 ［
で

あ
る

］
と

esse
 

主
張

す
る

ajo
, 

買
手

か
此

語
を

deducta  
云

ふ
（

一
定

の
　

式
語

）

servitate
 itineris, 

﹇
五
十
二
丁
裏
﹈

夫
れ

か

isque  
吾

に

m
ihi  

売
ら

れ
て

em
ptus  

あ
る

esto  
此

の

hoc  
銅

aere  
及

び
銅

の

aeneaque  
衡

［
に

よ
っ

て
］

libra
 m

ancipatio

に
よ
り
てservitus

を

設
定
す
る
場
合
は
上
述
の
如
し
。

債
権
法

│
当
時
ロ
ー
マ
人
は
農
業
を
以
て
主
た
る
生
業
た
る

に
係
ら
ず
、
イ
タ
リ
ー
半
島
征
服
后
商
業
盛
と
な
り
契
約
及
び
債

権
債
務
の
関
係
を
生
ず
る
事
件
増
せ
り
。
先
づ
契
約
に
て
は
当
時

契
約
方
法
に
はnexum

, sponsio

あ
り
。
之
等
の
コ
ト
は
前
に

述
べ
た
りsponsio

は
其
応
用
の
範
囲
限
ら
れ
只
ロ
ー
マ
市
民
の

資
格
を
有
す
る
も
の
の
み
に
之
を
許
さ
る
。
他
の
人
民
は
之
に
よ

り
契
約
を
な
す
コ
ト
を
得
ざ
り
し
。
加
之
な
ら
ず
、sponsio

を

な
す
時
に
は
条
件
を
作
る
コ
ト
困
難
な
り
し
。
故
に
単
に
其
儀
式

の
便
な
る
の
み
な
ら
ず
他
に
大
に
不
便
な
り
し
。stipulatio

に

あ
り
て
は
其
応
用
の
範
囲
稍
広
く
し
て
、
ロ
ー
マ
市
民
の
資
格
を

（
一
一
九
七
）
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三
六
〇

り
生
ず
る
場
合
は
例
﹇
へ
﹈
ばfurtum

 nec m
anifestum

﹇
現

行
盗
﹈
の
場
合
の
如
し
。
其
他
他
人
よ
り
預
り
た
る
物
品
を
預
け

主
は
預
り
主
に
対
し
て
使
用
す
る
時
は
其
物
品
の
価
の
二
倍
の
償

金
を
要
求
す
。
其
他lex A

quilia

﹇
な
る
﹈
法
律
に
よ
る
時
は

若
し
人
が
他
人
の
奴
隷
又
は
家
畜
等
を
殺
し
た
る
時
は
其
殺
し
た

る
時
よ
り
起
算
せ
し
を
全
一
箇
年
中
に
尤
も
高
価
に
当
る
償
金
を

払
ふ
義
務
﹇
五
十
四
丁
表
﹈
あ
り
。
又
同
法
律
に
よ
れ
ば
若
し
人

が
前
述
の
他
の
物
を
縣
損
す
れ
ば
其
時
よ
り
起
算
し
て
前
一
箇
年

間
の
最
高
に
当
る
償
金
を
出
す
コ
ト
と
な
れ
ば
前
述
はobligatio 

ex contracto

﹇
契
約
に
基
づ
く
債
務
﹈
及ex delicto

﹇
不
法
行

に
基
づ
く
債
務
﹈
の
場
合
な
り
。

以
上
の
他
本
人
に
不
法
の
所
為
な
く
も
奴
隷
又
家
族
が
他
人
に

対
し
不
法
の
所
為
あ
り
し
時
は
其
主
人
又
家
長
は
債
務
を
負
ふ
コ

ト
あ
り
。
則
ち
家
族
が
損
害
を
他
人
に
与
ふ
る
時
は
主
人
及
び
家

長
が
奴
隷
又
家
族
を
被
害
者
に
渡
す
か
又
は
相
当
の
償
金
を
出
す

べ
き
な
り
。
之
はobligatio quasi ex delicto

の
場
合
に
属
す

る
も
の
な
り
。

債
権
債
務
を
消
滅
す
る
場
合
は
此
関
係
は
元
よ
りsolutio

﹇
弁

済
﹈
に
よ
り
て
消
滅
す
る
コ
ト
無
論
な
り
。solutio

を
弁
済
と

訳
す
。
此
意
味
は
負
債
者
が
其
負
担
す
る
コ
ト
を
履
行
し
て
之
を

此
の
法
律
時
代
は
判
然
せ
ず
。
或
る
人
は390 B

.C
.

な
り
と
。

或
人
は230 B

.C
.

な
り
と
。
或
人
は220 B

.C
.

な
り
と
云
ふ
あ
り
。

併
し
此
法
律
に
よ
れ
ば
全
部
を
弁
済
せ
し
保
証
人
は
他
の
保
証
人

は
他
の
保
証
人
に
対
し
相
当
の
償
を
求
む
る
コ
ト
と
な
れ
り
。
又

lex F
uria

﹇
な
る
﹈
法
律
（339 B

.C
.

と
云
ふ
説
あ
り
。
併
し

判
然
せ
ず
。）
に
よ
れ
ば
、
保
証
人
数
人
あ
る
時
は
其
人
数
に
割

当
て
各
弁
済
す
べ
き
義
務
﹇
五
十
三
丁
裏
﹈
あ
る
な
り
。
又lex 

P
ublica

﹇
な
る
﹈
法
律
（
或
人
は399 B

.C
.

。
或
人
は383 

B
.C

.

な
り
と
云
ふ
あ
り
。）
に
よ
れ
ば
保
証
人
弁
済
す
る
時
に
負

債
者
本
人
に
対
し
償
を
求
む
る
コ
ト
を
得
る
な
り
。
或
学
者
は
時

代
を
知
る
に
由
な
け
れ
ば
之
を
研
究
す
る
無
益
な
り
。
併
し
此
時

代
に
は
保
証
人
の
義
務
稍
や
軽
く
な
れ
り
。
其
他
債
権
債
務
の
関

係
は
犯
罪
則
ち
不
正
の
所
為
（delictum

）
よ
り
生
ず
る
コ
ト
あ

り
。
之
等
の
不
法
の
所
為
を
大
別
す
れ
ば
人
身
に
対
す
る
不
法
の

行
為
あ
り
。
之
よ
り
債
権
債
務
の
関
係
を
生
ず
る
場
合
は
人
に
瘡

傷
を
加
へ
た
る
時m

em
brum

 ruptum

﹇
肢
破
壊
﹈
の
外
其
瘡
傷

の
度
に
従
ひ
或
は300 as

又
は25 as

等
の
償
金
を
加
害
者
が
被

害
者
に
出
す
な
り
。
此
時
は
加
害
者
は
被
害
者
に
対
し
て
債
権
を

有
す
。m

em
brum

と
は
耳
目
等
の
如
く
身
体
中
の
或
特
別
の
作

用
を
な
す
も
の
を
云
ふ
な
り
。
又
財
産
に
対
す
る
不
法
の
所
為
よ

（
一
一
九
八
）
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三
六
一

も
の
と
し
﹇
て
﹈
免
除
せ
ら
る
る
な
り
。

又
時
と
し
て
はobligatio

は
債
権
者
の
意
思
な
く
し
て
消
滅

す
る
コ
ト
あ
り
。
一
例
を
示
せ
ばcapitis dem

inutio

の
如
し
。

之
に
付
て
はG

aius

の
著
書I, 159

に
詳
し
。

E
st autem

（
併
し
な
が
ら
）

　

capitis dem
im

utio prioris

（
従
前
の
）

　

status

（
身
分
の
）perm

utatio

（
変
更
）

　

eaque

（
夫
が
）tribus

（
三
の
）

　

m
odis

（
仕
方
に
於
て
）accidit

（
表
は
る
）

status

は
人
の
有
す
る
自
由
の
身
分
則
ちlibertas, civitas, 

fam
ilia

を
﹇
五
十
五
丁
表
﹈（
市
民
の
身
分
、
親
族
の
関
係
）
を

含
む
。
故
に
之
を
変
ず
れ
ばcapitis dem

inutio

あ
り
。
之
に
三

種
あ
り
。1. capitis dem

inutio m
axim

a　

2. capitis dem
inutio 

m
edia　

3. capitis dem
inutio m

inim
a

な
り
。
元
よ
りcapitis 

dem
inutio

に
よ
り
生
ず
る
効
果
一
様
な
ら
ず
。
之
れ
あ
る
時
は

場
合
に
は
之
を
受
け
た
る
債
務
者
の
債
務
消
滅
す
る
コ
ト
あ
り
。

則
ち
之
あ
る
時
は
債
権
者
は
意
思
な
く
し
て
債
権
を
失
ふ
。
例

﹇
へ
﹈
ばliberatio

を
失
ふ
時
の
如
し
。

親
族
法
に
付
て
は
此
時
代
と
雖
ド
モ
広
狭
の
意
味
の
二
親
族
あ

り
。
一
家
に
於
て
家
長
はpatria potestas

﹇
家
長
権
﹈
を
有
し

解
く
を
云
ふ
。
併
し
ロ
ー
マ
に
て
消
滅
す
る
方
法
は
種
々
あ
り
。

例
ば
債
権
者
に
於
て
債
務
を
免
除
す
る
場
合
な
り
。
之
れ
は
債
権

者
の
意
思
に
基
き
消
滅
す
る
な
り
。
此
免
除
に
種
﹇
々
﹈
軽
々
の

方
法
あ
り
。
例
へ
ばnexi liberatio

の
如
し
。
元
来nexum

に

よ
り
て
借
り
た
る
金
を
戻
す
時
は
初
め
て
金
を
借
り
た
る
時
に
な

し
た
る
式
と
同
じ
くnexum

の
式
を
挙
ぐ
る
な
り
。
併
し

m
ancipatio

は
初
は
真
実
の
売
買
な
り
し
も
后
に
はim

aginal

﹇
仮
装
の
﹈
の
売
買
と
な
り
し
如
く
。
之
も
﹇
五
十
四
丁
裏
﹈
鋳

造
の
貨
幣
生
じ
て
よ
り
以
后
は
返
却
す
る
処
の
金
の
全
部
を
必
ず

し
も
債
権
者
に
衡
に
か
け
戻
す
コ
ト
な
し
。
只
仮
に
価
あ
る
金
を

衡
に
掛
け
式
を
挙
げ
実
際
に
返
す
べ
き
金
は
他
の
処
に
て
返
す
コ

ト
と
な
れ
り
。
同
時
にnexum

に
よ
り
て
借
り
た
る
金
の
支
払

を
免
除
す
る
場
合
は
仮
り
に
金
を
請
取
り
し
徴
に
借
り
た
る
時
行

ひ
た
る
式
を
な
す
。
因
てnexi liberatio

を
行
ふ
な
り
。
其
他

acceptilatio

な
る
も
の
あ
り
。
之
も
免
除
の
一
手
段
な
り
。
此

中
に
も
種
類
あ
れ
ド
モ
之
を
省
き
一
例
を
示
せ
ば
則
ち
口
答
契
約

又
はstipulatio

に
よ
り
負
ふ
た
る
債
務
を
免
除
す
る
ト
キ
は
其

返
金
を
請
取
り
し
コ
ト
を
表
す
に
は
問
答
的
に
な
す
な
り
。
例

﹇
へ
﹈
ばhabes acceptum

?

と
債
権
者
に
対
し
て
問
ふ
な
り
。

之
に
答
へ
てhabeo

と
云
ふ
。
実
際
請
取
ら
ざ
る
も
返
金
あ
り
し

（
一
一
九
九
）
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三
六
二

尤
も
急
な
る
も
の
な
り
。
故
に
単
にtestam

entum

あ
る
の
み
に

し
て
年
に
二
回
の
み
に
し
て
兵
士
の
如
き
は
大
に
不
便
を
感
ず
。

故
に
一
種
のtestam

entun in procinctu

起
る
。
併
し
以
上
の

二
方
法
は
多
少
の
不
便
あ
り
。
則
ち
前
者
は
只
年
に
二
回
よ
り
余

計
に
な
し
得
ず
。
後
者
は
出
征
の
時
に
限
る
。
故
に
遺
言
の
方
式

不
足
な
り
。
従
て
他
の
遺
言
の
方
法
生
ず
。
則
ちtestam

entum
 

per aes et libram

な
り
。
則
ち
金
と
衡
に
よ
る
な
り
。nexum

も

m
ancipatio

も

per aes et libram

な
り
。
故
に
之
の

m
ancipatio

を
利
用
せ
し
も
の
な
り
。﹇
五
十
六
丁
表
﹈
而
し
て

之
れ
は
初
と
は
后
に
至
り
異
な
れ
り
。
本
来
之
に
よ
り
て
遺
産
を

他
人
に
譲
ら
ん
と
す
る
ト
キ
はm

ancipatio

に
よ
り
家
財
を
第

三
者
に
譲
り
、m

ancipatio

を
な
す
時
に
己
の
死
亡
し
た
る
時
に

其
家
財
を
或
特
段
な
る
人
に
与
へ
よ
と
述
ぶ
る
な
り
。
此
の
如
き

場
合
に
第
三
者
と
し
て
用
ひ
し
人
をfam

iliae em
ptor

（
家
財

買
手
）
と
云
ふ
。
此
の
第
三
の
式
を
挙
ぐ
る
初
め
に
第
三
者
に
家

財
を
譲
る
。
第
三
者
は
法
律
上
一
時
所
有
者
と
な
る
な
り
。
此
場

合
に
は
后
に
はm

ancipatio

を
な
す
時
にfam

iliae em
ptor

を

用
ふ
る
も
己
の
死
后
或
特
段
な
る
人
に
与
へ
よ
と
云
ふ
言
葉
を
物

に
記
載
す
る
コ
ト
と
な
れ
り
。
此
の
如
き
書
類
をtabulae 

testam
enti

（
遺
言
書
）
と
云
ふ
。
併
し
此
場
合
も
尚
其
家
財
の

配
下
に
あ
る
も
の
は
権
な
く
夫
は
妻
に
対
しm

anus

を
有
す
。

而
し
てm

anus

を
得
る
に
はconfarreatio, coem

tio

及
び

usus
の
三
方
法
の
結
婚
法
を
す
べ
き
な
り
。
単
に
同
棲
す
る
の

み
に
てm

anus
を
得
ず
。

相
続
法
は
此
時
代
に
相
続
の
方
法
に
無
遺
言
と
遺
言
相
続
と
あ

り
。
人
が
場
合
に
よ
れ
ば
遺
言
に
よ
り
家
財
を
他
人
に
譲
る
。
併

し
遺
言
の
如
き
は
当
時
其
式
を
丁
寧
に
し
一
定
の
式
を
経
ざ
れ
ば

遺
言
す
る
能
は
ず
。
而
し
て
其
式
の
如
き
は
当
時
種
々
の
式
の
も

の
あ
り
。
例
﹇
へ
﹈
ば

testam
entum

 in calatis com
itis 

factum

﹇
招
集
さ
れ
た
民
会
に
お
い
て
な
さ
れ
た
遺
言
﹈

﹇
五
十
五
丁
裏
﹈
の
如
し
。
則
ちcom
itia calata

に
て
な
す
遺

言
な
り
。
此
の
方
法
の
如
き
は
遺
言
の
方
式
中
尤
も
古
し
。
而
し

て
此
式
に
よ
る
時
はpontifi ces

の
如
き
も
之
に
関
係
す
。
但
し

此
の
方
式
に
よ
る
時
は
其
時
は
大
に
限
ら
れ
一
年
に
二
回
な
し
得

る
の
み
。
元
よ
り
二
回com

itia calata

に
於
て
な
す
コ
ト
を
得

る
。
其
時
期
に
付
て
はM

om
m
sen

の
述
ぶ
る
あ
り
。
事
実
に
付

て
は
判
然
せ
ず
、
且
つ
手
続
も
知
る
に
由
な
し
。
其
他

testam
entum

 in procinctu

﹇
出
征
時
遺
言
﹈
あ
り
。
之
は
出

征
せ
ん
と
す
る
軍
隊
の
前
に
な
す
遺
言
な
り
。
抑
も
遺
言
の
如
き

は
自
分
に
疑
を
抱
く
時
に
之
を
な
す
。
故
に
出
陣
の
時
之
を
な
す
。

（
一
二
〇
〇
）
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三
六
三

C
arthage

﹇
カ
ル
タ
ゴ
﹈
第
三
世
紀B

.C
.

に
於
て
は
非
常
に
盛

に
し
て
地
中
海
近
傍
に
て
は
其
勢
大
に
振
へ
り
。
単
にA

frica

地
方
の
み
な
ら
ず
其
地
中
海
近
傍
に
て
は
多
く
の
領
地
を
有
し

S
icily, S

aradinia, C
orsica, S

pain

等
を
一
時
領
地
と
な
れ
り
。

然
る
に
ロ
ー
マ
が
一
時
内
部
の
統
一
十
分
な
ら
ざ
る
為
め
外
国
を

征
す
る
能
は
ざ
り
し
も
漸
次Italy

半
島
を
征
し
、611 B

.C
.

頃

よ
り
漸
々
手
を
海
外
に
出
しC

arthage

﹇
カ
ル
タ
ゴ
﹈
と
戈
を

交
へ
る
に
至
れ
り
。
其
初
は
ロ
ー
マ
の
如
き
従
来
海
戦
な
か
り
し

を
以
て
軍
艦
に
同
し
。﹇
五
十
七
丁
表
﹈
然
れ
ド
モ
軍
事
に
長
ぜ

し
を
以
てC

arthage

﹇
カ
ル
タ
ゴ
﹈
を
征
し241 B

.C
.

よ
り

S
icly, S

ardinia, C
orsica

等
の
領
せ
し
国
々
を
征
し146 B

.C
. 

C
arthage

﹇
カ
ル
タ
ゴ
﹈
も
征
せ
ら
る
。
此
の
如
く
海
外
諸
国
を

征
し
其
征
服
地
方
に
多
くprovincia

﹇
属
州
﹈
を
置
け
り
。
其

后
多
く
の
国
を
征
す
る
に
従
ひ
此
制
に
倣
へ
りprovincia

﹇
属

州
﹈
は
一
種
の
制
度
な
り
。
后
に
詳
述
す
べ
し
。
此
制
度
生
じ

ロ
ー
マ
の
開
化
広
ま
り
ロ
ー
マ
法
制
も
以
外
に
及
べ
り
。

第
二
款　

praetor peregrinus
（praetor peregrinus

）R
om

a

人
はItaly

を
征
せ
し
后
其
商

業
も
盛
ん
と
な
る
に
至
れ
り
。
然
る
にP

unic W
ars

﹇
ポ
エ
ニ
戦

争
﹈
前
は
主
た
る
生
業
は
農
業
な
り
し
も
此
戦
争
后
は
殆
ん
ど
商

所
有
者
に
一
時fam

iliae em
ptor

と
な
る
后
又
一
変
せ
り
。
則

ちfam
iliae em

ptor

を
用
ふ
る
も
一
旦
所
有
主
と
な
ら
し
め
ず
。

其
遺
言
書
に
記
載
す
る
人
に
遺
産
を
得
せ
し
め
、fam

iliae 
em

ptor

は
証
拠
人
の
地
位
に
立
つ
コ
ト
と
な
れ
り
。
此
く
遺
言

相
続
あ
り
し
。
併
しsui heredes

な
る
も
の
は
家
長
に
於
て
尤

も
重
ず
べ
き
も
の
な
り
。
若
し
家
長
が
無
遺
言
に
し
て
死
せ
ば
相

続
者
た
る
も
の
等
な
り
。
故
に
尤
も
重
ず
る
も
の
な
り
。
遺
言
す

る
場
合
に
もsui heredes
を
相
続
た
ら
し
め
し
コ
ト
を
欲
せ
ば

明
に
﹇
五
十
六
丁
裏
﹈
遺
言
書
に
示
す
べ
き
な
り
。
其
他
家
長
死

せ
し
と
き
相
続
人
のsui heredes
等
の
な
き
時
は
遺
財
は

agnati

中
の
近
き
も
の
よ
り
相
続
す
る
な
り
。

第
三
節　

Punic W
ars

后
の
有
様

第
一
款　

P
unic W

ars
P
unic W

ars

﹇
ポ
エ
ニ
戦
争
﹈
の
あ
り
し
后
、
ロ
ー
マ
法
制
益

変
化
し
面
目
を
改
め
り
。P

unic W
ars

﹇
ポ
エ
ニ
戦
争
﹈
は
ロ
ー

マ
とC

arthage

﹇
カ
ル
タ
ゴ
﹈
と
の
戦
争
に
し
て
実
に
永
く
連

続
し
第
一
回
の
戦
争
は264 B

.C
.-241 B

.C
.

第
二
回
の
戦
争
は

219 B
.C

.-201 B
.C

.

第
三
回
の
戦
争
は149 B

.C
.-146 B

.C
.

な

り
。
此
く
の
如
く
永
き
な
り
。
然
る
にC

arthage

﹇
カ
ル
タ
ゴ
﹈

は
第
三
回
の
戦
争
に
て
ロ
ー
マ
に
全
く
征
服
せ
ら
る
。
抑
も

（
一
二
〇
一
）
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三
六
四

の
用
ひ
し
手
続
よ
り
簡
易
な
り
し
な
ら
ん
。
何
と
な
れ
ば

praetor peregrinus

の
置
か
れ
し
所
以
は
ロ
ー
マ
と
外
人
と
の

商
業
盛
な
り
。
而
し
て
商
業
の
訴
訟
は
迅
速
を
要
す
、
故
に
自
然

簡
易
な
り
し
な
り
。
又praetor peregrinus

は
新
に
設
け
し
も

の
な
れ
ば
、
歴
史
上
別
に
古
き
手
続
を
用
ひ
ざ
る
べ
か
ら
ず
と
云

ふ
コ
ト
な
し
。
故
に
自
然
簡
易
な
り
し
な
ら
ん
。
思
ふ
に

praetor peregrinus

の
用
ひ
し
訴
訟
手
続
はrecuperatio

に

基
き
、
更
に
簡
易
な
る
手
続
を
用
ひ
し
な
ら
ん
。
何
と
な
れ
ば

praetor peregrinus

﹇
五
十
八
丁
表
﹈
も
審
判
官
を
用
へ
り
、

其
審
判
官
をrecuperator

と
称
す
。

第
三
款　

jus gentium
praetor peregrinus

の
応
用
せ
し
法
律
を
述
べ
ん
。praetor 

peregrinus

の
応
用
せ
し
法
律
は
ロ
ー
マ
のjus civile

則
ち

civil law

（
ロ
ー
マ
固
有
の
法
律
）
を
用
ゆ
る
コ
ト
到
底
能
は
ず
。

ロ
ー
マ
市
民
内
の
訴
訟
な
れ
ば
之
を
用
ひ
得
べ
き
も
、
内
外
人
間

の
訴
訟
に
は
之
を
用
ゆ
る
能
は
ず
。
且
つ
当
時
ロ
ー
マ
人
は
内
国

を
尊
び
外
人
を
侮
る
故
にjus civile

を
応
用
せ
ざ
る
は
勿
論
な

り
。
ロ
ー
マ
本
国jus civile

を
用
ゆ
る
コ
ト
も
得
ず
。
又
外
国

の
法
律
を
用
ゆ
る
コ
ト
難
し
。
故
に
一
種
の
法
律
がpraetor 

peregrinus
の
手
を
経
て
生
ぜ
り
。
則
ちjus gentium

な
り
。

業
と
な
れ
り
。
蓋
し
此
戦
争
前
は
ロ
ー
マ
人
は
外
国
人
と
貿
易
せ

し
も
併
し
市
場
の
設
け
な
く
其
範
囲
未
だ
広
か
ら
ず
。
其
貿
易
の

範
囲
限
ら
る
。
則
ち
ロ
ー
マ
と
殊
に
条
約
を
な
し
た
る
国
は
商
業

許
さ
る
。
併
し
此
のW

ars

后
商
業
盛
と
な
り
従
て
市
場
の
広
か

ら
ん
こ
と
を
望
み
別
に
ロ
ー
マ
の
特
別
の
条
約
に
て
貿
易
を
許
す
。

外
に
て
も
ロ
ー
マ
人
と
共
に
商
業
を
営
む
に
至
れ
り
。
ロ
ー
マ
人

の
貿
易
大
に
盛
ん
と
な
れ
り
。
併
し
商
業
盛
ん
な
る
に
従
ひ
訴
訟

法
も
﹇
五
十
七
丁
裏
﹈
増
し
其
の
訴
訟
は
商
業
に
関
す
故
に
迅
速

な
る
裁
判
を
要
す
。
故
に242 B

.C
.

にpraetor peregrinus

﹇
外
人
掛
法
務
官
﹈
置
か
る
る
に
至
る
。
之
れ
よ
り
前
のpraetor

も
存
す
る
な
り
。
之
に
対
し
て
従
来
のpraetor

をpraetor 
urbanus

と
称
す
。praetor urbanus

は
ロ
ー
マ
市
民
間
の
訴
訟

を
司
り
、praetor peregrinus

は
ロ
ー
マ
人
と
外
人
と
の
間
并

に
ロ
ー
マ
に
来
住
す
る
外
国
人
の
裁
判
を
司
れ
り
。
因
て
一
時
は

ロ
ー
マ
に
て
は
二
種
のpraetor

併
立
せ
り
。
而
シ
テpraetor 

peregrinus

は
漸
々
外
国
人
に
関
す
る
訴
訟
を
司
る
に
従
ひ
其
訴

訟
手
続
及
び
応
用
す
る
法
律
は
異
な
れ
り
。praetor urbanus

もpraetor peregrinus

の
影
響
を
受
け
ロ
ー
マ
の
法
制
一
変
せ

り
。praetor peregrinus

の
用
ひ
し
訴
訟
手
続
の
細
事
は
判
然

せ
ざ
れ
ド
モ
、
ロ
ー
マ
の
普
通
の
手
続
則
ちpraetor urbanus

（
一
二
〇
二
）
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三
六
五

も
の
な
り
。
種
々
の
点
に
此
の
二
法
律
間
に
其
有
様
を
異
に
せ
り
。

jus civile

はjus strictum

に
し
てjus gentium

, jus aequum

な
り
。

jus civile

とjus gentium

と
は
異
な
れ
ド
モ
又
同
一
な
る
点

も
あ
る
な
り
。
併
し
其
異
な
る
処
多
し
。
而
し
てjus civile

は

固
陋
苛
酷
に
し
てjus gentium

は
寛
大
な
り
。
其
相
異
の
詳
細

な
る
所
はrights

の
主
体
に
付
てjus

﹇
五
十
九
丁
表
﹈gentium

もjus civile

の
如
く
同
じ
く
人
間
な
り
ト
モ
奴
隷
は
尚
権
利
主

体
た
る
コ
ト
を
許
さ
ず
し
てjus gentium

もslave system

を

是
と
す
。
之
れjus civile

に
同
じ
。
物
権
法
は
大
に
異
に
し
て

所
有
権
取
得
の
如
き
之
れ
な
り
。jus civile

は
或
種
の
も
の
則

ちres m
ancipi

の
如
き
は
所
有
権
取
得
す
る
も
丁
重
の
手
続
を

要
す
。
則
ちm

ancipatio, in jure cessio, usucapio

等
に
あ
ら

ざ
れ
ば
取
得
す
る
能
は
ず
。jus gentium

は
取
得
す
る
手
段
簡

便
な
り
。
何
者
に
て
も
相
当
な
る
理
由
に
よ
り
てtraditio

を
な

す
時
は
所
有
権
取
得
す
る
を
得
る
。
例
ば
契
約
の
如
き
相
当
の
理

由
に
よ
り
てtraditio

を
な
せ
ば
所
有
権
を
得
る
。
債
権
法
も
大

に
異
る
。jus civile

に
て
は
契
約
は
式
に
重
を
置
き
、
意
思
は

儀
式
に
□
□
れ
た
る
有
様
な
り
。
合
意
十
分
な
る
も
式
を
欠
け
ば

成
立
せ
ず
。jus gentium

は
方
式
簡
便
且
つ
合
意
に
重
を
置
く
。

此
起
源
の
説
に
付
て
は
諸
学
者
間
に
議
論
紛
々
た
り
。
其
初
め
は

立
法
手
続
を
経
て
定
め
し
も
の
に
あ
ら
ざ
る
如
く
見
ゆ
。
或
学
者

は
本
は
内
外
人
の
交
際
上
事
実
と
し
て
行
は
れ
し
慣
習
に
発
せ
し

も
の
な
り
と
、
其
慣
習
の
如
き
は
内
外
人
の
意
思
相
合
し
て
生
ぜ

し
も
の
な
り
。
故
に
其
慣
習
は
初
は
勢
力
な
き
も
時
を
経
る
に
従

ひ
自
然
重
き
を
置
き
遂
に
犯
す
べ
か
ら
ざ
る
一
種
規
則
と
見
做
す

に
至
る
。
而
し
て
之
れ
は
内
外
人
の
交
際
よ
り
生
ぜ
し
も
の
な
れ

ば
、
ロ
ー
マ
特
有
の
も
の
と
云
ふ
能
﹇
五
十
八
丁
裏
﹈
は
ざ
る
も

ロ
ー
マ
慣
習
と
云
ふ
も
差
異
な
し
。
而
シ
テ

praetor 
peregrinus

は
之
に
よ
り
て
裁
判
す
。
之
よ
りjus gentium

生

ぜ
し
な
り
。
元
よ
りpraetor peregrinus
の
裁
判
に
当
り
て
慣

習
な
き
場
合
あ
り
し
な
ら
ん
。
然
る
時
は
之
を
標
準
と
し
て
取
り

し
な
ら
ん
。
併
し
之
もjus gentium

中
に
含
包
せ
ら
る
。
其
の

本
源
は
内
外
人
の
慣
習
な
り
し
な
ら
ん
。
而
シ
テpraetor 

peregrinus

の
用
ひ
し
訴
訟
手
続
にpraetor urbanus
の
手
続

よ
り
簡
易
な
り
し
如
くjus gentium

もjus civile

に
比
す
れ
ば

大
に
寛
大
な
り
。
抑
もjus civile

は
ロ
ー
マ
の
古
よ
り
始
源
せ

し
を
以
て
ロ
ー
マ
の
複
雑
な
ら
ざ
る
時
に
生
ぜ
し
を
以
て
疎
漏
な

る
も
の
あ
り
又
厳
酷
な
る
も
の
な
り
。
然
る
にjus gentium

は

内
外
人
間
に
生
ぜ
し
を
以
てjus civile

に
比
し
大
に
寛
大
な
る

（
一
二
〇
三
）
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三
六
六

手
続
は
甚
だ
簡
便
に
し
てrecuperatio

に
基
き
作
り
し
も
の
な

り
し
な
ら
ん
。praetor peregrinus

の
用
ゆ
る
訴
訟
手
続
中
大

に
異
な
る
も
の
は
所
謂form

ula

（
一
にactio

ト
モ
云
ふ
）
な
り
。

form
ula

と
は
﹇
六
十
丁
表
﹈praetor

が
審
判
官
に
授
け
る
指

図
書
な
り
。
則
ち
審
判
の
仕
方
を
示
せ
る
書
き
物
な
り
。
指
図
書

き
は
訴
訟
の
性
質
に
よ
り
て
其
書
き
方
異
な
れ
り
。
例
は

な
ら

ば

S
i  

見
ゆ

る

paret  
が

G
aium

 
に

対
シ

テ

T
itio  

十
円

を

decem
 

与
へ

dare  
ね

ば
な

ら
ぬ

oportere , 
G
aium

 T
itio 

に
付

て

decem
 condem

na, si non paret 
許

せ

absolve.  

之
れ
はG

aius IV
§
43

に
あ
り
。
此
例
はactio in personam

の
場
合
の
指
図
書
き
な
り
。
此
時
はT

itius

がG
aius

に
対
し

て
十
円
を
支
払
ふ
コ
ト
を
命
じ
た
る
も
の
な
り
。
種
々
の
部
分
が

此
指
図
書
中
に
あ
り
。
此
の
指
図
書
中dem

onstratio

の
部
分
、

intentio

の
段
落
又condem

natio

の
段
落
あ
り
。
或
又
場
合
に

よ
り
て
はexceptio

な
る
も
の
挿
入
せ
ら
る
る
コ
ト
あ
り
。
加

之intentio

の
如
き
其
訴
訟
の
性
質
に
よ
り
て
書
き
方
種
々
異
な

る
な
り
。
今
示
せ
し
例
に
て
はintentio

とcondem
natio

と
の

二
段
落
あ
る
な
り
。

G
aius

がT
itius

に
対
し
て
十
円
の
債
務
あ
る
か
否
や
を
調
査

し
、
若
し
其
れ
大
け
り
債
務
あ
る
な
ら
は
払
ふ
べ
し
と
命
ぜ
よ
。

若
し
然
ら
ざ
れ
ば
許
せ
と
云
ふ
コ
ト
な
り
。S

i paret

…
…

所
謂consensual contract

の
如
き
、real contract

の
如
き

は
共
にjus gentium

に
よ
り
発
達
せ
り
。
甲
に
て
はem

tio 
venditio, societas

（
売
買
、
会
社
等
）。
乙
に
て
はdepositum

, 
com

m
odatum

（
寄
託
、
使
用
貸
借
）etc.

な
り
。em

tio venditio

とsocietas

﹇
五
十
九
丁
裏
﹈
と
は
諾
容
契
約
の
特
色
と
し
て
合

意
さ
へ
あ
れ
ば
他
に
式
を
要
せ
ず
し
て
成
立
す
。depositum

, 
com

m
odatum

はreal contract

の
特
色
と
し
て
双
方
に
於
て
合

意
あ
り
て
之
に
基
き
一
方
履
行
す
れ
ば
他
に
式
を
要
せ
ず
し
て
契

約
成
立
す
。
契
約
はjus gentium
に
て
は
大
に
簡
便
な
り
し
。

此
等
のcontract

等
に
付
きS

ir H
. M

aine

﹇, H
enry Jam

es 
S
um

ner, 1822-1888

﹈
氏
のA

ncient law
を
参
考
す
べ
し
。

親
族
法
に
付
て
もjus civile

と
は
異
な
る
処
あ
り
。
其
主
な
る

はjus civile

はagnatio

の
関
係
を
認
む
る
な
り
。agnatio

の

関
係
は
法
律
の
定
め
し
関
係
に
し
て
血
脈
上
の
関
係
に
あ
ら
ず
。

cognatio

は
血
脈
上
の
親
族
の
関
係
を
云
ふ
な
り
。
故
に
相
続
法

上
又
多
少
の
相
異
を
見
る
な
り
。

第
四
款　

訴
訟
法
上
の
改
良

既
に
述
べ
し
如
く
ロ
ー
マ
に
於
て
内
外
訴
訟
事
件
の
増
加
す
る

に
従
てpraetor urbanus

の
時praetor peregrinus

の
必
要

あ
り
て
之
を
設
立
せ
り
。praetor peregrinus

の
用
ゆ
る
訴
訟

（
一
二
〇
四
）
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三
六
七

praetor peregrinus

は
指
図
書
を
用
ひ
し
も

praetor 
urbanus

は
従
前
訴
訟
手
続
は
指
図
書
き
を
用
ひ
ず
。
審
判
官
は

如
何
に
し
て
訴
訟
事
件
の
審
判
を
な
せ
し
か
は
之
れ
別
に

praetor

よ
り
教
へ
ら
れ
ず
。judex

は
当
事
者
が
法
廷
に
な
す

陳
述
、
挙
動
に
て
訴
訟
の
性
質
如
何
を
推
察
す
。
ロ
ー
マ
に
於
て

訴
訟
手
続
を
原
則
と
し
て
二
分
す
。1. in jus

手
続
と2. in 

judcio

の
手
続
と
す
。in jus

の
手
続
に
於
て
は
相
方
当
事
者
が

praetor

裁
判
官
前
に
な
す
手
続
な
り
。in judicio

の
手
続
は

judex

の
前
に
て
行
ふ
手
続
な
り
。
証
拠
を
調
べ
判
決
を
下
す
コ

ト
は
審
判
官
自
ら
之
を
為
す
。
然
る
にjudex

は
必
ず
し
も
法
律

専
門
家
に
あ
ら
ず
。
故
に
訴
訟
を
調
べ
判
決
を
下
す
に
当
り
て
説

な
し
と
云
ふ
べ
か
ら
ず
。praetor urbanus

に
於
て
行
ふ
訴
訟

手
続
は
大
に
不
便
な
り
。
故
に
ロ
ー
マ
に
て

praetor 
peregrinus

の
行
ふ
訴
訟
手
続
の
便
な
る
を
知
りpraetor 

urbanus

も
指
図
書
き
を
な
す
コ
ト
を
採
用
せ
り
。
其
影
響
大
に

シ
テ
ロ
ー
マ
法
律
も
大
に
改
良
せ
ら
れ
た
り
。

此
に
於
て204 B

.C
.

（
判
然
せ
ず
）
にlex A

ebutia

法
律
出

で
た
り
。
之
れ
に
よ
り
て
遂
にpraetor urbanus

の
処
に
於
て

も
訴
訟
手
続
上
指
図
書
を
用
ゆ
る
﹇
六
十
一
丁
裏
﹈
コ
ト
と
な
れ

り
。
而
し
て
此
の
改
革
は
一
見
し
た
る
処
に
て
は
些
細
な
る
コ
ト

oportere

は
訴
訟
の
争
点
な
り
。
一
方
は
債
権
あ
る
や
な
き
や

を
﹇
六
十
丁
裏
﹈
云
ふ
な
り
。
則
ちintentio

に
し
て
訴
訟
の
争

点
を
記
す
。condem

natio

はcondem
na

な
る
字
を
含
む
よ
り

此
名
あ
る
な
り
。praetor

が
審
判
官
にcondem

na

或
は

absolve

す
る
か
の
権
を
与
ふ
る
な
り
。form

ula in jus 
concepta, form

ula in factum
 concepta

な
る
語
が
往
﹇
々
﹈

にR
om

an law

中
に
見
ゆ
る
な
り
。
今
の
示
せ
し
例
はform

ula 
in jus concepta

に
当
る
な
り
。
何
と
な
れ
ば
争
点
を
掲
げ
其
争

は
権
利
問
題
のjus civile

に
よ
り
権
利
あ
る
や
な
き
や
の
争
な

れ
ば
な
り
。
而
し
てR

om
an law

を
研
究
す
る
に
はform

ula

は
尤
も
必
要
な
る
も
の
な
り
。
元
来form

ula
に
よ
り
て
ロ
ー
マ

法
は
非
常
に
発
達
し
た
る
も
の
な
り
。
後
世
のright in rem

, 
right in pesonam

等
は
皆form

ula

よ
り
来
れ
る
な
り
。
従
て

夫
等
に
付
て
知
ら
ん
と
欲
せ
ばform

ula

を
研
究
せ
ざ
る
べ
か
ら

ず
。
又
其
等
の
区
別
等
も
明
白
に
知
る
を
得
る
な
り
。

praetor

が
ロ
ー
マ
法
を
改
良
せ
し
仕
方
はform

ula

に
よ
り

て
改
良
せ
し
コ
ト
多
し
。form

ula in factum
 concepta

の
場

合
は

praetor

が
改
良
せ
る
所
多
き
な
り
。exceptio

を

form
ula

中
に
加
へ
し
も
又
其
改
良
の
一
な
り
。
此
の
﹇
六
十
一

丁
表
﹈
事
に
付
て
はS

ohm
, R

om
an law

に
詳
し
。

（
一
二
〇
五
）
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三
六
八

第
五
款　

jus praetorium

（praetor

の
法
律
）

既
述
の
如
く366 B

.C
.

頃
にpraetor urbanus

生
じ
民
事
訴

訟
に
関
す
る
事
務
は
他
の
行
政
事
務
よ
り
独
立
せ
り
。
然
る
に

451 B
.C

.

及
び450 B

.C
.

頃
に12 tables

﹇
十
二
銅
表
﹈
生
じ

而
し
て12 tables

﹇
十
二
銅
表
﹈
は
ロ
ー
マ
人
は
困
難
し
て
作
り

し
を
以
て
之
を
重
ず
る
コ
ト
甚
し
く
之
を
変
ず
る
コ
ト
を
好
ま
ず
。

故
に
表
面
上
之
を
変
更
せ
ず
。
然
れ
ド
モ240 or 250 B

.C
.

頃

に
は

Italy

を
征
服
し
又
進
ん
て

P
unic W

ars

に
よ
り

C
arthage

を
征
す
。
此
の
如
く
他
国
を
征
服
す
る
に
従
ひ
ロ
ー

マ
社
会
の
有
様
一
変
し
已
に
社
会
の
有
様
一
変
す
れ
ば
法
律
も
亦

自
ら
修
正
を
加
へ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
然
る
に12 tables

を
変
ず

る
コ
ト
を
好
ま
ず
。
法
律
の
改
良
は
立
法
上
の
手
続
を
経
て
之
を

行
は
ず
。praetor

を
し
て
裁
判
上
臨
機
応
変
に
之
を
行
は
し
め

社
会
の
進
歩
に
伴
は
し
む
。
因
てpraetor

が
ロ
ー
マ
法
の
欠
点

を
補
ふ
為
め
に
用
ひ
し
手
段
は
種
々
あ
り
。
之
を
一
々
陳
述
す
る

能
は
ず
。
重
な
る
も
の
を
挙
げ
ば
、praetor

がjus civile

の
中

に
て
訴
を
許
さ
ざ
れ
ド
モ
事
実
上
能
く
考
へ
れ
ば
之
を
許
ざ
れ
ば

穏
当
を
欠
く
場
合
にactio utilis,

﹇
六
十
二
丁
裏
﹈actio in 

factum
を
用
ひ
る
コ
ト
と
せ
り
。
此
二
者
の
何
れ
ト
モ
ロ
ー
マ

法
の
教
科
書
に
出
で
り
。
則
ちC

zyhlarz

﹇, K
arl R

itter von, 

の
如
く
な
れ
ド
モ
然
ら
ず
し
て
此
后praetor urbanus

は
大
に

ロ
ー
マ
法
律
を
改
良
す
る
機
会
を
得
た
り
。
蓋
しpraetor 

urbanus
とjudex

の
関
係
は
一
変
す
る
に
至
れ
り
。
如
何
な
れ

ば
従
来
ロ
ー
マ
の
訴
訟
手
続
はin jure

とin judicio

と
分
れ

judex

は
其
判
決
を
な
す
等
に
於
て
は
殆
ん
ど
独
立
せ
り
。

praetor

の
意
の
如
く
な
ら
ず
。
然
る
にpraetor

は
指
図
書
を

用
ひ
、
審
判
の
方
針
を
示
す
に
至
り
審
判
す
る
に
は
其
指
図
に
よ

る
コ
ト
と
な
り
、judex

はpraetor urbanus

の
手
足
の
如
く

な
り
。jus civile

に
よ
れ
ば
、
原
告
は
敗
訴
と
な
る
場
合
に
も

指
図
書
に
勝
訴
せ
し
め
よ
と
命
ぜ
ば
之
に
従
ふ
べ
き
な
り
。

judex

は
指
図
書
を
得
る
に
当
り
て
之
れ
命
之
に
帰
す
る
の
有
様

と
な
れ
り
。
加
之praetor urbanus

は
時
と
し
てjus civile

に
て
訴
訟
を
許
さ
ざ
る
コ
ト
あ
る
も
事
実
上
不
穏
当
と
し
訴
を
許

す
コ
ト
あ
り
。
又
場
合
に
よ
れ
ば
被
告
にexceptio
の
抗
弁
を

許
し
被
告
を
保
護
す
る
コ
ト
と
な
り
。
指
図
書
を
用
ゆ
る
コ
ト
と

な
り
て
以
来
漸
々
改
良
せ
り
。
加
之praetor

は
如
此
勢
を
得
る

に
従
ひ
法
律
を
改
良
せ
り
。
之
に
付
て
は
標
準
必
要
な
り
。
標
準

に
はjus gentium

を
用
ひ
た
り
。jus gentium

はpraetor 
peregrinus

に
発
生
﹇
六
十
二
丁
表
﹈
せ
し
も
の
な
れ
ド
モ 

urbanus

の
手
を
経
て
ロ
ー
マ
に
行
は
る
る
に
至
れ
り
。

（
一
二
〇
六
）
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三
六
九

in factum
 concecpta

は
単
に
事
実
が
争
点
な
る
場
合
な
り
。
而

し
てintentio in factum

 concepta

を
有
す
る
指
図
書
がactio 

in factum

な
り
。

condem
natio

な
る
あ
り
。
之
とintentio

の
間
にexceptio

な
る
も
の
を
加
へ
た
る
あ
り
。
之
れ
等
が
指
図
書
中
主
な
る
段
落

な
り
。exceptio

は
例
外
を
指
図
書
に
付
加
へ
し
場
合
な
り
。

condem
natio

は
已
に
述
べ
た
り
。

actio in factum

の
一
例
を
示
せ
ば

recupertores sunto,

intentio
 S
i paret illum

 P
atronum

 ab illo liberto contra 
edictum

 illius praetoris in jus vocatum
 esse,

recuperatores illum
 libertum

（
奴
隷
解
放
さ
れ
た

る
人
は
） illi patrno

（
主
人
に
） sestertium

 X
 m

lia 
condem

na, si non paret absolve.  

﹇
六
十
三
丁
裏
﹈

condemnatio

praetor

の
命
令
に
て
不
穏
当
な
る
コ
ト
を
禁
ぜ
り
。
之
に
も

係
ら
ず
解
放
さ
れ
た
る
主
人
を
法
廷
に
召
喚
す
る
時
は
罰
金
を
払

は
し
む
る
コ
ト
と
な
れ
り
。
此
例
は
旧
主
人
を
召
喚
し
た
る
や
否

や
は
争
点
に
し
て
事
実
上
の
問
題
と
し
て
掲
ぐ
。jus civile

に

依
る
も
の
に
あ
ら
ず
。
若
し
も
此
の
如
き
コ
ト
あ
れ
ば
審
判
官
に

幾
千
の
金
を
払
へ
と
云
ふ
コ
ト
を
書
せ
し
も
の
な
り
。
前
述
の

1833-1914

﹈
氏
のL

ehrbuch der Institutionen des röm
ischen 

R
echts,§

160

﹇1889

﹈
に
て
詳
く
あ
り
。

form
ula

に
は
種
々
の
書
き
方
あ
り
故
に
種
々
の
名
あ
り
。

actio utilis, actio in factum

の
如
し
。form

ula

中
に
は
種
々

の
段
落
あ
り
。
例
はdem

onstratio

の
如
し
。
之
は
一
段
落
な

り
。form

ula

に
よ
り
て
之
れ
な
き
あ
り
。dem

onstratio

は
指

図
書
中
の
緒
言
の
如
き
も
の
な
り
。
如
何
な
る
所
以
に
て
訴
訟
が

起
り
し
か
簡
単
に
説
明
せ
り
。
例
はquod A

ulus A
gerius 

N
um

erio N
egidio hom

inem
 vendidit

（
記
憶
す
る
必
要
な
し
）

の
如
し
。A

ulus A
gerius

を
略
し
てA

s A
s

と
し
、N

um
erio 

N
egidio

をN
o N

o

と
略
す
。
物
の
取
戻
し
を
請
求
す
る
をrei 

vindicatio

と
云
ふ
。
之vendidit

よ
り
生
ず
。
又 intentio

は

訴
訟
の
争
点
を
掲
ぐ
る
も
の
な
り
。
例
はS

i paret jus A
s A

s 
ex jure Q

uiritium
 eundi

（
通
行
権
の
場
合
の
如
し
）
の
如
し
。

之
れ
はA

s A
s

が
通
行
権
を
有
す
る
や
否
や
の
争
点
を
示
す
な
り
。

而
し
てintentio

は
訴
訟
の
性
質
に
よ
り
異
な
り
種
々
あ
り
。
例

はintentio

﹇
六
十
三
丁
表
﹈certa, intentio incerta

。
亦
た

in jus concepta, in factum
 concepta

等
も
含
ま
る
る
な
り
。

此
に
述
べ
ん
と
す
る
はintentio in factum

 concepta

な
り
。

in jus concepta

は
法
律
上
の
争
点
が
訴
訟
の
争
点
と
な
る
場
合

（
一
二
〇
七
）
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三
七
〇

under line

の
処
に
仮
定
せ
り
。L

. T
itius

は
債
務
者
な
り
し

がcapitis dem
inutio

を
生
ず
。
故
にjus civile

に
て
は

T
itius

の
債
務
消
滅
す
べ
き
な
り
。
併
しpraetor

が
之
を
考
へ

てcapitis dem
inutio

を
失
は
し
む
る
は
残
酷
な
り
と
し
て
指
図

を
書
き
し
な
り
。

其
他praetor

が
又
法
律
上
（jus civile

）
に
て
被
告
が
敗
訴

と
な
る
べ
き
場
合
に
も
事
実
上
不
適
当
と
す
れ
ばexceptio

に

て
被
告
を
保
護
す
る
コ
ト
あ
り
（C

zyhlarz,§
166

に
詳
し
）。
此

点
に
於
て
もpraetor

が
ロ
ー
マ
のjus civile

を
改
良
せ
り
。

此
他praetor

がin integrum
 restitatio

（
現
状
回
復
）
を
な

す
コ
ト
あ
り
。
之
れ
は
実
に
必
要
な
る
制
度
に
し
て
法
律
上
已
に

生
じ
た
る
﹇
六
十
四
丁
裏
﹈
不
利
益
な
る
効
果
を
取
消
す
手
続
な

り
。
殊
にjus civile

の
如
く
法
律
の
効
果
の
厳
な
る
時
に
は
尤

も
必
要
な
る
も
の
な
り
。
如
何
な
れ
ば
立
法
者
は
法
律
を
作
る
に

は
種
々
の
場
合
を
考
ふ
べ
き
も
総
て
の
場
合
を
予
想
し
て
作
る
能

は
ず
。
故
に
法
律
あ
る
為
に
却
て
穏
な
ら
ざ
る
コ
ト
生
ず
。
例
せ

ば
時
効
の
制
度
あ
り
し
為
め
に
人
に
よ
り
て
は
迷
惑
を
被
る
コ
ト

あ
り
。
例
せ
ば
乙
が
甲
の
所
有
物
を
占
有
す
と
す
。
而
し
て
時
効

制
度
に
よ
れ
ば
或
年
限
続
き
て
占
有
せ
ば
他
人
と
雖
ド
モ
占
有
者

た
る
コ
ト
を
得
。
故
に
甲
の
物
を
乙
が
占
有
し
最
早
一
週
間
に
し

intentio

は
権
利
を
有
す
る
や
否
や
の
法
律
上
の
問
題
な
れ
ド
モ

此
に
掲
げ
し
例
は
単
に
事
実
上
の
問
題
な
り
。
故
にactio in 

factum
と
云
ふ
な
り
。

例
の
意
味
は
審
判
官
で
あ
れ
、
若
し
も
他
の
主
人
は
解
放
さ
れ

た
る
奴
隷
に
よ
り
法
廷
に
召
喚
さ
れ
た
る
時
は
、
審
判
官
よ
、
彼

の
奴
隷
にX

 m
ilia

を
払
は
し
め
、
若
し
も
見
ざ
れ
は
許
せ
と
云

ふ
な
り
。

actio utilis

はactio directa

に
対
す
る
名
な
り
。
之
れ
は

従
前
一
の
指
図
書
あ
り
。
之
に
准
じ
て
新
に
別
に
一
の
指
図
書
を

作
り
し
時
は
新
指
図
書
をactio utilis
﹇
と
云
ふ
﹈
な
り
。
其
手

本
の
指
図
書
をactio directa

と
云
ふ
な
り
。actio utilis

に

も
種
々
の
書
き
方
あ
り
一
様
な
ら
ず
。
例
はactiones

﹇
六
十
四

丁
表
﹈fi cticiae 

はaction utilis

の
一
種
な
る
が
如
し
。

actiones fi cticiae

は
一
のfi ction

を
設
け
其
仮
定
を
掲
げ
し
指

図
書
き
な
り
。
例
は

fi cticia
 S
i L

. T
itius 

（
身

分

capite   
変

更
）

dem
inutus 

を
し

た
の

で
な

い
な

ら
ば

non esset, 
其

の
時

tum

Si paret NmNm AoAo sestertium X milia dare oportere 
NmNm AoAo sestertium X milia condemna 

si non paret absolve. 
directa

（
一
二
〇
八
）
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三
七
一

律
の
如
く
考
へ
り
。
例
はK

arlow
a

氏
の
ロ
ー
マ
史
にpraetor

は
二
種
の
性
質
を
兼
ぬ
、
則
ち
慣
習
法
と
制
定
法
を
兼
ぬ
。

praetor

が
人
民
にedictum

を
公
布
す
る
方
よ
り
見
れ
ば
制
定

法
の
如
し
。
併
し
手
続
の
簡
易
に
し
て
時
世
に
応
じ
円
滑
に
変
遷

せ
し
有
様
は
慣
習
法
に
類
す
る
処
あ
り
と
云
ふ
。
兎
に
角

praetoris edictum

生
じ
て
よ
り
ロ
ー
マ
の
法
律
は
長
足
の
進
歩

し
次
第
に
寛
大
の
方
に
傾
け
り
。

第
六
款　

法
律
学
の
沿
革

ロ
ー
マ
に
於
て
は
古
代
よ
りpontifi ces

あ
り
。
之
は
本
来

fas

を
司
る
も
の
な
り
し
。
之
よ
り
し
て
法
廷
に
参
列
しjus

に

通
ず
る
な
り
。
然
る
に
其
得
た
る
法
律
上
の
智
識
を
﹇
六
十
五
丁

裏
﹈pontifi ces

の
間
に
代
々
伝
へ
世
に
出
さ
ず
。
此
に
於
て
自

然
一
種
の
法
律
専
門
家
生
ず
。
併
しpontifi ces

は
初
は
只

patricii

の
み
に
て
任
じplebeji

は
之
に
任
ぜ
ら
る
る
コ
ト
な
か

り
し
。
此
事
た
るplebeji

の
地
位
を
得
ん
と
す
る
に
当
り
て
大

に
不
公
平
と
な
ん
。304 B

.C
.

にjus F
lavianum

は
世
に
公
に

せ
ら
れ
且
つ300 B

.C
.

頃
にplebeji

もpontifi ces

た
る
コ
ト

を
得
。
此
に
於
て
法
律
の
智
識
世
に
広
り
、
加
之
法
律
学
者
は

plebeji
よ
り
生
ず
る
に
至
れ
り
。
之
れ
則
ち
ロ
ー
マ
の
法
律
学

の
一
段
落
な
り
し
。354 B

.C
.

頃
にT

iberius C
oruncanius

て
乙
は
占
有
者
と
な
る
。
此
時
に
乙
に
は
一
週
間
は
大
切
な
る
時

な
り
。
乙
は
甲
が
一
週
間
中
に
他
に
止
む
を
得
ざ
る
事
項
あ
り
し

為
め
取
戻
の
訴
を
起
す
コ
ト
能
は
ず
、
為
め
に
甲
が
所
有
権
を
収

得
す
為
め
に
乙
が
時
効
の
制
度
の
為
め
に
不
利
益
と
な
る
。
之
れ

法
律
あ
る
為
に
生
ぜ
し
不
利
益
な
り
。
之
れ
を
見
てpraetor

は

in integrum
 restitutio

を
許
す
な
り
。
其
他praetor

が

m
issio in possessionem

を
許
し
て
往
々
債
権
者
を
し
て
負
債

者
の
物
件
を
占
有
せ
し
む
る
コ
ト
あ
り
。
之
れ
債
権
者
を
保
護
す

る
に
あ
り
。
其
他
種
々
あ
り
。
此
に
略
す
。
此
の
如
くpraetor

は
時
に
臨
ん
で
種
々
の
手
段
に
よ
り
て
改
良
せ
り
。
併
し
臨
時
応

変
に
法
律
を
改
良
せ
ば
人
民
は
安
ぜ
ず
。
又praetor

﹇
六
十
五

丁
表
﹈
も
専
断
あ
れ
ば
譏
り
を
招
く
。
故
に
職
に
就
く
に
当
り
予

めedictum

を
発
し
在
職
中
の
方
針
を
示
せ
り
。
然
る
に

edictum

た
る
も
の
は
ロ
ー
マ
の
制
度
に
よ
れ
ば
永
久
の
効
力
な

し
。praetor

の
在
職
中
有
効
な
る
の
み
。
但
し
事
実
上praetor

変
る
毎
にedictum

は
変
ぜ
ず
。
如
何
と
な
れ
ば
後
任
の

praetor

は
前praetor

の
方
針
を
採
用
し
て
不
適
の
も
の
は
採

用
せ
ず
、
后
に
漸
々
完
全
と
な
り
殆
ん
ど
完
全
な
る
法
典
の
如
き

も
の
生
ず
。
併
し
順
序
は
不
整
な
り
し
な
ら
ん
。
此
に
於
て
ロ
ー

マ
人
もpraetoris edictum

を
尊
び
立
法
と
手
続
を
経
た
る
法

（
一
二
〇
九
）
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年
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三
七
二

哲
学
に
尽
す
も
の
少
か
ら
ず
。
此
に
於
て
法
律
学
者
の
書
は

systim
atical

﹇
と
﹈
な
れ
り
。
例
せ
ばQ

. M
. S

caevola

氏
の

如
き
はsystim

atical

と
云
ふ
も
可
な
る
の
書
を
著
しlaw

を
論

ぜ
り
。D

e jure civile libri X
V
III

又

L
liber singularis 

defi nitionum

な
る
書
を
著
せ
り
。
其
他
有
名
な
る
学
者
少
か
ら

ず
、
則
ちP

ublius R
utilius R

ufus

氏
等
あ
り
。P

. R
. R

ufus

氏
は
博
学
に
し
て
就
中
哲
学
に
長
ぜ
り
。
併
れ
ド
モ
尤
も
有
名
な

り
し
は
﹇C

icero

﹈
氏
な
り
。
氏
は
本
来
法
学
者
と
な
る
の
志
願

に
あ
ら
ず
し
て
雄
弁
家
た
ら
ん
と
せ
ん
﹇
六
十
六
丁
裏
﹈
人
な
り
。

故
に
雄
弁
家
た
る
学
に
力
を
尽
せ
し
人
な
り
。
併
し
后
に
は
法
律

学
に
従
事
せ
り
。
因
て
一
旦
修
め
し
哲
学
等
は
大
に
益
を
な
し
其

著
書
の
如
き
有
名
と
な
り
し
な
り
。
之
と
類
似
す
る
コ
ト
近
来
に

も
あ
り
。
則
ち
欧
洲
にN

aturrecht

派
流
行
し
法
律
学
者
も
哲

学
者
も
之
を
主
張
し
哲
学
と
法
律
と
密
着
の
関
係
を
有
せ
り
。
併

し
近
日
はN

aturrecht

は
消
滅
す
。
併
し
一
方
よ
り
云
へ
ば

N
aturrecht

あ
り
、
為
め
に
大
に
法
律
上
に
於
てsystem

atical

と
な
り
し
コ
ト
あ
り
。
元
来
ロ
ー
マ
に
於
て
も
当
時
の
著
書
中
民

法
、
訴
訟
法
の
著
書
多
し
。
然
し
他
の
部
分
に
付
て
の
著
書
な
き

に
あ
ら
ず
、
随
分
あ
り
し
な
り
。
之
等
の
著
名
の
如
き
も

K
arlow

a
氏
のR

öm
ische R

echt

﹇sgeschichte

﹈
中
に
詳
し
。

﹇
な
る
﹈
大
家
出
て
初
め
て
公
に
法
律
学
を
教
授
せ
り
。
而
し
て

氏
は
其
の
地
位
よ
り
云
へ
ば
、
本
来plebeji

に
属
し
、pontifex 

m
axim

us
に
な
り
し
人
な
り
。
已
に
法
律
学
を
公
に
教
授
す
る
に

至
る
。
故
に
法
律
上
の
智
識
を
世
界
に
広
め
ん
と
す
る
も
の
生
じ
、

書
を
著
す
も
の
生
ず
る
に
至
れ
り
。
例
せ
ばS

extus A
elius 

P
aetus C

atus

氏
は198 B

.C
.

頃
に
有
名
な
るT

ripertita

な

る
書
物
を
著
し
法
律
を
論
ぜ
り
。
此
人
も
地
位
はplebeji

に
属

す
。
其
后
書
を
著
し
法
律
を
論
ず
る
人
々
少
か
ら
ず
。
例
はP

. 
M

ucius, B
rutus, M

anilius

氏
等
な
り
。
之
等
の
著
せ
し
書
は

K
arlow

a

氏
の
ロ
ー
マ
史
﹇
六
十
六
丁
表
﹈
に
あ
り
。
但
し
学
問

の
進
歩
の
自
然
順
序
あ
り
て
初
よ
りsystem

atical

に
あ
ら
ず
し

て
、
主
と
し
てjus civile

に
関
す
る
法
律
の
材
料
を
網
羅
せ
り
。

体
裁
は
雑
駁
な
り
。
元
よ
り
当
時
の
学
者
は
理
論
の
み
に
身
を
委

ね
ず
、
実
地
に
目
を
注
ぐ
。
故
に
当
時
の
学
者
に
於
て
は
初
よ
り

system
atical

な
る
も
の
を
書
く
に
暇
あ
ら
ず
。
而
し
て
当
時
又

他
の
一
方
に
力
を
用
ひ
し
は
種
々
の
事
件
に
付
て
種
々
の
質
問
を

受
け
、
夫
に
付
て
意
見
を
述
べ
又
法
律
の
鑑
定
に
力
を
尽
せ
り
。

併
し
一
旦
法
律
の
理
論
に
注
目
す
る
に
至
れ
ば
雑
駁
な
る
も
の
に

て
は
人
々
は
承
知
せ
ず
、systim

atical

な
る
も
の
を
得
ん
と
す

る
に
至
る
。
此
時
に
当
り
哲
学
の
流
行
し
法
律
﹇
学
﹈
者
死
力
を

（
一
二
一
〇
）
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三
七
三

国
の
外
に
種
々
の
服
役
国
あ
り
。
之
等
の
も
の
は
一
時
ロ
ー
マ
に

意
外
に
能
く
服
従
せ
り
。civitates federatae, colonia

等
に

比
す
れ
ば
ロ
ー
マ
に
縁
薄
し
。
併
し
能
く
ロ
ー
マ
に
服
従
せ
り
故

に
ロ
ー
マ
人
もcivitates federatae

等
に
付
て
は
安
心
し

P
unic W

ars

后
却
て
ロ
ー
マ
人
がcivitates federatae

最
早

ロ
ー
マ
に
反
す
る
コ
ト
な
き
を
知
りcivitates federatae

の
人

民
を
残
酷
に
取
扱
へ
り
。
此
に
於
て
同
盟
の
諸
国
も
ロ
ー
マ
に
対

し
不
満
を
抱
き
﹇
六
十
七
丁
裏
﹈
反
旗
を
翻
す
に
至
れ
り
。
此
時

は91 B
.C

.

な
り
し
。
其
同
盟
諸
国
が
反
す
る
に
当
り
て
他
の
諸

国
も
之
に
加
担
し
反
す
る
に
至
れ
り
。
此
に
於
て
ロ
ー
マ
は
苦
痛

を
感
じ
之
等
を
降
服
せ
し
む
る
の
策
を
取
れ
り
。
其
結
果
と
し
て

m
unicipia

に
し
て
反
せ
ざ
る
も
の
を
し
て
ロ
ー
マ
市
民
の
資
格

を
与
へ
り
。
又civitates federatae

と
雖
ド
モ
或
時
日
内
に

ロ
ー
マ
に
服
し
た
る
も
の
は
市
民
の
資
格
を
与
ふ
る
コ
ト
と
約
せ

り
。
而
シ
テ
当
時
ロ
ー
マ
市
民
の
資
格
を
貴
び
し
故
に
之
を
聞
き

反
せ
ざ
る
に
至
り
ロ
ー
マ
に
服
し
其
結
果
市
民
の
資
格
を
与
へ
り
。

久
し
か
ら
ず
し
てItaly

半
島
に
市
民
の
資
格
を
有
せ
ざ
る
も
の

な
き
に
至
る
。
而
し
て
新
ロ
ー
マ
市
民
を8 tribus

と
せ
り
。
因

て
従
来
の35

のtribus

あ
り
し
故
に
全
体
に43

のtribus

と
な
り
。

併
し
従
前colonia, m

unicipia, civitates federatae

に
は
其

例
﹇
へ
﹈
ばJulianus, G

aius

氏
等
の
著
書
中
に
は
公
法
に
関

す
る
も
の
少
か
ら
ず
。
右
の
如
く
法
律
学
世
に
広
﹇
ま
﹈
る
に
付

て
は
法
律
の
授
業
の
方
法
に
於
て
種
々
の
方
法
具
る
に
至
れ
り
。

例
﹇
へ
﹈
ばaudire instituere, instruere

の
如
し
。audire

と
は
ロ
ー
マ
の
法
律
学
者
は
単
に
理
論
の
み
に
力
を
尽
さ
ず
、
実

地
問
題
に
も
注
目
し
法
律
に
鑑
定
を
な
す
。
其
鑑
定
の
時
弟
子
を

集
め
種
々
の
講
義
せ
し
な
り
。instituere

は
法
学
初
心
の
も
の

の
為
め
に
法
律
の
大
意
を
教
へ
り
。
稍
や
理
論
に
渡
れ
り
。
后
に

G
aius

及
び
﹇
六
十
七
丁
表
﹈Justinian

のInstitutiones

の
生

ぜ
し
﹇
は
﹈
之
に
基
き
し
な
り
。
而
し
てinstruere

は
法
律
の

理
論
を
教
へ
る
上
に
於
て
はinstituere
と
同
じ
き
も
、
単
に
法

律
の
大
意
に
止
ま
ら
ず
精
密
に
法
律
の
蘊
奥
を
教
へ
た
る
な
り
。

因
て
当
時
一
方
にpraetor

あ
り
、
裁
判
上
種
々
の
手
段
で
以
て

改
良
す
る
と
同
時
に
一
方
に
学
者
あ
り
て
種
々
研
究
に
力
を
尽
し

ロ
ー
マ
法
律
益
﹇
々
﹈
進
歩
せ
り
。

第
七
款　

地
方
制
度

第
一
項　

Italy

国
内
の
地
方
制
度

Italy

国
内
に
は
ロ
ー
マ
の
外
に
ロ
ー
マ
に
征
服
せ
ら
れ
し
国

あ
り
其
国
々
の
制
度
を
述
べ
ん
。
已
に
述
べ
し
如
く
ロ
ー
マ
の
国

内
の
調
和
す
る
に
従
ひItaly

を
征
し
其
結
果
と
し
て
ロ
ー
マ
本

（
一
二
一
一
）
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三
七
四

provinciae

を
作
る
に
はsenatores

中
よ
り
委
員
を
設
け
之
を

取
調
ぶ
る
な
り
。
地
方
の
長
官
た
る
も
の
はlex proviniciae

を

標
準
と
し
て
其
地
を
治
む
。
併
しlex

﹇
六
十
八
丁
裏
﹈

provinciae

は
一
様
な
ら
ず
。
故
に
細
く
規
定
せ
ざ
る
時
は
自
己

の
考
に
て
之
を
治
む
。
併
し
地
方
長
官
は
就
職
中
の
自
己
の
取
る

の
方
針
即
ちedictum

を
定
め
て
人
民
に
示
せ
り
。
而
し
て

edictum

に
掲
ぐ
る
事
柄
は
各provincia

に
よ
り
て
趣
き
を
異

に
せ
り
。
例
﹇
へ
﹈
ば
進
歩
す
る
あ
り
進
歩
せ
ざ
る
も
の
あ
る
が

如
し
。
則
ちS

icily, M
acedonia

に
於
て
はG

raecia

の
開
化

の
影
響
を
受
け
大
に
進
み
他
一
方
に
はC

orsica, H
ispania

等

に
あ
る
。provincia

は
其
開
化
の
度
稍
低
し
。
其
の
開
化
し
た

る
も
の
に
は
其
地
方
制
度
も
進
め
り
。
此
処
に
は
ロ
ー
マ
に
よ
り

別
に
新
制
度
を
布
く
。
甚
だ
不
利
益
に
し
て
政
略
も
差
な
ら
ず
。

故
に
此
の
如
き
地
方
に
は
従
来
の
制
度
を
保
存
す
る
に
至
り
却
て

ロ
ー
マ
の
益
を
な
す
も
の
少
か
ら
ず
。
併
し
開
化
の
足
ら
ざ
る
処

に
は
ロ
ー
マ
人
は
新
制
度
を
輸
入
し
又
輸
入
す
る
の
必
要
あ
り
て

新
制
度
を
設
け
り
。
此
場
合
に
ロ
ー
マ
人
の
標
準
はedictum

を

長
官
が
定
む
る
に
当
り
ロ
ー
マ
本
国
のpraetoris edictum

を

手
本
と
せ
り
。
尤
も
ロ
ー
マ
人
の
如
き
決
し
て
急
激
な
る
変
更
を

好
ま
ず
、
故
にprovincia

に
制
度
を
輸
入
す
る
に
も
漸
々
ロ
ー

地
方
々
々
に
は
地
方
制
度
あ
り
し
。
元
よ
り
従
前m

unicipia, 
colonia

に
て
あ
り
し
も
の
は
別
に
新
組
織
を
造
る
に
及
ば
ざ
り

し
もcivitates federatae

は
従
来
のm

unicipia

と
殆
ん
ど
同

一
の
制
度
を
用
へ
り
。

其
制
度
の
大
体
は
官
吏
に
て
はduum

viri juris dicundi

あ
り
。

之
は
﹇
六
十
八
丁
表
﹈
ロ
ー
マ
のpraetor

に
類
似
す
。
其
地
方

の
司
法
制
度
を
司
る
在
職
期
は
一
年
な
り
。
其
他

quinquennales

﹇
五
年
官
﹈
あ
り
。
之
は
ロ
ー
マ
のcensor

に

類
し
人
別
を
調
べ
地
方
の
財
政
を
司
る
。
其
他
ロ
ー
マ
のsenate

に
類
す
る
も
の
あ
り
。
則
ちordo decurionum

な
り
。
員
数

100

よ
り
成
れ
り
。
其
他
其
地
方
の
人
民
はcuria

に
分
た
る
。

又com
itia curiata

に
類
す
る
集
会
あ
り
。
ロ
ー
マ
市
民
の
資

格
が
広
くItaly

半
島
に
与
へ
ら
れ
た
る
コ
ト
記
憶
す
べ
し
。

第
二
項　

Italy

国
外
の
地
方
制
度

ロ
ー
マ
はC

arthage

の
服
す
る
に
従
ひ
ロ
ー
マ
人
は
地
中
海

近
傍
を
征
服
せ
り
。
則
ちS

icily, S
ardinia, M

acedonia, 
C
orsica

等
な
り
。
之
れ
等
の
国
に
は
ロ
ー
マ
人
はprovincia

を
置
け
り
。provincia

は
各
地
方
制
度
を
異
に
す
。
其

provincia

に
て
は
其
地
方
の
制
度
一
様
な
ら
ず
。
故
に

provincia

を
置
く
に
付
て
条
文
の
如
き
も
の
生
ぜ
り
。
則
ちlex 

（
一
二
一
二
）
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三
七
五

地
生
ず
る
に
至
り
て
は
外
国
よ
り
ロ
ー
マ
に
収
入
す
る
コ
ト
増
し

又G
raecia

﹇
六
十
九
丁
裏
﹈
の
文
明
も
輸
入
せ
り
。
併
し
ロ
ー

マ
の
為
に
害
を
生
ぜ
し
コ
ト
少
か
ら
ず
。
戦
勝
に
伴
ひ
人
民
間
に

貧
富
の
品
格
を
生
じ
漸
々
甚
し
く
な
れ
り
。
又
ロ
ー
マ
人
は
干
戈

を
交
ゆ
る
に
当
り
戦
没
せ
し
も
の
少
か
ら
ず
。
其
結
果
当
時
有
力

な
る
人
々
は
土
地
を
兼
併
せ
り
。
他
の
一
方
に
は
漸
々
外
よ
り

ロ
ー
マ
本
国
に
種
々
の
も
の
輸
入
せ
ら
れ
、
就
中
穀
物
は
輸
入
せ

ら
る
。
而
し
て
外
よ
り
輸
入
す
る
も
の
安
し
。
故
に
ロ
ー
マ
の
細

民
は
耕
作
を
す
る
も
利
な
し
。
因
て
土
地
を
失
ひ
其
耕
作
を
止
め

り
。
其
土
地
は
有
力
者
に
兼
併
せ
ら
る
。
又
奴
隷
が
多
く
輸
入
せ

り
。
然
る
に
多
く
土
地
を
有
す
る
有
力
者
が
其
の
奴
隷
を
買
入
し

耕
作
せ
し
め
た
り
。
故
に
一
方
に
貧
民
は
土
地
を
取
ら
れ
又
奴
隷

に
雇
口
を
奪
は
る
。
貧
民
は
大
に
困
窮
せ
り
。
然
る
に
当
時
種
々

の
原
因
よ
り
社
会
の
徳
義
心
衰
へ
り
。
従
て
人
民
は
役
員
を
選
ぶ

に
当
り
て
は
金
銭
次
第
な
り
。
此
に
於
て
有
力
者
は
金
銭
を
以
て

己
を
選
ば
し
む
。
次
第
に
有
力
者
は
政
治
上
の
地
位
を
占
む
。
故

に
貧
民
は
財
政
上
又
政
治
上
に
有
力
者
と
争
ふ
べ
か
ら
ざ
る
に
至

り
、
加
之
富
者
は
貧
民
を
圧
制
せ
り
。
此
に
於
て
衝
突
免
る
能
は

ず
。
因
て133 B

.C
.‒27 B

.C
.

は
一
時
内
乱
の
有
様
に
陥
れ
り
。

此
く
の
如
く
衝
突
を
生
ず
る
に
至
り
て
は
当
時
の
豪
傑
中
或
は
貧

マ
風
に
化
せ
ら
る
る
を
俟
て
ロ
ー
マ
制
度
を
輸
入
せ
り
。
而
し
て

ロ
ー
マ
風
に
化
す
る
に
尤
も
功
力
﹇
六
十
九
丁
表
﹈
あ
り
し
も
の

はprovincia

に
鎮
守
の
為
め
に
ロ
ー
マ
よ
り
兵
を
送
り
し
其
近

傍
の
人
民
に
其
兵
に
倣
ひ
又colonia

もprovincia

に
置
け
り
。

之
よ
り
も
又
感
染
せ
り
。
尤
もprovincia

のedictum

は
就
職

中
の
み
効
力
あ
り
。
併
し
後
任
の
長
官
はedictum

を
定
む
る
に

当
り
、
前
地
方
官
のedictum

を
採
用
せ
り
。
故
にedictum

も

時
を
経
る
に
従
ひ
細
密
と
な
り
、
地
方
に
不
適
な
る
も
の
又
は
時

世
に
反
す
る
も
の
は
除
か
れ
、
一
の
法
典
の
如
き
も
の
成
り
、
故

に
一
方
に
は
其
人
民
は
ロ
ー
マ
風
に
感
染
す
る
と
同
時
に
ロ
ー
マ

制
度
入
り
、
ロ
ー
マ
と
の
差
少
く
な
れ
り
。
因
て
ロ
ー
マ
人
は

Italy

国
内
の
み
な
ら
ず
国
外
に
も
ロ
ー
マ
の
市
民
の
資
格
を
与

ふ
る
に
至
れ
り
。

第
三
章　

帝
政
時
代
の
法
制
の
沿
革

第
一
節　

帝
政
開
始
の
略
史

共
和
政
治
の
衰
微
、
帝
政
の
開
始
を
述
べ
ん
。
ロ
ー
マ
は

Italy

を
征
し
進
み
て
地
中
海
近
傍
を
服
し
国
威
を
輝
せ
り
。
併

し
其
戦
勝
の
結
果
は
一
方
に
は
大
利
益
な
り
し
も
一
方
に
は
大
不

利
な
る
コ
ト
あ
り
し
。
而
し
て
其
利
益
な
り
し
コ
ト
は
多
く
の
属

（
一
二
一
三
）
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三
七
六

に
計
画
を
な
せ
し
コ
ト
少
か
ら
ず
。
従
て
貧
者
を
圧
制
す
る
コ
ト

少
か
ら
ず
。S

ulla

も
久
し
か
ら
ず
し
て
其
職
を
去
り
、78 

B
.C

.

に
死
亡
せ
り
。
而
し
てS

ulla

の
辞
職
后
尚
ロ
ー
マ
に
貧

富
二
階
級
の
衝
突
止
ま
ず
。
人
民
間
に
は
不
満
を
抱
く
も
の
多
し
。

当
時
の
有
様
よ
り
考
ふ
れ
ば
至
大
の
勢
力
を
有
す
る
人
は
ロ
ー
マ

を
支
配
す
る
コ
ト
至
当
な
り
し
な
ら
ん
。
然
る
にP

om
peius, 

C
aesar

等
あ
り
。P

om
peius

は
富
者
の
為
に
力
を
尽
せ
し
も
、

貧
者
に
力
を
尽
せ
しC

aesar

は
勝
を
得dictator

に
な
り
且
つ

im
perator

と
な
れ
り
。im

perator

は
后
世
のem

peror

と
異

な
り
、
元
帥
の
如
き
も
の
に
し
て
将
軍
な
り
。
併
し
后
世
の

em
peror

は
之
よ
り
生
ぜ
る
な
り
。
故
に
多
少
其
の
起
源
此
に
あ

り
し
。C

aesar

の
如
き
豪
傑
あ
り
て
は
ロ
ー
マ
の
従
前
の
制
度

は
一
変
せ
ざ
る
か
の
疑
を
抱
き
之
を
殺
さ
ん
と
す
る
も
の
出
て
終

に
殺
さ
れ
た
り
。
然
れ
ド
モC

aesar

の
甥
に
て
養
子
な
り
し

O
ctavianus

氏
は
反
対
派
の
首
領
な
るB

rutus, C
assius, 

A
ntony

氏
等
に
打
勝
ち
漸
々
実
力
を
握
れ
り
。
其
有
様
は
巧
に

し
て
初
め
よ
り
決
し
て
表
面
上rex

な
る
称
号
を
取
ら
ず
、
種
々

の
官
職
を
兼
す
。
故
に
之
を
合
す
れ
ば
大
権
を
得
る
。
而
し
て
氏

は
遂
に
﹇
七
十
一
丁
表
﹈im

perator

と
な
り
、
第
二
に
は

caesar
と
な
り
。censor

の
如
き
は
実
力
盛
に
し
て
ロ
ー
マ
の

者
の
為
に
力
を
尽
す
も
の
﹇
七
十
丁
表
﹈
出
で
り
。
則
ち
有
名
な

るT
. S

. G
racchus

氏
の
如
き
は
初
て
貧
者
の
為
に
大
に
力
を

尽
せ
り
。
氏
はtribunus plebis

と
な
れ
り
。
其
地
位
上
よ
り

見
る
も
勢
力
あ
り
。
氏
は
貧
者
を
救
ふ
に
尽
力
せ
り
。
尤
も
有
名

な
る
はager publicus

﹇
公
有
地
﹈
な
り
。
之
は
人
民
が
之
を

借
り
て
耕
す
も
の
に
し
て
政
府
は
何
時
に
て
も
之
を
取
上
げ
得
る
。

貧
民
は
到
底
之
を
耕
す
能
は
ず
。
故
に
富
者
の
階
級
は
主
に
之
を

耕
す
。G

racchus

は
従
前
富
者
の
耕
すager publicus

の
幾
分

﹇
か
﹈
を
割
き
貧
者
に
与
へ
ん
と
せ
り
。
為
に
富
者
に
悪
ま
れ
富

者
に
殺
さ
れ
た
り
。
其
后G

racchus
の
兄
弟
に
てG

aius 
G
racchus

あ
り
し
。
氏
は
兄
弟
の
意
思
を
継
ぎ
、tribunus 

plebis

と
な
り
、
貧
者
を
救
ふ
の
道
を
尽
せ
り
。
氏
も
反
対
者
の

攻
撃
甚
し
く
二
年
に
し
て
其
職
を
失
ふ
。
其
后S

ulla, M
arius

等
な
る
豪
傑
出
て
各
其
の
党
派
の
為
に
力
を
尽
せ
り
。S

ulla

氏

は
富
者
の
為
に
力
を
尽
し
、M

arius

は
貧
者
の
為
に
力
を
尽
せ

り
。
其
二
人
の
競
争
の
結
果S

ulla

は
勝
を
得
一
時
大
勢
を
得
た

あ
り
。
従
来
ロ
ー
マ
にdictator

あ
り
。
此
官
に
昇
り
し
此
時
の

dictator

は
少
し
く
異
な
れ
り
。
従
来
此
職
は
六
箇
月
な
り
し
も

（
重
大
の
時
置
く
）
当
時
は
永
久
の
職
と
な
り
し
。S

ulla

は
此

の
地
位
を
得
し
を
﹇
七
十
丁
裏
﹈
以
て
氏
の
在
職
中
富
者
の
為
め

（
一
二
一
四
）
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三
七
七

て
更
に
一
大
法
律
を
作
ら
ん
と
の
考
あ
り
し
。O

ctavian

は

C
aesar

の
意
を
継
ぎ
法
典
を
編
纂
す
る
コ
ト
な
く
従
来
の
制
度

に
変
更
を
加
へ
ず
。
当
時
ロ
ー
マ
一
日
も
忽

ゆ
る
が
せ

に
す
べ
か
ら
ざ
る

事
柄
あ
り
。
之
等
に
は
多
少
変
更
せ
り
。
一
例
を
示
せ
ば
結
婚
并

に
出
産
に
付
て
は
之
を
奨
励
す
る
のlaw

を
設
け
り
。
之
れ
ロ
ー

マ
の
社
会
の
有
様
一
変
し
結
婚
は
大
に
乱
れ
又
ロ
ー
マ
人
に
子
供

が
少
く
な
り
し
に
よ
れ
り
。
抑
も
ロ
ー
マ
に
は
ロ
ー
マ
人
の
主
た

る
生
業
は
農
業
に
し
て
人
民
も
朴
風
な
り
し
離
婚
も
殆
ん
ど
少
し
。

然
る
に
ロ
ー
マ
に
於
て
外
国
と
干
戈
を
交
へ
多
く
の
国
を
征
し
商

業
の
市
場
広
る
に
従
ひ
農
業
を
捨
て
商
業
に
従
事
せ
り
。
其
結
果

結
婚
に
弊
害
生
ぜ
り
。
則
ち
人
間
は
金
銭
を
得
る
に
孜
々
と
し
婚

姻
を
以
て
利
益
を
得
る
の
一
種
と
せ
り
。
故
に
一
旦
金
銭
を
得
た

る
ト
キ
は
離
婚
し
又
更
に
利
を
得
ん
と
し
他
人
と
結
婚
す
。
右
の

如
き
有
様
な
る
故
に
妻
を
娶
る
も
子
を
生
む
の
目
的
に
あ
ら
ず
。

故
に
大
に
子
女
減
じ
た
り
。
尤
も
利
の
為
め
に
妻
を
娶
る
は
貧
者

に
多
し
。
富
め
る
も
の
は
妻
を
娶
る
コ
ト
を
厭
ひ
妾
を
置
く
コ
ト

﹇
七
十
二
丁
表
﹈
と
な
れ
り
。
之
れ
ロ
ー
マ
国
家
の
為
に
危
峻
な

り
。
故
にO

ctavian

は
一
方
に
結
婚
を
奨
励
し
一
方
に
子
を
生

む
コ
ト
を
奨
励
し
子
を
生
む
多
寡
に
よ
り
特
権
を
与
へ
る
コ
ト
と

せ
り
。
又
奴
隷
多
く
ロ
ー
マ
に
輸
入
し
て
市
民
の
品
格
下
れ
り
。

風
俗
を
監
督
す
。
之
れ
よ
り
自
然
実
力
あ
り
。
其
他
第
三
に
は

O
ctavianus

は

princeps

に
な
れ
り
。princeps

と
は

senatores
中
首
座
を
占
め
し
も
の
な
り
。
因
て
自
然senatores

中
に
て
も
勢
力
を
得
る
。
且
つ

proconsul

と
な
れ
り
。

proconsul

と
はprovincia

を
支
配
す
る
特
権
を
有
せ
り
。
因
て

大
勢
力
を
得
た
り
。
又consul

に
な
れ
り
。
其
他pontifex 

m
axim

us

﹇
大
神
官
﹈
に
も
な
れ
り
。
故
に
政
治
上
の
み
な
ら
ず

宗
教
界
に
も
力
を
得
た
り
。
此
く
一
人
に
て
数
種
の
職
を
兼
ね
り
。

故
に
実
力
大
な
り
。
之
れ
氏
の
政
略
に
し
てrex

の
称
号
を
憚
り

て
取
ら
ず
。
故
に
人
民
反
対
も
意
外
に
少
く
人
民
もO

ctavian

氏
の
実
力
を
得
る
は
止
む
を
得
ず
と
な
し
。
併
し
久
し
か
ら
さ
る

な
ら
ん
と
思
へ
り
。
然
れ
ド
モ
此
時
よ
り
帝
政
殆
ど
定
れ
り
。
即

ちprinceps

と
な
り
遂
に
は
憚
ら
ず
し
て
表
面
上
至
大
な
る
勢

力
を
占
め
り
。

第
二
節　

O
ctavian

時
代
に
於
け
る
制
度
の
改
良

O
ctavian

帝
は
実
際
種
々
の
官
職
を
兼
ね
至
大
の
実
力
を
握

る
に
も
係
ら
ずrex, dictator

な
る
称
号
を
帯
ぶ
る
を
憚
り
表

面
上
専
制
の
﹇
七
十
一
丁
裏
﹈
の
統
治
者
た
る
コ
ト
を
欲
せ
ず
。

故
に
制
度
の
如
き
も
敢
て
従
来
の
制
度
を
突
然
変
更
す
る
コ
ト
を

欲
せ
ず
。C

aesar

はjus civile

とjus praetorium

と
を
合
し

（
一
二
一
五
）
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三
七
八

官
吏
は
実
力
な
き
な
り
。
但
しsenatores, praetor

は
他
の
官

吏
に
比
し
稍
や
勢
力
あ
り
し
。
之
れ
又princeps

の
政
策
に
出

で
し
コ
ト
に
し
てsenatores

自
ら
勢
力
あ
り
し
に
あ
ら
ず
。
又

帝
政
時
代
にprinceps

は
大
勢
を
有
せ
し
も
世
界
に
対
し
て
専

擅
を
受
く
る
コ
ト
を
恐
れsenatores

等
を
優
待
せ
り
。praetor

も
裁
判
官
な
り
し
を
以
て
勢
力
あ
り
。
併
し
遂
に
其
地
位
転
倒
せ

り
。
則
ちprinceps

の
従
官
た
る
も
の
は
勢
力
を
得
る
に
至
れ

り
、praetor

は
勢
を
失
ふ
。
例
﹇
へ
﹈
ばpraefectus urbi

は

裁
判
官
と
な
り
、praetor

は
初
級
の
裁
判
官
と
な
る
な
り
。
且

つpraetor peregrinus

も
時
を
経
る
に
従
ひ
廃
せ
ら
る
に
至
る
。

則
ち
ロ
ー
マ
の
開
化
の
進
む
に
市
民
の
資
格
広
り
、praetor 

peregrinus

は
不
必
要
と
な
る
に
よ
る
。

第
二
項　

P
rinceps

の
役
員　
﹇
七
十
三
丁
表
﹈

日
本
の
鎌
倉
時
代
に
於
て
朝
廷
の
勢
力
移
り
て
幕
府
勢
を
得
た

る
如
くprinceps

の
役
員
勢
を
得
て
政
治
機
関
衰
へ
た
り
。
例

﹇
へ
﹈
ばpraefectus praetorio

の
如
き
は
従
来
は
単
に

princeps

の
護
衛
兵
の
指
揮
官
た
り
し
の
み
。
然
る
に
信
用
す
る

も
の
を
選
抜
し
て
之
に
任
す
。
已
にprinceps

の
信
用
者
な
れ

ばprinceps

の
勢
を
得
る
に
従
ひpraefectus praetorio

は
政

治
上
に
於
て
も
勢
を
得
る
に
至
れ
り
。praefectus urbi

も
在
来

蓋
し
ロ
ー
マ
に
奴
隷
が
古
く
よ
り
あ
り
、
之
を
解
放
す
る
コ
ト
主

人
の
随
意
な
り
。
然
る
に
外
国
を
征
す
る
と
共
に
多
く
の
奴
隷
輸

入
せ
ら
る
。
其
数
は
市
民
の
数
よ
り
多
き
有
様
な
り
。
然
る
に
多

く
奴
隷
を
有
す
る
も
の
は
富
者
な
り
。
此
人
々
は
却
て
奴
隷
を
解

放
し
て
世
界
に
誇
る
の
有
様
な
り
。
従
て
奴
隷
は
市
民
中
に
編
入

せ
ら
る
。
此
結
果
ロ
ー
マ
市
民
よ
り
新
民
の
品
行
品
格
は
大
に
下

れ
り
。
因
て
ロ
ー
マ
市
民
の
品
位
大
に
下
れ
り
。
故
に

O
ctavian

は
奴
隷
解
放
に
関
し
て
一
法
令
を
作
り
容
易
に
解
放

す
る
能
は
ざ
る
コ
ト
と
せ
り
。

第
三
節　

O
ctavian

帝
の
政
治
機
関

第
一
項　

在
来
の
政
治
機
関

O
ctavian

は
従
来
の
制
度
を
改
む
る
コ
ト
を
好
ま
ず
。
故
に

実
力
を
握
り
し
も
王
政
を
復
古
す
る
に
あ
ら
ず
。
因
て
共
和
時
代

の
制
度
は
帝
政
時
代
に
も
表
面
上
依
存
せ
り
。
但
しO

ctavian

並
にprinceps

の
政
治
機
関
は
日
に
勢
力
を
﹇
七
十
二
丁
裏
﹈

得
る
に
従
ひ
他
の
政
治
機
関
は
日
々
に
勢
を
失
へ
り
。
例
﹇
へ
﹈

ばcom
itia curiata, com

itia centuriata

等
は
存
在
せ
し
も

com
itia

に
於
て
議
せ
し
大
事
件
は
帝
政
時
代
に
て
は
其
議
に
与あ

ず

か
ら
ず
有
名
無
実
な
り
。
又consules

も
有
名
無
実
な
り
。
則

ちconsules

もprinceps

の
選
定
す
る
コ
ト
と
な
り
故
に
他
の

（
一
二
一
六
）
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三
七
九

princeps

の
機
関
に
し
てprinceps

の
鼻
息
を
覗
ふ
有
様
な
り
。

而
し
てsenator

の
認
可
を
得
る
に
はprinceps

は
法
律
案
を
提

出
す
る
な
り
。
其
時
はprinceps

自
身
が
若
く
は
其
代
理
人
を

し
て
其
案
を
朗
読
せ
し
む
る
な
り
。
后
に
至
り
て
は
世
人
が

senator

の
認
可
と
云
ふ
よ
り
寧
ろprinceps, oratio

を
以
て
立

法
上
至
用
な
る
手
続
と
す
る
に
至
れ
り
。oratio

と
はprinceps

若
く
は
其
代
理
人
を
し
て
法
律
案
を
読
ま
し
む
手
続
な
り
。
併
し

一
時
はsenator

は
大
に
権
を
有
せ
し
コ
ト
あ
り
。

第
五
節　

constitutiones principum

　
﹇
七
十
四
丁
表
﹈

princeps

のconstitutiones

と
は
、princeps

の
命
令
よ
り

生
ぜ
し
法
律
規
則
な
り
。
尤
もprinceps

と
雖
ド
モ
其
初
は
稍

憚
る
処
あ
り
。
公
然
立
法
の
事
柄
を
行
は
ざ
り
し
。
併
し
其
実
力

に
は
比
す
る
も
の
な
し
。
因
て
其
私
法
其
他
行
政
上
種
々
命
令
を

発
せ
り
。
其
命
令
は
自
ら
行
為
の
標
準
と
な
り
た
り
。
此
に
於
て

別
に
一
種
の
法
律
規
則
生
ず
る
に
至
れ
り
。
例
﹇
へ
﹈
ば

princeps

に
於
て
はedicta

を
出
す
コ
ト
あ
り
て
、
ロ
ー
マ
の

praetor, consul

の
如
し
。
以
て
世
人
に
広
く
示
す
コ
ト
あ
り
。

加
之princeps

はdecreta

を
出
し
、princeps

は
自
ら
訴
訟
事

件
を
審
裁
せ
り
、
其
判
決
をdecreta

と
云
ふ
。
併
しprinceps

の
判
決
な
る
故
に
自
然
后
来
同
事
件
起
れ
ば
之
を
処
す
る
の
標
準

は
警
察
の
コ
ト
を
司
り
し
も
遂
に
は
民
事
刑
事
の
別
な
り
。
訴
訟

の
コ
ト
を
司
れ
り
。
其
の
他princeps

に
従
属
せ
し
官
吏
種
々

あ
り
し
。
此
時
代
に
は
名
義
上
共
和
時
代
の
機
関
有
せ
し
も
実
際

はprinceps
の
役
員
之
を
司
れ
り
。

第
四
節　

senatus consulta
senate

は
古
よ
り
あ
り
て
其
のsenator

は
共
和
自
治
体
に
於

て
立
法
上
多
少
関
係
せ
り
。
則
ちcom

itia

に
て
法
律
を
制
定
せ

ん
と
せ
はsenator

の
認
定
を
得
る
コ
ト
と
な
れ
り
。
併
し

senator

の
み
に
て
立
法
権
を
握
り
し
に
あ
ら
ざ
り
し
。
帝
政
時

代
に
はprinceps

も
表
面
上senator
を
尊
べ
り
、
実
際
立
法
権

を
握
り
し
コ
ト
あ
り
。
其
所
以
はprinceps
の
勢
を
得
る
に
従

ひ
﹇
七
十
三
丁
裏
﹈com

itia

衰
へ
法
律
制
定
の
権
衰
へ
り
。
併

しprinceps

は
大
権
を
握
り
し
に
係
ら
ず
憚
る
処
あ
り
。
自
ら

立
法
権
を
握
ら
ざ
り
し
此
に
於
て
立
法
は
法
律
に
て
定
め
し
に
は

あ
ら
ざ
れ
ド
モ
自
然senator

に
委
ね
し
有
様
と
な
り
法
律
を
制

定
す
る
に
当
りsenator

の
認
可
を
以
て
条
件
と
な
り
、
而
し
て

senator

の
手
を
経
て
作
る
法
律
をsenatus consulta

﹇
と
云

ふ
﹈
な
り
。
併
しprinceps

も
漸
々
勢
を
得
て
憚
る
処
な
き
に

至
る
に
従
ひ
其
時
代
一
変
せ
り
。
蓋
し
一
時
はsenatus 

consulta

は
法
律
の
効
力
を
有
せ
し
もsenator

は
実
際
は

（
一
二
一
七
）
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三
八
〇

律
規
則
に
基
き
、
大
な
る
規
則
又
は
細
き
規
則
を
見
出
す
コ
ト
必

要
な
り
。
故
に
法
律
学
者
は
大
に
研
究
に
力
を
尽
せ
り
。

principes

も
又
研
究
を
必
要
と
し
其
学
者
を
優
待
せ
り
。
因
て

法
律
学
者
は
専
身
其
研
究
に
従
事
し
帝
政
時
代
に
大
に
進
歩
せ
り
。

併
し
其
の
盛
大
と
な
る
に
従
ひ
法
律
学
者
中
に
説
起
る
に
至
れ
り
。

則
ち
有
名
﹇
七
十
五
丁
表
﹈
な
る
学
派S

abinian, P
roclian

派

を
生
ぜ
り
。
而
し
て
其S

abinian

派
はC

apito

氏
は
原
祖
な
り
。

P
roclian

派
に
はL

abeo

氏
は
原
祖
な
り
。
此
学
派
の
又
の
異

説
は
今
日
に
も
多
少
伝
る
処
あ
り
。
而
シ
テL

abeo

は
ロ
ー
マ

法
律
学
者
中
一
二
を
争
ふ
も
の
と
し
て
之
を
尊
べ
り
。
氏
は
本
来

はplebeji

の
系
統
な
り
。
其
の
学
風
はC

apito

と
は
異
な
り
、

博
覧
を
尊
び
、
其
立
論
は
高
尚
深
遠
に
し
て
人
を
驚
せ
し
コ
ト
あ

り
。
蓋
し
氏
は
法
律
研
究
す
る
に
当
り
有
名
な
る
人
に
付
て
参
考

し
哲
学
に
も
力
を
加
へ
り
。
但
し
其
の
議
論
は
余
り
甚
し
き
に
陥

る
コ
ト
あ
り
。
氏
の
著
述
多
く
し
て
四
〇
〇
巻
を
下
ら
ざ
る
コ
ト

な
り
し
。
故
にJustinian

帝
其
編
纂
中
に
援
用
せ
し
コ
ト
多
し
。

C
apito

は
之
に
反
し
政
治
上
に
も
学
風
に
も
大
に
異
な
る
処
あ

り
。
氏
は
只
法
律
学
の
み
に
力
を
尽
し
他
の
学
を
顧
み
ず
し
て
他

の
学
を
研
究
す
る
を
以
て
法
律
学
に
害
あ
り
と
せ
り
。
加
之
其
研

究
た
る
や
重
き
を
実
地
に
置
き
新
論
を
立
つ
る
コ
ト
を
好
ま
ず
。

と
な
れ
り
。
其
他rescripta

あ
り
。
之
は
指
令
の
如
き
も
の
に

し
て
時
と
し
て
裁
判
官
又
時
と
し
て
一
箇
人
よ
り
或
事
件
に
付
き

princeps
に
伺
ふ
コ
ト
あ
り
。
此
時
にprinceps

は
其
伺
に
対

し
出
す
指
令
な
り
。
之
れ
も
亦
広
く
世
人
の
行
為
の
標
準
と
な
り

一
の
法
律
規
則
生
ず
る
に
至
れ
り
。
其
他m

andata

あ
り
。
之

はprinceps

は
官
吏
に
下
す
訓
令
な
り
。
之
等
よ
り
生
ず
る
法

律
規
則
はconstitutiones principum

な
り
。
之
等
は
初
よ
り

法
律
の
如
く
し
て
出
﹇
七
十
四
丁
裏
﹈
せ
し
も
の
に
あ
ら
ず
。
故

に
世
人
に
知
る
も
の
あ
り
知
ら
ざ
る
も
の
あ
り
。
併
しdecreta, 

edicta

を
編
纂
す
る
に
至
り
遂
に
は
、Justinian

帝
法
典
を
編

纂
す
る
時
に
之
を
採
用
せ
し
コ
ト
あ
り
。

第
六
節　

H
adrian

帝
前
に
於
け
る
法
律
学
の
有
様

法
律
学
問
は
共
和
時
代
に
発
達
せ
り
。
併
し
帝
政
時
代
に
法
律

学
進
歩
せ
り
。
蓋
し
ロ
ー
マ
に
於
て
法
律
の
大
綱
は
共
和
故
時
代

の
終
り
迄
に
整
へ
り
。
抑
も
法
律
は
立
法
者
に
於
て
定
む
る
に
は

可
成
精
密
に
后
来
に
起
る
べ
き
コ
ト
を
予
想
し
て
作
る
も
の
な
り
。

併
し
世
界
の
現
象
種
々
に
し
て
悉
く
観
察
す
る
能
は
ず
。
故
に
些

細
の
コ
ト
迄
作
る
能
は
ず
。
又
一
方
に
余
り
細
密
に
渡
れ
ば
却
て

弊
害
あ
り
。
因
て
大
綱
を
定
む
る
に
当
り
て
法
律
学
者
を
研
究
せ

し
め
り
。
帝
政
時
代
に
は
法
律
学
者
は
其
の
大
綱
を
研
究
し
其
法

（
一
二
一
八
）
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三
八
一

他
に
有
名
な
る
人
則
ちF

elix, A
tilicinus, P

lautius, A
risto

等
あ
り
中
立
に
立
て
り
。
以
上
二
派
は
初
め
に
其
懸
隔
甚
し
か
ら

ざ
り
し
も
后
に
は
甚
し
く
な
れ
り
。
此
時
に
中
立
派
は
其
上
に
立

ち
て
調
和
す
る
の
傾
あ
り
。
右
の
如
く
此
時
に
学
問
盛
と
な
り
二

派
に
分
る
る
に
至
り
た
り
。
此
他
ロ
ー
マ
学
自
身
の
上
に
影
響
せ

し
はO

ctavian

の
頃
に
当
時
有
名
な
るjus respondendi

﹇
回

答
権
﹈
を
与
へ
り
。
一
方
に
法
律
学
者
は
法
律
を
研
究
し
力
を
尽

す
と
同
時
に
他
方
に
又
実
地
に
力
を
注
ぎ
箇
々
の
特
断
な
る

﹇
七
十
六
丁
表
﹈
事
件
に
付
き
意
見
を
吐
露
せ
し
コ
ト
あ
り
。
之

等
の
鑑
定
せ
し
コ
ト
は
隠
然
勢
力
あ
り
し
に
相
異
な
し
。
併
し
一

箇
人
の
説
た
る
に
過
ぎ
ず
、
故
に
裁
判
官
は
其
説
に
検
束
せ
ら
れ

ね
ば
な
ら
ぬ
と
云
ふ
コ
ト
な
し
。
当
時
学
者
中
大
家
を
選
び
之
等

は
特
にjus respondendi

を
与
へ
む
。
之
を
有
す
る
学
者
は
特

断
事
件
に
付
て
鑑
定
せ
し
場
合
に
は
裁
判
官
は
之
に
従
ふ
べ
き
コ

ト
と
な
り
法
律
の
効
力
を
有
す
る
に
至
れ
り
。
故
に
学
者
の
勢
力

は
頂
上
に
達
せ
り
。
尤
も
一
事
件
に
付
き
て
多
く
の
法
律
学
者
が

鑑
定
す
る
コ
ト
も
あ
る
べ
し
。
此
時
に
何
れ
の
説
に
従
ふ
べ
き
か

を
定
む
べ
き
な
り
。
故
にH

adrian

の
時
定
め
、
若
し
諸
学
者
の

説
一
致
せ
ざ
る
と
き
は
判
決
を
下
す
も
の
之
を
選
択
す
る
コ
ト
と

な
れ
り
。
斯
く
法
律
学
者
の
説
に
重
き
を
置
きJustinian

法
典

此
二
人
を
比
せ
ば
学
識
に
て
はL

abeo

は
大
に
勝
れ
り
。
併
し

二
学
派
は
対
立
し
て
其
派
の
中
に
有
名
な
る
学
者
あ
り
、
ロ
ー
マ

の
法
律
学
大
に
進
歩
せ
り
。﹇
七
十
五
丁
裏
﹈

S
abiniani

派
の
有
名
な
る
人

1. M
. S

abinus
（
名
の
起
り
し
原
の
人
な
り
）

2. C
. L

onginus
3. C

. S
abinus

（
尤
も
有
名
な
る
人
）

4. P
. Javolenus

5. A
. V

alens
6. Julianus　

　

etc.

P
roculiani

派

1. M
. C

. N
erva

2. M
. C

. N
erva

（fi lius

）

3. P
roculus

（
名
の
起
り
し
原
）

4. P
egasus

5. I. C
elsus

6. I. C
elsus

（fi lius

）

7. P
. N

eratius

当
時
法
律
学
者
は
悉
く
此
派
中
に
の
み
あ
り
し
に
あ
ら
ず
。
此

（
一
二
一
九
）
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三
八
二

調
査
し
て
一
法
典
を
作
る
コ
ト
目
下
の
急
に
し
てH

adrian

帝
の

時Julianus

氏
に
命
じ
てedicta

を
調
査
し
法
律
史
を
作
ら
し

め
た
り
。
其
書
完
成
す
る
に
及
び
法
律
と
し
て
全
国
に
行
ふ
コ
ト

と
な
れ
り
。
之
をedictum

 perpetuum

と
称
す
。
単
にedicta

ト
モ
云
ふ
。
遂
に
共
和
時
代
よ
り
発
せ
しedicta

﹇
七
十
七
丁

表
﹈
もH

adrian

帝
の
時
立
派
な
る
法
律
と
な
りJustinian

法

典
の
基
礎
と
な
る
有
様
な
り
。

第
八
節　

H
adrian

帝
后
の
法
律
学
の
有
様

前
節
にJulianus

に
命
じ
てedictum

 perpetuum

を
作
ら
し

む
。Julianus

はedictum
 perpetuum

を
作
り
し
こ
と
ロ
ー
マ

法
学
上
大
刺
激
を
与
へ
発
達
す
る
に
至
る
。
加
之H

adrian

后
一

層
進
歩
を
催
す
原
因
多
少
あ
り
し
。
例
﹇
へ
﹈
ばH

adrian

帝
は

有
名
な
る
法
律
学
者
を
特
に
優
待
し
てconsilium

 principis

と

せ
り
。
之
等
の
コ
ト
は
法
律
の
進
歩
を
促
せ
り
。
其
他
此
時
代
に

其
研
究
も
精
密
に
し
て
困
難
な
る
問
題
を
出
す
。
之
を
研
究
す
る

に
は
益
々
研
究
を
要
す
。
尤
も
有
名
な
る
学
者
はJulianus

に

し
て
氏
はA

frica

に
生
れ
、praetor, consul

等
の
職
に
登
り

且
つconsilium

 principis

と
な
れ
り
。
其
学
風
はS

abinian
派
に
し
て
当
時
の
大
家
に
し
て

H
adrian

の

edictum
 

perpetuum
を
作
ら
し
め
た
る
は
実
に
其
人
を
得
た
り
と
云
ふ
べ

を
編
纂
す
る
に
当
り
て
学
者
の
説
をD

igesta

中
に
掲
ぐ
る
に
至

れ
り
。

第
七
節　

edicta praetorium

上
述
の
如
く
法
学
重
ぜ
ら
れ
法
律
学
者
の
説
法
律
の
効
力
を
有

せ
し
も
又praetor
一
時
非
常
に
勢
力
あ
り
。edicta

を
定
め
し

よ
り
種
々
法
律
規
則
発
達
す
。
此
時
代
はedicta

一
変
し

praetor

の
変
す
る
毎
に
時
世
に
﹇
七
十
六
丁
裏
﹈
従
ふ
処
の

edicta

な
ら
は
后
任
のpraetor
か
己
のedicta

中
に
加
へ
遂
に

は
一
法
典
の
如
く
な
れ
り
。
然
る
に
帝
政
時
代
に
はpraetor

も

princeps

の
勢
力
の
増
す
に
従
ひ
衰
へ
従
来
の
如
く
己
の
好
む
処

をedicta

中
に
掲
載
す
る
コ
ト
な
し
。
因
てedicta

の
体
裁
帝

政
時
代
に
止
み
た
り
。
然
る
にedicta

は
其
精
神
に
於
て
大
に

便
な
る
も
の
あ
る
も
其
体
裁
は
雑
駁
な
り
。
故
にpraetor

の

edicta

を
研
究
せ
ん
と
す
る
も
甚
だ
不
便
な
り
。
且
つedicta

の

内
容
は
変
ら
ざ
る
を
以
て
帝
政
時
代
に
不
必
要
と
な
り
加
之

edicta

慣
例
に
従
へ
ばpraetor

の
変
ず
る
毎
に
効
力
を
失
ふ
。

此
等
の
手
続
は
無
益
な
り
。
且
つpraetor peregrinus

及
び

praetor urbanus

の
出
せ
しedicta

あ
り
て
種
々
な
り
。
此
は

初
め
は
区
別
あ
り
し
も
后
に
は
其
のedicta

は
漸
々
同
一
と
な

り
内
容
に
差
な
き
に
至
れ
り
。
故
に
広
くpraetor

のedicta

を

（
一
二
二
〇
）
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三

其
生
存
中
は
却
て
世
人
に
軽
蔑
せ
ら
れ
、
其
名
顕
れ
ざ
り
し
な
ら

ん
と
。
蓋
し
当
時
の
法
律
学
者
は
理
論
と
実
地
と
に
力
を
用
ひ
し

もG
aius

は
実
地
に
力
を
用
ひ
﹇
七
十
八
丁
表
﹈
法
学
を
人
に
授

く
を
専
ら
と
せ
し
如
く
考
へ
ら
る
。Institutiones

も

instituere

授
業
法
あ
り
し
時
代
に
作
ら
れ
し
如
く
考
へ
ら
る
。

而
シ
テ
氏
の
后
世
に
名
の
現
は
れ
し
は

Justinian

の

Institutiones

はG
aius

よ
り
専
ら
採
用
せ
し
な
り
。
併
し

Justinian

の
法
典
編
纂
せ
し
頃
は
ロ
ー
マ
法
学
は
大
に
衰
へ
し

な
り
。
故
に
人
口
も
従
前
の
高
尚
な
る
法
学
を
研
究
す
る
力
な
く

し
て
却
てG

aius

の
文
章
明
瞭
な
る
著
書
現
れ
、
有
名
な
り
し
な

り
。G

aius

はJulianus

の
如
く
大
家
な
ら
ざ
る
も
文
章
は
明
瞭

に
し
て
解
し
易
し
。
故
に
世
間
に
用
ひ
ら
れ
し
な
り
。
又
此
の
后

に
はG

aius

のInstitutiones

はJustinian

法
典
中
に
採
用
せ

ら
る
。
加
之
他
の
大
家
の
著
書
は
多
く
は
消
失
せ
り
。
故
に

G
aius

の
著
書
は
ロ
ー
マ
法
を
研
究
す
る
に
尤
も
便
利
を
与
へ
、

特
にG

aius

の
著
書
は
あ
ら
ざ
れ
ば
知
る
能
は
ざ
る
も
の
な
ら
ん

と
思
は
る
る
事
件
を
其Institutiones

に
表
は
せ
り
。
為
め
に
著

名
と
な
り
し
な
り
ロ
ー
マ
の
法
学
を
見
ん
と
せ
ば
、G

aius

の
著

書
は
尤
も
読
み
易
し
。
特
にInstitutiones

は
尤
も
明
瞭
な
り
。

加
之
歴
史
的
の
事
実
も
大
に
詳
し
。

き
な
り
。
而
シ
テJulianus

の
著
書
中
尤
も
有
名
な
る
は

digesta
に
し
て
九
十
巻
の
多
き
に
至
れ
り
。
其
論
ず
る
処
は
当

時
の
現
行
法
律
な
り
し
。
而
し
て
﹇
七
十
七
丁
裏
﹈Julianus

の

著
書

digesta
は
大
に
世
人
の
愛
読
す
る
処
と
な
り
、

P
om

ponius, U
lpianus,

等
な
る
名
家
も
之
を
参
考
し
て
著
書
せ

し
な
り
。
且
つJustinian

帝
のD

igesta

を
編
纂
す
る
に
当
り

Julianus

の
著
書
を
参
考
し
且
つ
援
用
せ
し
箇
条
多
し
。
故
に

Julianus

の
世
に
出
て
て
よ
り
之
と
肩
を
比
ぶ
る
も
の
な
し
。
之

に
次
て
有
名
な
る
はC

assius
に
な
れ
ド
モ
数
等
劣
り
、
当
時
の

学
者
は
圧
倒
せ
ら
る
。
此
后
両
大
派
の
区
別
の
消
滅
しS

abinian

派
の
勝
と
な
れ
り
。Julianus

は
ロ
ー
マ
法
学
上
に
も
一
段
落
を

な
せ
り
。

S
. P

om
ponius

も
有
名
な
る
人
に
し
て
氏
の
来
歴
詳

つ
ま
び
ら

か
な

ら
ず
。
氏
の
特
別
た
る
処
は
博
覧
な
り
。
則
ち
氏
は
広
く
先
輩
の

著
書
を
研
究
せ
し
氏
の
著
書
少
か
ら
ず
し
て
后
、
学
者
の
手
本
と

な
り
し
も
の
多
し
。

G
aius

のInstitutiones

を
著
し
有
名
な
り
。
氏
は
奇
人
に
し

て
氏
の
生
存
せ
し
間
は
世
に
知
ら
れ
ず
、
后
世
に
至
り
有
名
と
な

り
し
。
故
に
来
歴
は
詳
な
ら
ず
。
或
人
の
説
に
よ
れ
ば
、
氏
は

province

の
人
々
の
為
め
に
法
律
を
授
業
せ
し
人
な
ら
ん
。
故
に

（
一
二
二
一
）
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三
八
四

﹇
七
十
九
丁
表
﹈
古
人
の
説
を
援
用
し
自
説
を
吐
く
に
当
り
□
□

謙
遜
せ
り
。
其
説
は
実
地
を
離
れ
空
論
に
陥
る
コ
ト
な
し
。
之
等

は
当
時
の
学
者
に
於
て
尤
も
尊
ふ
べ
き
コ
ト
な
り
と
評
し
た
り
。

第
九
節　

D
iocletian &

 Constantine

時
代
に
於
け
る
羅
馬

国
政
の
変
遷

帝
政
の
起
り
て
已
に
述
べ
し
如
く
帝
政
の
始
に
於
て
は

princeps

は
至
大
の
権
を
握
り
し
に
係
ら
ず
公
然
表
さ
ず
し
て
事

を
執
れ
り
。
故
に
帝
政
の
時
代
の
初
に
は
共
和
時
代
の
機
関
は
依

然
存
せ
り
。
併
し
時
を
経
る
に
従
ひ
ロ
ー
マ
社
会
の
有
様
一
変
せ

り
。
例
﹇
へ
﹈
ばsenatores

は
却
てprinceps

に
優
待
せ
ら
れ

一
時
勢
力
あ
り
し
如
く
見
ゆ
。
之
れprinceps

の
政
略
な
り
し

故
に
時
を
経
る
に
従
ひprinceps

の
勢
を
得
る
と
同
時
に
漸
々

勢
を
失
へ
り
。
元
よ
りG

erm
an

人
は
ロ
ー
マ
人
と
戈
を
交
ゆ
る

コ
ト
と
な
り
、
ロ
ー
マ
に
於
て
も
対
外
政
策
上
専
政
の
君
主
を
要

す
る
に
至
れ
り
。
其
他
従
前
は
ロ
ー
マ
の
地
方
制
度
に
於
て
も
自

治
制
行
は
れ
し
処
も
あ
り
し
が
漸
々
跡
を
絶
つ
に
至
り
、

princeps

も
当
時
代
に
は
専
政
の
君
主
た
る
を
憚
ら
ざ
る
に
至
れ

り
。
此
時
代
よ
り
世
人
もprinceps

の
欲
す
る
も
の
は

﹇
七
十
九
丁
裏
﹈
法
律
な
り
と
の
考
を
抱
く
に
至
れ
り
。

P
apinianus

氏
の
来
歴
も
詳
な
ら
ず
。
氏
は
法
律
事
業
及
び

法
律
の
鑑
定
に
﹇
七
十
八
丁
裏
﹈
従
事
し
た
り
。
氏
は
ロ
ー
マ
法

学
者
中
后
と
第
一
流
の
人
な
り
。
氏
の
著
書
は
立
論
の
正
確
な
る

は
勿
論
其
文
章
も
正
確
な
り
。Justinian

のD
igesta

中
に
援

用
せ
し
説
中
に
は
氏
の
説
尤
も
多
し
。

U
lipanus

氏
の
著
書
は
多
少
今
日
に
残
れ
り
﹇
ウ
ル
ピ
ア
ヌ

ス
『
法
範
』﹈。G

aius
のInstitutiones

と
合
せ
出
版
せ
ら
る
。

氏
は
当
時
有
名
な
る
人
に
し
て
其
文
章
の
明
瞭
な
る
点
はG

aius

と
能
く
類
似
せ
り
。
氏
はO

riginality

に
於
て
は
大
家
な
ら
ざ

る
も
其
文
章
の
明
確
な
る
よ
り
世
人
に
愛
読
せ
ら
る
。

P
aulus

は
来
歴
詳
な
ら
ず
。
氏
はconsilium

 principis

と

な
り
し
人
に
し
て
世
人
に
尊
敬
せ
ら
る
。
氏
の
学
識
は

U
lpianus

と
肩
を
比
す
。
併
し
其
文
章
の
明
瞭
な
る
コ
ト

U
lpianus

に
一
歩
を
譲
れ
り
。
併
し
著
書
の
多
きU

lpianus

に

勝
れ
り
。
之
等
の
法
学
者
に
付
て
はK

arlow
a

氏
の
ロ
ー
マ

﹇
法
﹈
史
に
詳
し
。K

arlow
a

氏
曰
く
、
当
時
は
種
々
の
法
学
者

あ
り
し
。
併
し
一
方
に
は
意
外
に
其
説
中
一
致
す
る
処
多
く
又
他

方
に
理
論
に
長
ず
る
に
係
ら
ず
実
地
を
棄
て
ず
。
当
時
の
学
者
は

大
家
た
る
に
係
ら
ず
自
分
自
ら
自
説
を
立
て
他
人
を
侮
る
コ
ト
な

し
。
共
心
協
同
し
て
大
事
業
を
な
さ
ん
と
せ
し
如
く
。
勉
め
て

（
一
二
二
二
）
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三
八
五

の
説
に
従
ふ
コ
ト
と
せ
り
。
若
し
又
異
説
同
数
に
分
る
る
ト
キ
は

P
apinianus

の
説
に
従
ふ
コ
ト
と
せ
り
。
此
く
此
等
の
学
者
の

説
は
之
を
援
用
す
る
コ
ト
を
得
。
加
之
他
の
法
学
者
の
説
と
雖
ド

モ
此
等
の
説
と
同
一
な
れ
ば
之
を
援
用
す
る
も
差
異
な
し
。
之
れ

を
以
て
以
上
の
五
人
は
当
時
ロ
ー
マ
に
て
尊
ば
れ
就
中

P
apinianus

は
尤
も
貴
ば
れ
た
り
。
因
て
法
学
者
は
ロ
ー
マ
に

於
て
尤
も
貴
ば
れ
、
従
っ
て
法
学
の
発
達
せ
し
一
原
因
た
り
。
而

シ
テC

orpus Juris C
ivilis

中D
igesta

は
有
名
な
る
著
書
よ

り
援
用
す
。
援
用
す
る
に
は
訂
正
を
加
へ
し
も
之
を
見
れ
ば
学
者

の
一
般
の
思
想
を
覗
ふ
に
足
る
。
故
に
ロ
ー
マ
法
の
研
究
す
る
に

は
尤
も
見
る
に
宜
し
、
参
考
と
す
る
に
足
る
。
特
に
ロ
ー
マ
人
が

如
何
に
法
学
上
に
発
達
せ
し
か
を
見
る
に
はD

igesta

は
尤
も
宜
し
。

第
十
一
節　

Justinian

帝
前
に
於
け
る
法
令
の
集
録
書

帝
政
時
代
と
な
り
し
以
来consilium

 principis

あ
り
て
法
令

の
如
き
作
用
を
な
せ
り
。
併
しprincipis

に
於
てedicta, 

rescripta, m
andata,

﹇
八
十
丁
裏
﹈decreta

を
出
せ
し
は
法
令

の
如
く
し
て
出
せ
し
に
あ
ら
ず
。
就
中rescripta, decreta

は

特
別
の
事
件
に
付
て
出
せ
し
も
の
な
り
。
故
に
研
究
に
不
都
合
に

し
て
且
つ
之
を
知
ら
ざ
る
も
の
あ
り
。
因
て
之
等
を
集
め
て
一
と

な
す
に
至
れ
り
。
之
等
のconslium

 principis

を
集
め
し
も
の

第
十
節　

D
iocletian &

 Constantine

后
に
於
け
る
羅
馬
の

法
律
学
の
有
様

前
に
法
律
学
の
有
様
を
述
べ
し
如
く
帝
政
時
代
に
も
尚
法
律
の

根
本
た
る
も
の
は12 tables, praetor, edicta, senatus 

consulta, consilium
 principis

な
り
。
之
等
は
本
来
学
者
が
元

よ
り
世
人
の
法
学
を
研
究
す
る
に
考
す
べ
き
も
の
な
り
。
然
る
に

時
を
経
る
に
従
ひ12 tables
﹇
十
二
銅
律
﹈
は
世
間
に
於
て
之
れ

を
了
解
し
得
る
人
減
じ
、
加
之
ロ
ー
マ
に
法
学
盛
な
る
に
従
ひ
法

学
者
の
智
慮
発
達
し
た
り
。
故
に
学
者
の
著
書
を
研
究
す
る
に
至

り12 tables

﹇
十
二
銅
律
﹈
等
に
重
き
を
置
か
ず
。
従
て
法
学
者

の
著
書
は
勢
を
得
た
り
。
而
し
てD

iocletian

の
時jus 

respondendi

を
廃
し
又
世
間
に
名
高
き
法
学
者
の
著
書
を
援
用

す
る
に
至
れ
り
。
因
て
有
名
な
る
学
者
の
著
書
な
れ
ばjus 

respondendi

と
同
様
に
貴
ば
る
に
至
れ
り
。
併
し
従
来
の
侭
に

てjus respondendi

存
し
又
一
方
に
学
者
の
説
を
援
用
す
る
は

不
都
合
な
り
。
自
ら
制
限
を
立
て
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
故
に

T
heodosius II

の
頃
、
特
に
法
律
を
以
て
援
用
す
べ
き
法
学
者

の
﹇
八
十
丁
表
﹈
著
書
を
定
め
り
。
則
ちG

aius, P
apinianus, 

U
lpianus, P

aulus, M
odestinus

を
援
用
す
る
コ
ト
と
な
れ
り
。

且
つ
之
等
の
五
人
の
説
は
一
定
せ
ず
し
て
矛
盾
す
る
ト
キ
は
多
数

（
一
二
二
三
）
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三
八
六

﹇
に
﹈
多
く
又
法
学
の
力
衰
へ
し
為
に
便
宜
な
る
法
律
書
を
得
ん

と
望
め
り
。
故
に
此
法
典
を
作
り
し
な
り
。
之
を
作
る
に
当
り
て

手
本
と
せ
し
書
の
重
な
る
も
の
は
援
用
を
許
さ
れ
た
る
法
律
学
者

の
著
書
及
びC

odex G
regorianus, C

odex H
erm

ogenianus, 
C
odex T

hedosianus

及
びN

ovellae T
hodosianae

等
な
り
。

Institutiones

と
は
名
の
如
く
、Justinian

の
法
典
を
作
り
し
目

的
はinstituere

教
授
の
方
法
に
て
教
授
す
る
の
目
的
に
し
て
法

律
の
大
体
を
掲
げ
し
に
止
る
。533 A

.D
.

頃
に
発
布
せ
ら
る

Institutiones

は
之
を
編
纂
せ
ら
る
る
に
当
り
て
有
名
な
る

T
ribonianus

氏
を
し
て
監
督
せ
し
む
。
尤
も
其
編
纂
に
は

T
heophilus D

orotheus

氏
等
関
係
せ
り
。
此
のInstitutiones

の
手
本
と
な
る
はG

aius, U
lpianus

の
著
書
な
り
。﹇
八
十
一
丁

裏
﹈D

igesta

は
学
者
の
説
を
抜
粋
し
て
集
め
し
も
の
な
り
。
之

を
編
纂
す
る
時T

ribonianus

氏
監
督
せ
り
。
而
シ
テ
学
者
中
の

説
に
も
時
世
に
適
せ
ざ
る
も
の
も
あ
り
。
又
諸
説
中
矛
盾
す
る
あ

り
。
故
に
訂
正
を
な
せ
し
も
併
し
各
説
の
特
色
現
は
る
る
な
り
。

此
のD

igesta

は
后
世
に
伝
は
り
大
に
流
行
せ
り
。
遂
に
独
国
に

P
andektenrecht

と
云
ふ
はD

igesta

の
一
部
な
り
。
故
に
其
尊

ば
れ
し
コ
ト
を
知
る
に
足
る
。533 A

.D
.

に
発
布
せ
ら
る
。

C
odex

はJustinian

帝
の
頃
に
二
回
余
、
之
を
編
纂
せ
し
め
た

はJustinian

の
法
典
の
予
備
を
な
せ
り
。
其
集
録
書
を
挙
れ
ば

C
odex G

regorianus, C
odex H

erm
ogenianus

等
な
り
。
而

シ
テ
前
者
はH

adrian

帝
頃
よ
りD

iocletian

頃
迄
の
法
令
を
集

め
し
も
の
な
り
（
判
然
せ
ず
）。
尤
も
此
書
の
著
者
の
来
歴
は
不

明
な
り
。
后
者
は
前
者
に
次
て
生
じ
前
者
の
追
加
書
た
る
の
精
神

に
て
作
り
た
る
が
如
し
。
之
等
は
一
時
大
に
世
界
に
尊
ば
る
。
併

し
之
等
も
滅
し
て
后
世
に
伝
ら
ず
。
民
間
に
此
の
如
く
書
を
著
す

如
く
な
れ
ば
、
ロ
ー
マ
政
府
に
も
其
用
を
感
じ

C
odex 

T
heodosianus

を
作
れ
り
。C

onstatine̶
T
heodosius

頃
の

法
令
を
集
め
し
も
の
に
し
て
后
世
に
伝
は
れ
り
。

第
十
二
節　

Justinian

法
典
編
纂

ロ
ー
マ
に
於
てJustinian

の
時
有
名
な
る
種
々
の
法
典
作
ら
る
。

則
ちInstitutiones, D

igesta, C
odex, N

ovellae C
onstitutiones

な
り
。﹇
八
十
一
丁
表
﹈
最
后
の
も
の
はJustinian
の
后
に
於
て

発
せ
ら
れ
し
も
の
な
り
。
併
し
皆
一
処
にC

orpus Juris 
C
ivilis

中
に
掲
げ
り
。
此
の
法
典
は
尤
も
名
高
き
も
の
に
し
て

ロ
ー
マ
法
研
究
す
る
に
は
尤
も
必
要
な
り
。
此
の
如
き
有
様
な
る

故
にJustinian

が
法
典
を
作
り
し
頃
は
法
学
尤
も
盛
な
り
し
が

如
く
見
ゆ
れ
ド
モ
却
て
衰
へ
し
な
り
。
以
前
に
は
法
学
盛
に
し
て

著
書
も
亦
多
し
。
世
人
法
学
を
研
究
せ
ん
と
す
る
に
著
書
は
余
り

（
一
二
二
四
）



宮
崎
道
三
郎
博
士
講
述
『
比
較
法
制
史
』
緒
言
及
び
第
一
部　

羅
馬
法
制
史
（
吉
原
）

三
八
七

り
。
之
はconstitutiones

を
集
め
し
も
の
な
り
。
此
材
料
は

C
odex G

regorianus, C
odex H

erm
ogenianus

な
り
。
而
し

て
后
に
編
纂
せ
ら
れ
し
も
の
は534 A

.D
.

に
て
、
前
に
作
ら
れ

し
も
の
は
之
が
為
に
廃
せ
ら
る
。

N
ovellae C

onstitutiones

を
略
し
てN

ovellae

と
云
ふ
。
之

は
新
し
き
と
云
ふ
意
に
し
てJustinian

帝
は
諸
種
の
法
典
を
作

る
に
当
り
注
釈
を
加
ふ
る
コ
ト
を
禁
ぜ
り
。
併
し
法
典
生
ず
る
に

至
り
て
疑
惑
を
起
す
に
至
り
注
釈
を
禁
ず
る
能
は
ず
。Justinian

自
ら
其
疑
を
解
く
為
に
注
釈
を
加
へ
り
。
之
を
集
めN

ovellae

を
作
る
な
り
。
之
はJustinian

后
に
世
に
出
で
し
な
り
。
発
布
、

実
施
、
其
編
纂
の
方
法
等
はP

andekten
中
に
あ
る
な
り
。

＊
本
稿
は
、
科
学
研
究
費
助
成
金
基
盤
研
究
（
Ｂ
）「
法
学
提
要

（Institutes

）
に
対
す
る
比
較
法
史
学
的
総
合
研
究
」
研
究
課

題
番
号17H

02442

（
研
究
代
表
・
葛
西
康
徳
・
東
京
大
学
教

授
）
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
本
資
料
翻
刻
に
際
し
、
そ

の
入
力
作
業
に
は
、
伊
藤
美
緒
さ
ん
、
片
柳
七
重
さ
ん
（
い
ず

れ
も
日
本
大
学
法
学
部
学
生
・
当
時
）
の
ご
助
力
を
得
ま
し
た
。

謹
ん
で
感
謝
の
意
を
表
し
ま
す
。

（
一
二
二
五
）
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